
市役所前で市民の暮ら
しを守ろう、消費税増
税反対、庶民減税の実
施を、と訴える市議団。

主な内容

◆４月臨時会

（市長の特異な政治観を押し付け）

議員報酬半減、市民税減税恒久化など

◆５月臨時会（議会人事）

梅原議員が委員長に

職員給与を大幅カット

◆６月議会

■個人質問

田口一登議員・くれまつ順子議員・江

上博之議員）

■他党派の議員提出議案への質疑

さとう典生議員・梅原紀美子議員・か

とう典子議員

■共産党提出議案の説明

わしの恵子議員・山口きよあき議員

■議案や請願への態度

■討論

田口かずと議員・くれまつ順子議員・

わしの恵子議員・かとう典子議員

■意見書

◆名古屋港議会

◇山口きよあき議員

◆その他資料

ＮＯ.１６７

議会改革に一貫して取り組み、議員報酬削減は当
然として、現行の４割削減、政令市最低額を提示
しながら、市民が参加し、市民に公開して報酬を
決めようと呼びかけました。左は６月１１日のシ
ンポジウム、下はタウンミーティングで市民の声
を聞く市議団。
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◆２月議会で否決された政治ボランティア化のための議案が、河村市長の恣意的な議会解散戦略の一環として提

案され、４月臨時会が招集され、4月19日～21日におこなわれました。

◆２月議会での審議の結果、３月２４日に結論が出た議案ばかりであり、臨時会を開く大義もありません。

◆日本共産党は議案質疑にわしの恵子議員（報酬半減条例）、山口きよあき議員（減税恒久化条例と地域委員会

拡大の補正予算）が質疑に立ちました。他党も合わせ８人の議員が質疑に立ち、河村市長の不規則発言(ヤジ)

や、あいまいで不正確な発言が繰り返され、その取り扱いやパブリックヒアリング、リビング紙での発言の誤

りも指摘され、その取り扱いなどで延々と議運が行われる結果となりました。

◆わしの議員に対する答弁で、市長は過去の発言を否定する態度を示し、わしの議員とさとう議員が動議を出し

て訂正を求め、よく日になって誤りを認め訂正をしました。

◆総務環境委員会と財政福祉委員会で審議が行われ、総務環境委員会ではリビング社からの参考人出席を求め審

議を行いました。リビング社からは取材メモが出されましたが、議会終了後、そもメモはマチガイでした、と

いうあきれた報告すら行われるものでした。

◆議案の反対討論にはくれまつ順子議員(報酬条例）、江上博之議員(減税条例）が立ちました。他の議員はだれ

も討論に立ちませんでした。採決はのりたけ議員だけが賛成しました。杉山議員は報酬条例に棄権しました。
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市長提案 条例案2件 補正予算1件 承認2件

議 案 名
各会派の態度

結果 備 考
共 民 自 公 社 気 ク

名古屋市議会の議員の議員報酬及
び費用弁償等に関する条例の一部
改正

● ● ● ● ● - ○ 否決

議員報酬を半減 （平成22年10月1日より）
・議長 月額 1,225,000円 → 612,500円
副議長 月額 1,078,000円 → 539,000円
議員 月額 990,000円 → 495,000円

平成22年度の名古屋市市民税に係
る減税条例の一部改正

● ● ● ● ● ● ○ 否決 市民税減税を継続して実施する

平成22年度名古屋市一般会計補正
予算（第1号）

● ● ● ● ● ● ○ 否決
補正額ゼロ、予備費充当。地域委員会の新規モ
デル8区分の募集等の経費 42,895千円

専決処分（名古屋市市税条例の一
部を改正する条例の制定）

〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
65歳未満の公的年金所得を有する給与所得者の
年金所得にかかる個人市民税を給与所得から特
別徴収する制度を創設

専決処分（名古屋市国民健康保険
条例の一部を改正する条例の制定）

〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決
国民健康保険料の基礎賦課限度額を50万円に、
後期高齢者支援金等賦課限度額を13万円にそれ
ぞれ引き上げる。予算計上済み。

〇＝賛成 ●＝反対 －＝棄権 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ名古屋 気：新会派気魄 ク：民主党クラブ

陳情 2010年4月臨時議会に受理されたもの

４月臨時会に受理された陳情一件は２月議会出受理されたものと同じように審議されます。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第5号

平成22年

4月14日

天白公園の大根池に水門を作り管理す

ることを求める陳情
天白区住民

国が大根池に立派な堤防をつくり、市へ移管した。その際水門をつくり忘れ、大根池はいつも低水位のままである。貯

水、放水もできず災害対策ができない。水量が少ないので夏は暑く、魚は生きにくい。先の大水害においても役立たずで

ある。ついては、貯水能力がない、夏は水がお湯になり、かつ臭い、調整機能がなく水害対応できずとの理由により、次

の事項の実現をお願いする。

1 天白公園の大根池に水門をつくり、水量・水位を管理すること。



報酬は客観的データを踏まえ市民参加で決め

るもの

【わしの議員】今回の臨時議会招集には市民の

暮らしからみて、必要性も大義もないと考えま

す。3月24日に終った2月定例会において今年度

予算をはじめ必要な決定はおこなわれており、

あえて臨時会を開いて予算や条例を決定しなけ

れば市民生活や行政執行に困難や支障がおきる

問題はなにもありません。河村市長の今議会の

招集は、「市民と議会の対立」構図をつくり、

市長の特異な政治路線を推進するためのもので

あり、招集権の乱用といわざるをえません。

議員報酬の半減について、日本共産党市議団

は2月定例会で反対をしました。その理由は、

半減という金額に反対したものではありません。

市長が半減を押し付けることは、憲法原則の二

元代表制の破壊につながるからです。市長に言

い分があったとしても、自重すべきであります。

一方、「議会のお手盛り」と批判されるよう

な決め方も改めなければなりません。

そこで、日本共産党市議団は、市民参加・市

民公開で、議員報酬引き下げの具体案を検討す

ることを含めた「名古屋市議会の改革推進のた

めの提言」を発表しました。議員報酬について、

議会に、公募市民や学識経験者が参加した「報

酬調査検討会」を設け、市民公開のもとに十分

検討する。その意見を尊重して議会が報酬額を

決めるという、民主的な方法を提案しておりま

す。専門家による客観的なデータと市民の皆さ

んの率直な感情を十分ふまえて、市民参加で議

員報酬を検討するしくみをつくることは、全国

に誇れる画期的な試みになると考えます。

そこで市長にお聞きします。あなたが、報酬

半減を議会に押し付けるよりも、客観的なデー

タを踏まえて市民参加で決めるという私たちの

提案の方が、民主的な改革だとは思いませんか。

第３者機関にまる投げはどうか（市長）

【市長】議員それぞれが、自分の報酬について

いくらがいいか、発表すべきではないか。はじ

めから全部まる投げにして第3者機関でやるこ

とはおかしい。

外国事例を都合のいいところだけ持ち出すの

は、市民を欺くもの

【わしの議員】市長は議員報酬半減の理由に、

世界各国の主要都市における地方議員の定数・

報酬を持ち出しています。先日のパブリックヒ

アリングでも、外国の事例についての資料を配

布しました。それによると、「ロサンゼルス市

では、報酬は約1680万円、人口385万人に対し

議員定数は15人」と、名古屋市と比べて議員定

数が少ないことを強調しましたが、議員1人当

たりの事務所予算は約130万ドル、約1億2千万

円が公費で負担されているのです。

また市長は、名古屋市と同じ人口規模のパリ

市についても、議員定数は163人だが、報酬は

約620万円と、報酬額が少ないという資料を出

していますが、フランスの地方政治の専門家で

ある岡村茂愛媛大学客員教授の著書によれば、

パリの市会議員は国会議員と兼任ができること

になっています。また、下院である国民会議の

定数577のうち、6割の356名が市町村議員を兼

務しており、日本に比べ低廉であるが、双方か
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議案質疑（4月19日）

議員報酬は、客観的なデータを踏まえて市民参加で

決める方が民主的だ。恣意的な外国の例やでたらめ

な説明は誤解を与える わしの恵子議員

議員報酬及び費用弁償等に関する
条例の一部改正について



ら報酬を得ています。岡村教授は、「議員を兼

職に走らせる背景には何といっても財政問題、

すなわち政治職への給付の問題が一方であるこ

とを見逃すことはできない」と説明しています。

このように、それぞれの国と都市の在り方、

議会の仕組みも全く違う外国の都市をなぜ比較

の対象に用いるのか、しかも市長はその中でも

自分の主張に都合の良いところだけを取り上げ

ていますが、情報開示でなく情報操作であり、

市民を欺くものといわざるを得ません。

そこで市長にお尋ねします。議員報酬につい

て、外国事例を都合のいいところだけ持ち出す

のは、市民を欺くものだと考えますが、見解を

お聞かせください。

あんたたちの考えの根本が間違い（市長）

【市長】フランスはよくわかりませんけど、ア

メリカだとノンパーティザンで、みんな一人ひ

とりが自分で表決せないかん。条例もみんな出

します。だからたくさんのスタッフがいる。私

はそういう議員像を目指している。共産党まで

がみんな賛成したり、全部同じ議決をするよう

な議会でなく、一人ひとりが責任を持って自分

の評決を出来る、自分で条例案を出す、そうい

う議会をつくっていこうと提案している。根本

が間違っているんじゃないか。

リビング紙のでたらめ発言は経過をきちんと

説明をし、謝罪をすべき

【わしの議員】市民を欺くという点では、4月10

日号の女性のための生活情報紙、リビングの記

事も大問題です。

あなたは、『リビング』紙4月10日付のインタ

ビューで「議員は給料がよすぎる。わしは800万

円にしたけれど、議員は2700万円。しかも4年ご

とに4220万円の退職金がもらえる」と発言した

とあります。しかし、議員報酬は、1510万円で、

退職金制度はありません。

先日のパブリックヒアリングの席でも、この

ことを市民から追及された市長は、「編集者の

チェックもれか、印刷間違いではないか」と弁

明し、議会運営委員会でも謝罪され、リビング

紙でも次の号で訂正記事を載せるということで

すが、すでに多くの市民が目にしており、謝罪

や弁明では済みません。
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政令市の議員定数

都市名 政令市 面積 人口
条例
定数

上限
数

人口/
議員

札幌市 1972 1121.12 1,892,452 68 80 27,830

仙台市 1989 788.09 1,034,646 60 64 17,244

さいたま市 2003 217.49 1,214,709 64 64 18,980

千葉市 1992 272.08 956,682 56 64 17,084

横浜市 1956 437.38 3,671,386 92 96 39,906

川崎市 1972 144.35 1,410,734 63 72 22,393

相模原市 2010 328.84 712,635 49 56 14,544

新潟市 2009 726.10 812,105 56 56 14,502

静岡市 2005 1388.78 716,602 53 56 13,521

浜松市 2009 1511.17 809,233 54 56 14,986

名古屋市 1956 326.45 2,258,280 75 88 30,110

京都市 1956 827.90 1,463,373 69 72 21,208

大阪市 1956 222.30 2,662,608 89 96 29,917

堺市 2006 149.99 838,485 52 56 16,125

神戸市 1956 552.80 1,536,880 69 82 22,274

岡山市 2009 789.91 704,979 52 56 13,557

広島市 1980 905.13 1,171,640 60 64 19,527

北九州市 1963 487.71 982,319 61 64 16,104

福岡市 1972 340.96 1,454,631 63 72 23,089

人口：09年12月～10年3月

（参考）議会基本条例 第16条

３ 議員報酬については、地方自治法の趣旨を踏

まえ、本市の財政規模、事務の範囲、議員活動

に専念できる制度的な保障、公選としての職務

や責任等を考慮し、別に条例で定める。

世界の地方議員の定数・報酬
（急きょ開催の臨時会のために開催された
4月11日のパブリックヒアリングでの資料）

都市（国） 人口 議員定数 報酬年額

名古屋 225万人 75人 1,630万円

ロサンゼルス(アメリカ) 385万人 15人 1,680万円

シカゴ(アメリカ) 283万人 50人 1,030万円

ロンドン(イギリス) 756万人 25人 780万円

パリ(フランス) 220万人 163人 620万円

ソウル(韓国) 1,046万人 106人 480万円

ミュンヘン(ドイツ) 131万人 80人 320万円

シドニー(オーストラリア) 18万人 10人 260万円

2009年。ロス2006年、ロンドン2007年、パリ2008年

パリ議会議員と国会議員の兼職による報酬

区分 パリ議会議員 国会議員 計

報酬年額
400万円

（610万円）
1050万円 1450万円

2009年。1ユーロ124円。
（ ）は兼職していないときの報酬



市長は、臨時議会を前にして、「市民と議会

の対立」構図を意図的に演出しているのではあ

りませんか。議会運営委員会での謝罪のなかで

も、「そのような発言はしていない」ときっぱ

り述べなかったことにも市長の姿勢があらわれ

ています。

そこで市長にお聞きしますが、この本会議場

で、議会や市民に対して、経過をきちんと説明

をし、謝罪をすべきと求めますが、どのように

対処されるのでしょうか。

人間だからいい間違えはある。謝罪している

ではないか（市長）

【市長】真相はよくわからないけど、いろんな

とこでしゃべっていますので、間違えたとは思っ

ていません。私がもし市長と議員を間違えたな

ら、たぶんその場で、あれは市長のことだ、と

いうはずだと思う。ただし、人間ですからいい

間違えはあります。この報酬は市長のことだと

言ったと自信をもっております。仮に事業者が

間違えた場合でも役所に原稿をチェックする義

務はあります。現実に役所に原稿チェックして

おります。ですからどこかにミスがあったと思

います。そういうことにおいては市役所の間違

いは市長の間違いですのでお詫びを申し上げた

いと思います。素直に謝罪しているじゃないで

すか。

市民に正しい情報を提供せよ。地方議員に退

職金制度があったのか（再質問）

【わしの議員】再質問します。議員報酬の具体

敵なあり方の前提は、市民に正しい情報が提供

されることです。この点で市長の乱暴な発言を

きびしく注意したいと思います。

市長は、地方制度調査会では、外国の例につ

いても使われているというが、調査会の委員会

では、「外国の方法が、日本でうまく機能する

かどうかというのは、社会的な背景の違いを考

える必要がある」と、問題点を指摘されている

のです。 市長は『リビング』紙の記載につい

て、録音テープが残っていないとご自分の発言

責任をあいまいにしたまま、『リビング』紙に

「陳謝・訂正」の記事を求めたようですが、実

は、市長は4月１１日の「市政パブリック・ヒア

リング」でも地方議員に退職金制度があったか

のような発言をしています。

要旨を申し上げれば、「戦後、地方議員に報
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名古屋市からのおわびと記事訂正のご報告

民間の情報紙「リビング(平成22年4月10日号)」の1面に掲載

されました名古屋市長への編集長インタビューの記事の中で、

名古屋市会議員の報酬および退職金に関する部分に誤りがあり

ました。

この記事につきましては、リビングの発行者から事前に本市

へ確認の依頼がなされており、確認段階で指摘すべきところ漏

れておりました。

市民の皆様並びに関係各位に深くおわび申し上げます。

<掲載記事の訂正内容>

【誤】議員は2700万円。しかも、4年ごとに4220万円の退職金

がもらえる!

【正】議員報酬は約1513万円(平成21年度実績)で、退職金はあ

りません。

市政パブリックヒアリングでの市長の発言（抜粋）
平成22年4月11日（日）

（略）私よう言いますけど、戦後マッカーサーが来た

ときに、ジャスティン・ウィリアムズという人が議会

改革担当だったんですけど、議会を何とかもっと権威

のあるものにしようと。なぜ日本の議会は軍部の、い

わゆる戦争を拒否できなかったかということになって、

立派にしようとしたということですね。ところが焼け

野原なもんだからボランティアで出れないということ

がありましてね、ということで日本だけですけど、ま、

これに報酬を。地方議会も地方自治法に昔は名誉職と

書いてあったんですけど、それをやめて報酬をそうい

う格好で出すんだということになる。ついでに退職金

制度を作りました。辞めても安心して食えるという制

度は世界で日本だけです。それは準後焼け野原という

特殊事情だったんです、これ。ということで、報酬l制

度ができて、名古屋も続いていますけど、私はいろん

なもの廃止しました。議会も当時どう考えたらいいか

ということになりまして、私たちは報酬を誰からもら

う、退職金を誰からもらうんだということになり、こ

れはおかしいじやないかということになって、考えた

のはやっぱ金が欲しいからということで議員年金です。

議員年金に変わっていったということで。（略）



酬を与えただけでなく、退職金制度までつくっ

た。これが今日の地方議員年金に変わった」と

いうお話です。

確かに、国会議員の年金にはそのような経過

があったと思いますが、地方議員に退職金制度

はなかったと私は承知しています。市長は、国

会議員と地方議員を混同して発言されたのでは

ないかとも思いますが、戦後の歴史のなかで、

地方議員に退職金制度が設けられたことがある

のでしょうか。

国会議員にも地方議員も退職金はない（市長）

【市長】国会議員にも退職金が出たことはない

と思います。誰から退職金をもらうのかという

ことになって、やっぱ退職金はおかしいのでは

ないかということでこれが議員年金に変わった、

ということです。地方議員もないと思います。

報酬額を決めるには、根拠となる客観的なデー

タが必要だ

【わしの議員】先日のパブリックヒアリングで

は地方議員に退職金制度があったと言ったんで

すよ。自分の発言には責任を持たなければいけ

ないと思います。いい加減な発言は困ります。

これまでも本会議での定数問題、名港議会で

の共産党への答弁、リビング紙、そしてパブリッ

クヒアリングと、次々と間違った答弁を繰り返

しています。市民は、まさか市長が公の場でウ

ソや間違いをいうはずがないと考えるのが当然

です。「ウソも百回言えば真実になる」「言っ

たもの勝ち」とばかりに、自説を展開すること

は、民主主義社会では絶対に許されない行為で

す。そこで、報酬額について再質問いたします。

市長は、市民と同じ給料だから800万円でいい

といいますが、その根拠となる客観的なデータ

はなんら示していません。60歳の中小企業の平

均給与が800万だと、いったいどのデータをもと

にそのような数字をいわれるのかわかりません

が、市民から「800万円だって高い」という声す

らあります。

国税庁による平成20年度の民間給与実態統計

調査では、サラリーマンの平均給与は、平均420

万円です。年間給与が800万円を超える人は、全

体のわずか9.7％。どうしてこれが平均給与なの

か理解できません。

議会基本条例では、「議員活動に専念できる

制度的保障」ということをうたっています。こ

の観点に立てば、生活給として必要な金額はい

くらであるべきか、それ以外に政治活動に必要

な経費について、どの範囲までを報酬で見るこ

とが適当なのかなど、考え方を整理し、客観的

データの比較検討をもとに検討しなければなら

ないことはたくさんあります。

議会も市民も納得できる報酬額を決めるには、

根拠となる客観的なデータが必要だとは考えま

せんか。お聞きします。

謝っている。目茶苦茶に言うのはええ加減に

しとかないかん（市長）

【市長】800万が中小企業の平均給与といったこ

とはない。国民経済統計みたいなのがあるんで

すが60歳の雇用が継続している人の平均給与が、

800万ですと。だから私は800万円でやりますと

言いました。中小企業とかはもっと低い。ええ

加減なこと言わんでちょうだゃあよ、あんた。

どこに書いたるんですかそれ。

自分で言い訳するつもりはありません。名古

屋市の中での失敗は私の失敗ですから。ですか

ら誠実に謝っている、それを故意のように言っ

たり、野党がおらんから目茶苦茶に言うのはえ

え加減しとかないかんですよ。ほんとに。

第３者機関で検討することこそ、民主主義発

祥です

【わしの議員】中小企業の平均給与800万は9月

定例会でのとみた議員への答弁で答えています。

自分の発言には責任を持ってください。

（※6月議会での吉田伸五議員への答弁でも同様

に答えています。市長は21日に事実を求め訂正

しました。）

いま、いろいろ言われましたが、800万円の根

拠は示されませんでした。委員会で審議できる
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ように、根拠を示すべことをもとめます。

市長は、「政治家の報酬は、自らの理念にも

とづき提案するものだ」といわれましたが、市

民参加で決めるということは時代の流れです。

さいたま市では、報酬審議会の委員10名のうち

2人を公募市民の委員にしています。尼崎市では、

報酬審議会の中間答申に対してパブリックコメ

ントを実施しています。このように、市民参加

の取り組みが始まっていますが、私どもの提案

は、これをさらに進めて、市長の諮問機関では

なく、議会のもとに第３者機関を設置するとい

う、議会の主体性を発揮する画期的な提案です。

2月定例会で制定された議会基本条例では、定

数、報酬については、「地方自治法及び議会基

本条例の趣旨を踏まえ、市民の声を聴き、定め

ていきます」としています。市民参加の第３者

機関設置は、この基本条例を具体化するもので

あります。市長に再度伺います。

議員報酬を、市長の押しつけでも、議会のお

手盛りでもなく、主権者・納税者である市民が

参加した第３者機関で検討することこそ、民主

主義発祥と言えるものではないですか。お答え

ください。

自分の考えを言わずに突然第3者機関に投げる

というのはおかしい（市長）

【市長】考えられないことではないですけど、

まず、自分はいくらが適正であるかを言うこと

です。それ言わずに突然第3者機関に投げるとい

うのはおかしいと思います。800万の資料は出し

ます。

（※800万の根拠となる資料：財団法人労務行政

研究所「労政時報」の厚労省「賃金構造基本統

計調査」による標準労働者の年収試算より）

臨時会の招集は、やはり大義はない。議員報

酬引き下げが議会全体の合意となるよう真摯

に力を尽くす（意見）

【わしの議員】私たちの提案をきちんと読んで

ないし、議会基本条例を市長は理解されていな

いということですね。

今回の臨時会の招集は、冒頭にも申しました

ように、やはり大義はありません。市長は、再

議とか臨時会とか使える制度は、なんども使う

というつもりかもしれませんが、それは民主主

義のルールとは言えません。

河村市長は、「二元代表制は立法ミス」といっ

て、憲法が定める地方自治の仕組みを否定する

立場のようですが、少なくとも、市長としては

憲法遵守する義務があります。市長がどれだけ

自説にこだわっていたとしても、二元代表制の

もとでは、議会の意思もまた民意なのです。

議会は、基本条例を制定し、報酬についても

自ら議論をしようとしているのです。市長が、

本当に議員報酬引き下げなど議会改革を実現し

ようと思うなら、議会で否決された条例案と全

く同じものを提出するべきではなく、議会の対

応を見守るべきです。日本共産党は、これまで

も費用弁償廃止や政務調査費の領収書全面公開

など議会改革を実らせるために努力してきまし

たが、議員報酬引き下げについても、議会全体

の合意となるように、真摯に力を尽くす決意で

す。

最後にこのことを申し述べて、ひきつづき委

員会での質疑にゆだねて質問を終わります。
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2009年9月議会でのとみた勝ぞう議員への答弁

だから、僕は、みずから、口先だけではいけませんの

で、自分の給料を必要給料3分の2減らして800万円。市

長退職金も廃止しました。私の目線がぶれないように、

いつも名古屋市民の本当の普通の民間の納税者の60歳

の年間平均給与が800万円です。同じ立場でこの名古屋

の政治を見てみようということで決断してやっておる

わけです。

2009年6月議会での吉田伸五議員への答弁

議員というのは本来は寄附で成り立つべきなので、税

金でもらう分は本当の実費の部分、ボランティアでゼ

ロでやるところもありますけど、私はそこまで金がな

いもんで暮らせぬようになりますので、市民の皆さん、

ちょうど調べましたら、民間の中小企業のほうが最終

的には給料が高いようですけど、60歳の平均給与、中

小企業だと大体800万円です、これは。ですから、これ

で市民の皆さんと同じ生活をすると



10カ月間、委員会等で約40日の議論を重ねた

【山口議員】通告に従い、減税と地域委員会に

ついて、河村市長に数点うかがいます。

市長のいわゆる市民税10％減税を盛りこんだ

予算案は、先の２月定例会で市民サービスの低

下をもたらすとの厳しい批判を受けて、いくつ

かの修正がなされ、また減税そのものも今年一

年に限ることに改められました。

しかし、市長は、減税の恒久化を再び提案し

てきました。名古屋市会は、この減税について、

昨年6月以来、再議を含む五度の議会と閉会中

審議をあわせて委員会審議だけで22日、本会議

を入れると約40日に及ぶ議論を積み重ねてきま

した。これだけ議論してきたら、互いの認識も

深まり、より良い施策となるように必要な修正

を行い、また見直し規定を設けることも、国会

ではよくある、ごく普通の政治の姿です。

わが党は、議会では徹底的に審議をし、反対

すべきは反対の態度を貫きますが、たとえ議会

の議決が、自分たちの意に沿わない結果となっ

ても、審議が尽くされた結果の議決は真摯に受

け止め、尊重します。

ところがあなたは、この間の議会論議の経過

も結果もまったく無視して、自説にこだわり続

けています。自分の提案に対して「イエスかノー

か」だけを議会に迫るのは尋常とは思えません。

あなたとはいくら議論をしてもまったく時間の

無駄なのでしょうか。議会は市長の提案を黙っ

て採決すれば良い、とでも考えているのでしょ

うか。あなたも長年、国会で議会人として活動

してきた一人でしょう。

市長はこの間の、議会における議論の積み重

ね、議論の到達点をいったいどのように認識し

ているのか。まずうかがいます。

公約なので実現させたい（市長）

【市長】公約でございますので、何としても実

現させたいということにつきます。

市民の声を反映した議論を経て導き出した結

論を、市長は素直に尊重すべきだ

【山口議員】私ども日本共産党市議団は、昨年

11月議会では減税条例に対する修正案を、先の

2月議会では予算に対する組み替え動議を提出

しました。

減税を行うのなら庶民減税に徹すべきです。

個人市民税には所得制限を設けて市長の公約通

り金持ち減税はゼロにし、所得の低い均等割り

世帯の減税は300円から2900円へと手厚くする。

法人市民税は減税しない。こうして減税規模を

70億円圧縮し、市民サービスにしわ寄せさせま

せん。また、その実施は、景気動向や財政状況

を踏まえて一年ごとに見直すという提案です。

今回、一年で見直すことになったのは、市長の

減税では、市民サービスの低下が避けられない

ことが議会の審議で明白になったからです。

加えて、修正された予算でも、大企業と高額

所得者に手厚い減税、という構造的欠陥は何ら

解消されておらず、このまま減税を継続するこ

とは市民の利益に反します。

議会が、金持ち減税のツケを庶民にまわすな！

という市民の声を反映した議論を経て導き出し

た結論を、市長は素直に尊重すべきではありま

せんか。答弁を求めます。
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議案質疑（4月19日）

議会における議論の積み重ね、議論の到達点の結

果を尊重しないのか。どのように認識しているの

か 山口きよあき議員

名古屋市市民税に係る
減税条例の一部改正について



共産主義と私の思いとは違う（市長）

【市長】やっぱり共産主義とちょっと違うので

はないかと思わざるを得ない。税金で全部やる

という議論でなく、減税して民間の力で可処分

所得を増やして公共サービスも、出来る限り補

助金から寄付金に転換して、民間の力でやって

いくべきだという考え方ですので、どこまで行っ

ても話が合わんと思います。

金持ちはゼロの方向で抜本的に見直すべき

【山口議員】あなたの減税の目的は、庶民の生

活支援ではなく、形を変えた大企業支援である

こともはっきりしました。一律10％の減税にこ

だわった結果、大企業では1社で年間2億、1億の

減税になるのに、赤字に苦しむ中小企業への減

税は年間わずか5千円です。こういう減税の方法

は経済成長にとってもプラスにはならないと私

は考えます。

リーマンショック以前の10年間で、日本は

「成長が止まった国」「国民が貧しくなった国」

という世界でも異常な事態に落ち込みました。

新自由主義、構造改革路線の経済政策で、大企

業は巨額の利益をあげましたが、それは少しも

国民・市民の暮らしにまわらず、過剰な内部留

保となって蓄積されました。市民のふところが

冷え込み、内需が伸びないから、企業の投資先

もいまや圧倒的に海外中心です。外需依存型の

経済がどれだけ脆いものだったかは、輸出依存

型産業のメッカである愛知・名古屋がいやとい

うほど経験しました。

わが党は、大企業の過剰な内部留保と利益を、

国民生活に還元することを主張しています。極

端な輸出依存型の経済から、家計・内需主導の

健全な経済成長の路線へと変える。大企業には、

社会的責任として、10年間で140兆円から230兆

円へと90兆円も増やした過剰な内部留保のほん

の一部をとりくずして、労働者と中小企業に還

元させることが、経済の成長戦略にも必須の課

題となっているのです。

今回、減税の目的に「将来の地域経済の発展

に資する」ことを加えるようですが、あなたの

減税は、大企業の過剰な内部留保の蓄積を、市

民税レベルでさらにすすめるものであり、地域

経済の発展に資するものにはなりません。

あなたがいまでも庶民の味方とおっしゃるの

なら、そして地域経済の発展に資するため、と

いうのなら、減税の中身は、庶民のふところを

直接温めるものに改めるべきではありませんか。

せめてあなたの公約通り、金持ちはゼロ、そ

して法人市民税の減税は除く、この方向で抜本

的に見直すべきではありませんか。

国のやり方に合わせた（市長）

【市長】平成19年より単一税率となっています

ので、減税のほうも１割と国のやり方に合わせ

た。

逆進性を弱める方向での減税でなければ、庶

民減税とは呼べない（再質問）

【山口議員】市長から共産主義について教えて

いただかなくて結構です。さっきの議論ではこ

の議場の人は皆共産主義になってしまいます。

そんな議論していない。

市長、あなたは結局、一年近くも議会であな

たも含めて議論してきたのに、まったく認識が

変わらない、進歩していないのですね。議論の

到達を踏まえた修正案を出すというのならとも

かく、自分の当初案にこだわりすぎです。

初心を貫くといえば立派に聞こえますが、自

分の案がいちばんだとうぬぼれちゃいけません。

「減税の財源は、必要な市民サービスを確保

しつつ、行財政改革で生み出した」と答えてい

ただきましたが、必要な市民サービスが削られ

たから、市民は怒り、議会は予算を修正したん

ですよ。事実と違うことを平気な顔で言っても

らっては困ります。名古屋市の信用にかかわる

問題です。

「減税が最大の市民サービス」と市長は言い

ます。この場合の市民には、非課税の低所得世

帯から高額所得者、そして大中小の企業・法人

もみんな含まれます。でもあなたは「庶民革命」
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と一方でおっしゃっています。

そこでうかがいますが、大企業には億単位、

高額所得者には一千万円をこすような減税を、

あなたは庶民減税と呼べますか。 庶民のため

の減税とは市長、いったいどんな減税だとお考

えですか。私は、累進課税の原則を強化する、

少なくとも低所得者ほど負担が重い逆進性を弱

める方向での減税でなければ、庶民減税とは呼

べないと思いますが、いかがですか。

たくさん減税される方は、たくさん所得税を

払っている

【市長】大きく企業減税される方はその分たく

さんの法人税を払っている、個人もたくさん減

税される方はその分たくさんの個人の所得税を

払っている。税率として掲げたものをまず下げ

る、これが一番の最初の市民サービスだ。

庶民にこそ手厚い減税でなければ、地域経済

の発展に資することにはならない

【山口議員】お金持ちと大企業の減税を庶民減

税と呼べるのかという質問には答えがなかった。

フラット化の問題意識を持っているならそこを

ただしていく減税を提案してほしい。

継続して実施するのが庶民減税の条件ですか。

それはちがうでしょ。いまの答弁にあった「厳

しい経済状況の中で頑張っている家計を」素直

に応援してこそ庶民減税ですよ。

先ほどの答弁でも法人税減税の効果を強調さ

れましたが、「設備投資の増加が期待される」

「減税が雇用の確保に充てられた場合には、一

定の効果がある」と言われたが、これはあなた

の主観的願望、片思いですよ。赤字中小企業の

減税は一社で年間５千円ですよ。雇用も設備投

資も増やせません。

大企業はどうでしょう。あなたは国会で何を

見てきたのですか。この十数年、大企業への法

人税は次々に減税されました。その減税分が、

雇用にまわりましたか？国内の設備投資が増え

ましたか？投資といえば海外へ、雇用は不安定

になる一方でした。

安定した雇用を増やす保証も担保も、あなた

の減税案には何一つないじゃありませんか。応

援する相手を間違えてはいけない。

景気回復のためにいま必要なのは、庶民の暮

らしを直接、応援することです。低所得層から

中堅所得層に手厚い減税になってこそ、消費が

拡大し内需が増えるのです。

大企業や高額所得者に減税しても、貯めこま

れ、海外へ投資されるだけ、市民にまわってこ

ないじゃありませんか？あなたの減税は景気回

復にも将来の地域経済の発展にもプラスになり

ません。

大企業や高額所得者ではなく、庶民にこそ手

厚い減税でなければ、地域経済の発展に資する

ことにはならない、とは市長、思いませんか。

共産主義の計画経済のほうがましだ（市長）

【市長】あなたの方法では絶対経済は発展しま

せん。共産主義をとられて計画経済やられたほ

うがさらにええと思います。減税というのは、

まずいちばん最初に政治がやらないかんことで

す。

庶民・庶民というなら、なんで公務員になる

と急に守るんですか。そんなことで経済が発展

するんですか。

旧い自民党政治の焼き直し、国民に痛みだけ

を押し付ける「構造改革」路線そのものだ

【山口議員】聞かれたことに答えなさい。市長

のやり方こそ経済の発展を阻害するとはっきり

言わせていただきます。

私はあなたに対し、はっきりと野党の立場か

ら質問していますが、あなたを市長に選んだ市

民の選択の重みは十分に意識しているつもりで

す。私たちは、あなたの減税への強いこだわり

と、市民の減税への期待感も踏まえたうえで、

あえて減税を行うのなら、文字通りの「庶民減

税」にしましょう、と提案してきたつもりです。

でも、あなたはまったく議会の意見、市民の

声に耳を傾けようとしていない。いまのままの

提案では「庶民減税」とはとても呼べません。
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この減税を続けても、庶民の暮らしも、名古屋

の経済もよくなりません。

恒久減税を否定したからけしからんと言いま

すが、税制は、あなたがいうほど恒久的ではあ

りません。よくも悪くも、変わっていくもので

す。

市民税、住民税の歴史を振りかえってみると、

1987年、住民税の最高税率は18％、それが翌88

年には16％、また翌年89年には15％と毎年変わ

りました。 最高税率が適用される、所得階層

では4900万円以上、翌年は1900万円、そのまた

翌年には500万円以上に大きく変わりました。

国の税制でも、1年で税率が変わる年が2年も

続いたのです。同じ年に所得税も2年連続して税

率が変わりました。これで日本への企業進出が

大きな影響を受けましたか？そんな話は聞いた

ことありません。

1年ずつ見直すのは、経済運営上もごくごく当

然のことではありませんか。なぜ恒久にこだわ

るのか、私にはまったく理解できません。

ナゴヤ弁だから一瞬、新鮮に聞こえますが、

あなたの減税は、形を変えた大企業支援、国民

が退場の審判を下した旧い自民党政治の焼き直

し、国民に痛みだけを押し付ける「構造改革」

路線そのものです。この路線はきっぱり清算し

なければならない。

まちがった減税の恒久化を認めるわけにはい

きません。続きの議論は、委員会の審議に委ね

ます。

モデル地域の取り組みをフォローし、成果と

問題点の検証に集中すべき

【山口議員】補正予算案に盛り込まれた地域委

員会モデル事業についてです。地域委員会制度

は、その活用と位置づけ次第では、住民自治の

新たな発展につながる可能性を秘めた制度です。

しかしそのためには、第一に、名古屋市が責

任をもつべき福祉の安易な受け皿としないこと。

第二に、単なる行政の下請け機関にしないこと。

第三に、既存の地域自治組織について十分な評

価と総括を行い、それぞれの課題と役割を整理

すること。第四に、委員選出をはじめ、住民合

意のルールづくりを、それこそ住民合意を大切

にして民主的に定めていくこと等が不可欠です。

現在、八つのモデル地域が動き出しています

が、公募委員の選出ひとつとっても、いくつも

問題点が噴き出しています。しかも肝心な地域

予算については、これから本格的な議論が始ま

る段階です。このモデル事業の検証をきちんと

行うことが議論の大前提です。

ところが補正予算は、検証も不十分なまま、

新たにモデル地域を増やすというものです。地

域委員会は行政区ではなく小学校区サイズの取

り組みなのですから、すべての行政区で一律に

モデルを行う必要はありません。

民主主義の新たな仕組みをつくるのに、市長

のトップダウンという強権的な手法で進められ

ては、市長の言う民主主義が泣きます。

市長、焦る必要はありません。モデル地域の

拡大ではなく、既に始まっているモデル地域の

取り組みをていねいにフォローし、その成果と

問題点を十分に検証することに、今年度は力を

集中すべきではありませんか。

２６４の数を考えた場合、勉強のためにも各

区１つおくのは当然（市長）

【市長】264小学校があり、何とかそこに広げて

いきたい、８つで止まるという議論はとてもあ

りません。あと８つ増やして各区１個にするこ

とは、264の数を考えた場合当然のこと、区役所

の職員も非常に喜んでおられる方も多いと聞い

ております。横割りの議論が出てきますので。

ですから区役所の職員も、全力を挙げて地域委

員の皆さんをフォローしていますけど、このト

レーニングというか勉強のためにも各区１つお

くのは、当然のことだ。
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【くれまつ議員】日本共産党名古屋市議団を代

表して、議員報酬を半減する条例について反対

討論を行います。

市長の押し付けでもなく、議会のお手盛り

でもなく、市民参加の第３者機関で

反対理由の第一は、市長による議員報酬半減

のおしつけは、憲法が定める二元代表制を否定

するからです。わが党は、庶民と比べて高額な

報酬は引き下げるべきと考えます。しかし、市

長が議会に押し付けるものではありません。わ

が党は、市長の押し付けでもなく議会のお手盛

りでもなく、市民参加の第３者機関を議会に設

置し、報酬引き下げを検討すべきと提案してい

ます。市民の意見を十分反映し議会が主体的に

とりくむという提案こそ、もっとも民主的であ

り、憲法の原則を踏まえたものです。

報酬額は、客観的なデータをもとに、

さまざまな角度から検討すべき

第二は、報酬額は、客観的なデータをもとに、

さまざまな角度から検討すべきであると考える

からです。市長の報酬半減案は、納得できる根

拠が示されませんでした。市長は市民と同じ給

料でよいと800万円を言われますが、何を持っ

て市民と同じというかは、データの取り方によっ

て大きな開きがあるものです。

先日の新聞の世論調査でも、報酬引き下げが

必要という方は９割を超えていましたが、その

額については、「半分でよい」が３割、「半分

は極端だ」「1000万、1200万、1400万」などと

市民の意見はいろいろです。報酬額をいくらに

するかは、市民感情もふまえながら、客観的に

検討すべきであり、根拠無く半減というのは乱

暴すぎます。

不正確な情報発信で市民に大きな誤解が

第三は、市長は自らの半減の提案を正当化す

るために、自分の都合のよい情報しか示さず、

時には誤った情報すら市民に発信しているから

です。外国事例について、フランスでは国会議

員と市会議員の兼職が認められているにも関わ

らず、市会議員の報酬額だけを提供するのは不

十分です。また、情報誌リビングでの市長イン

タビュー記事には、まちがった議員報酬額や市

会議員には支給されていない退職金があたかも

支給されているかのような記述があり、市民に

大きな誤解を与え続けています。このような情

報発信は「世論操作をしているのではないか」

といわれてもしかたがないのではないでしょう

か。

市長には、行政の最高責任者として、市民に

正確かつ分かりやすい情報提供をされるように、

強く要望します。

報酬引き下げの議会合意形成に全力をあげる

わが党は、費用弁償の廃止、政務調査費の全面

公開など、この間の議会改革のとりくみの成果

の上に、さらに議員報酬の引き下げについても、

議会の合意となるよう努力する決意です。

市長もいたずらに議会と市民の対立をあおるの

ではなく、議会の自主的なとりくみを冷静に見
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市民参加の第３者機関をつくり、報酬引き下げのた

めに全力つくす くれまつ順子議員

議員報酬半減条例

反対討論（4月21日）



守ることこそ、市民のための改革実現にもとめ

られている態度ではないかということを申しあ

げて、討論を終わります。

【江上議員】日本共産党名古屋市会議員団を代

表して、反対討論を行います。

福祉と減税が両立する提案をした日本共産党

２月議会では、１０％減税は、金持ち減税で、

福祉・市民サービスを削減することが明らかと

なりました。市長提案理由説明にもあるように

減税が、「本市に深刻な財源不足を招き、市民

生活や福祉に重大な影響を及ぼす懸念があ」る

ため、まず、1年という条件が付せられました。

日本共産党は、1年だけであっても本質は変わら

ず市民生活に影響を与えてはならない、と原案、

修正案ともに反対し、福祉と減税を両立する庶

民減税を提案しました。しかし、２月議会以降

今日まで何ら状況は変わっていない、と財政局

が認める中で、市長は、条例案を提出しました。

あらためて反対理由をあげます。

10％減税は金持ち減税。マニフェスト違反

第１に、市長のマニフェストにある「定率減

税（金持ちはゼロ）」に反していることです。

大企業では２億円、赤字の中小企業には5000円。

個人では、金持ちに2000万円に対し300円という

減税です。51万市民の支持に対する「お約束」

と言いながら、大企業・金持ち優遇策のために

約束を破るのです。

城西病院の廃止など市民サービスが削減に

第２に、市長は、「市民サービスは一切後退

していない」として、２月議会でも指摘された

福祉・市民サービス削減に全く反省がないこと

です。私たちは、行財政改革の名で、行われよ

うとした保育料値上げや自動車図書館廃止をや

めさせました。しかし、城西病院の廃止、環境

科学研究所の廃止・見直し、大気汚染常時監視

測定局の削減など190億円にも及ぶ福祉・市民サー

ビス削減を今後も継続するわけにはいきません。

財源確保に確信がないと財政局

第３に、次年度の実施だけ見ても、財政局は

「収支の見通しに確信がない」と認めるような

状況であることです。「恒久化」を認めること

はできません。

企業の呼びこみより市民の暮らし応援を

第４に、今回、条例の目的に含める「将来の

地域経済の発展に資するため」という文言は、

市長は、名古屋市外から人や企業を呼び込むこ

とが狙いといいます。しかし、今、大切なのは、

現に本市で生活する市民の暮らしを応援し、不

況に苦しむ市内の中小企業を支援することです。

そういう市政を実現してこそ、名古屋に人や企

業を呼び寄せることができます。

政治の流れを変えるために頑張ります

私たちは、市長に期待を寄せられた政治の流

れを変えてほしいという市民の願い通りの政治

を前にすすめることを申し上げて、討論を終わ

ります。
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市民税10％減税条例

「金持ち・大企業優遇の市民税減税」はキッパリ

やめ公約通りの庶民減税に見直せ

江上博之議員



◆５月臨時会は、5月20日から24日までの日程で行われ、河

村市長の10％減税に財源確保のために取り崩された財政

調整基金を確保するために職員のボーナスを平均7％カッ

トして24億円を確保する条例案審議・採決されました。

◆日本共産党のくれまつ順子議員だけが質疑を行い、職員

を犠牲にして金持ち減税をすることの不当性を明らかに

しました。

◆請願採択の討論が行われ、山口議員が「城西病院の廃止

は認められない」と討論を行いました。

◆恒例の議会人事が行われ、議席の決定、正副議長選挙、議員の所属委員会の選任などがおこなわれました。民・

自・公は、今回も一緒になって共産党を排除した議会人事を行い、議長・副議長・監査委員などを分けあいま

した。

◆常任委員会や特別委員会の委員長は、各会派の議席数に応じて配分され、日本共産党には常任委員会委員長１、

同副委員長１、特別委員会委員長１、同副委員長１となっています。議会選出の監査委員は、日本共産党以外

の会派で配分しており、反対しました。

◆臨時会に先立ち各会派内の役員人事が行われました。新会派気魄の名称が「市民会派気魄」に変更されました。
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●日本共産党名古屋市議団

わしの恵子（団長）

江上博之（幹事長）

山口清明（幹事）

田口一登（政審委員長）

さとう典生（会計責任者）

梅原紀美子

かとう典子

くれまつ順子

◇議会の会派構成 （2010年5月24日現在）

日本共産党名古屋市会議員団（共産） ８

民主党名古屋市会議員団（民主） ２７

自由民主党名古屋市議員団（自民） ２３

公明党名古屋市会議員団（公明） １４

社民党・ローカルパーティ（社民） １

市民会派 氣魄（市民） １

民主党クラブ（民ク） １

●他会派の主な役員

◆民主党 常任顧問・久野浩平 団長・諸隈修身 副団長・吉田伸五 おくむら文洋

佐橋典一 幹事長・うかい春美 副幹事長・斉藤まこと 政審会長・鎌倉安男 政審事

務局長・おかどめ繁広 財務委員長・服部将也 幹事・梅村邦子 山本久樹 橋本ひろ

き 日比健太郎

◆自民党 顧問兼幹事・渡辺義郎 顧問・斉藤実 団長・副団長・浅井日出雄 幹事長・

中川貴元 副幹事長・坂野公壽 政調会長・藤沢忠将 副政調会長・工藤彰三 財務委

員長・堀場章 幹事・桜井治幸 中田ちづこ 前田有一

◆公明党 団長・加藤武夫 副団長・ひざわ孝彦 幹事長・小林祥子 副幹事長・三輪

芳裕 中村満 政審会長・こんばのぶお 副政審会長・福田誠治 財務委員長・木下優

副財務委員長・長谷川由美子 広報委員長・小島七郎 副広報委員長・田辺雄一

議 案 名
各会派の態度

結果 備 考
共 民 自 公 社 市 ク

市長等及び職員の給与の特
例に関する条例改正

● 〇 〇 〇 ● ● 〇 可決

今年度の6月と12月の期末勤勉手当を、人勧とは関
係なく平均7％削減する。総額24億円は、市長の
「人件費10％削減」の公約に24億円不足していた
ため。

同意案（人事委員会委員の
選任）

● 〇 〇 〇 ○ ○ 〇 同意

諏訪一夫。1944年生。北区。1964年より市職員。
総務局長で定年退職。土地開発公社理事長から顧
問に。中京大学経済学部非常勤講師等。市民犠牲
の行革を推進

同意案（監査委員の選任） ●
＊
〇 ○ 〇 〇 - 〇 同意

議員選出の委員。共産党を排除した人選。
加藤一登（民主）三輪芳裕（公明）

＊民主党は自主投票（天下り人事だとの意見で一致せず）となり、市民会派氣魄は退席。
反対した民主党議員＝橋本、日比、山本、安井、高吉、小川、中島、近沢、吉田伸、田中、岡本の11人。
賛成者は15人。

〇＝賛成 ●＝反対 －＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ名古屋 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ



ボーナスカットの提案に人事委員会はどう思うのか

【くれまつ議員】今回の職員の期末勤勉手当つ

まり、ボーナスカットの提案理由について、提

案理由には、厳しい財政状況にあって、市民生

活への影響を緩和することによるとあります。

厳しい財政状況はどうやってつくられたのでしょ

うか。

今年度の予算は、景気の低迷による市民税の

減少に加えて、利益をためこんでいる大企業へ

の法人市民税の減税と高額所得者ほど手厚い市

民税減税が行われ、税収不足になりました。そ

して、将来の市民へ負担をおしつける市債をふ

やし、いざというときにためておくべき財政調

整基金をとりくずしてしまいました。

私は、結局のところ、大企業と高額所得者へ

の減税の犠牲になって、職員のボーナスカット

をして、職員のみなさんに負担をしいるのは問

題だと思います。

市民のためにがんばっている職員のみなさん

です。昨年も５月の臨時会で平均0.2か月、約

８万円のボーナスカットがされました。今回の

提案ではさらに平均12万円のボーナスカットで

す。これ以上職員に負担をしいるべきではない

と思います。

そこで、まず、人事委員会に伺います。

人事委員会は市職員に争議権がないかわりに

給与を適正なものにするために勧告するわけで

す。しかし、今回は勧告もなしに、大企業や高

額所得者への減税のために職員の給与を下げる

ことは、許されないと思いませんか。人事委員

会の役割を否定するようなことではないですか。

お答えください。

大変遺憾だが、やむを得ない（人事委員会）

【人事委員会】人事委員会は中立的専門的見地

から、職員の適正な勤務条件の確保をしていく

立場にあります。職員の給与については地方公

務員法の給与決定の原則に沿った対応が求めら

れている。職員の給与引き下げが続いている中

でのさらなる削減措置で、私どもとしても大変

遺憾に存ずる次第です。

ただ、財政状況の厳しい名古屋市において、

こうした措置が臨時的なものであること、さら

に、職員団体と十分協議がなされていると聞い

ており、やむを得ないものと判断しております。

期末勤勉手当の削減の景気への影響はどうか

【くれまつ議員】景気への影響について、市長

に伺います。職員のボーナスカットによる、民

間給与の削減影響が心配されます。昨年の給与

改定時には、民間保育園の給与カットも同じよ

うになされ、特に独身職員は、住居手当が2500

円になって生活を直撃したと聞きました。私は、

職員のボーナスカットが民間の給与に影響し、

景気をひえこませるのではないかと心配します。

そこで、市長に伺います。ボーナスカットが市
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議案質疑（5月20日）

職員給与を人事委員会も無視して７％もカットする

ことは、民間給与に連動して給与カットの連鎖を引

き起こし、市場を冷え込ませる くれまつ順子議員

市長等及び職員の給与の特例に関す
る条例の一部改正について

対象者 削減率

企業管理者（除 病院局長）
教育長・局長（9級）

９.０％

部長級(8級) ８.８％

固定資産評価員・課長級(7級) ８.５％

係員・係長級(2～6級) ７.０％

係員(1級) ５.０％

・一人当たり 12万2041円の削減



民生活にどう影響し、景気へどう影響するとお

考えなのか、お答えください。

考えていません（市長）

【市長】おととしから、大変な不景気の中で税

収も落ち込んでおりますし、民間の雇用、給与

の引き下げはものすごいものがありまして、民

間の場合はこういうことやらなくても、当然の

ことながらマーケットによって、企業努力によっ

て、給料が下がっていくんですけど、公務員の

場合はそうではないということで、ギリギリの

ご協力をたまわったということでございます。

こういうことをやらしていただくことで、ひい

ては行財政改革の一つですので、すぐとは申し

ませんが住民サービスのなんかにはなっていく

のではないかと、いうことで、そのようなご指

摘は考えていません。

大企業減税をやめればカットの必要はない（再質問）

【くれまつ議員】人事委員会は「やむを得ない」

ということですが、職員に関する官民の格差を

調査して職員の給与を維持していくという役割

があると思います。しっかりと意見をだすべき

と申しあげておきます。

市長から答弁いただきましたが、景気の影響

について答弁がいただいていません。

今、市民は、仕事を増やすこと、景気回復、

生活の安定を望んでいます。私が、お尋ねした

自動車修理店の社長さんは、“減税もいいが、

仕事がほしい。景気をよくしてほしい”こうおっ

しゃっていました。

職員の６割は市内在住というわけです。ボー

ナスカットによって可処分所得がへることにな

る。ボーナスカットが市内の民間の給与削減に

影響し、家計をひえこませ、市内の経済に悪影

響をもたらすと考えます。

提案ですが厳しい財源不足を生み出している

原因となっている、金持ち減税と法人市民税減

税をやめる、このうち大企業に優遇している法

人への市民税10％減税分は総額で26億円です。

この法人市民税の減税を中止して、職員のボー

ナスはこれまで通り維持したらどうでしょうか。

再度、市長に伺います。

高い給料やボーナスがどうして景気対策か（市長）

【市長】共産党さんが庶民の味方というのはよ

くわかるけど、なんで公務員になると急に守ら

れるんですか。商売やっている人からすれば、

公務員の給料は、下手すると民間の平均給料の

倍近い、そういう高どまったボーナス・給料を

そのままに保持するということが景気対策にな

るというのは、ちょっと考えられないんですね。

モラルハザードのほうが大きいですよ。やっぱ

り。いちばんええのは民間の給料が上がって公

務員の給料まで届くことです。なかなか簡単な

ことではありません。

景気を回復する、回復するって、呪文じゃな

いんだから、どうやってやるつもりなんですか。

一体、これ。東京の大一局集中の中で、名古屋

ができること、国の一定のやられる景気施策は

ちゃんとやっております。それに対して名古屋

の一つの金看板として税金の安いマチだという

ことで、直ちにはすぐぱっぱと動くわけではあ

りませんけど、全員がそろって市の職員が全員

東京にでも行って名古屋で商売やってちょうと、

そう言って、うってやることをやめさせといて、

景気回復させようと、そんな念仏では景気はよ

うなりませんよ。減税がすべてとは言いません、

財源として、起債もなしで、行財政改革だけで

減税やると、強い挑戦は大いに拍手してもらわ

ないと、経済から見た場合はね。これはちょっ

と理解に苦しむんですけど、それとも共産主義

と考え方が違うのか、ようわからんですけど。

金持ち減税をやめれば福祉実も給与も守れる（意見）

【くれまつ議員】金持ち減税をやめれば市民の

ための福祉の充実のための予算がつくれます。

職員の皆さんの給料を守って、民間の給与も上

げていかなければ。今家計が冷え込んでいるの

が問題です。景気対策をしっかりすすめて行く

ことを申し上げておきます。
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【江上議員】日本共産党名古屋市会議員団を代

表して、本条例案への反対討論を行います。

以下理由を申し上げます。

民間給与を下げ景気をさらに低迷させる
第1に、市職員のボーナス削減は、民間給与

を下げ、景気をますます低迷させるからです。

最近発表された3月期決算報告で、大企業、特

に、自動車産業は、減収増益だそうです。人件

費の削減、下請け中小企業の単価のますますの

切り下げによるものです。市民のくらしは、一

層冷え込んでいます。生活保護の受給件数も増

えています。市政で急ぐべきは景気対策のため

の施策です。民間大企業に社会的責任を求める

ことです。市内の中堅の銀行に勤めている友人

から、名古屋市職員の給与を上げてほしいとい

われました。それは、その銀行が市の給料表を

参考にしているからです。福祉施設の職員のみ

ならず、民間企業全体に市職員の賃金は影響し

ているのです。大企業に億単位の減税を行い、

一方、人事委員会勧告を総額で24億円も切り下

げるボーナス削減は認められません。

市収入不足の穴埋めのために
第2に、マニフェストに反する金持ち・大企

業優遇の10％減税をはじめとする市収入不足の

穴埋めのための削減だからです。新年度予算案

の収支不足は、減税財源161億円を含め486億円

です。そのために、福祉・市民サービス削減を

はじめ、臨時財政対策債を80億円増発します。

財政調整基金を30億円取り崩します。日本共産

党は、景気対策の減税というなら、所得制限を

設け、4人家族で年収800万円までとし、福祉と

減税の両立を提案しました。市長公約の金持ち

ゼロの具体策です。これによって、個人市民税

44億円と大企業優遇の法人市民税26億円の減税

をやめれば、財政調整基金は取り崩さず、赤字

市債である臨時財政対策債の発行も少なくする

ことができます。

マニフェスト違反
第3に、市長は、マニフェストで人件費削減

としているからといいます。しかし、市長に期

待した声は、暮らしを良くして欲しい、景気を

回復してほしいからです。ましてや、マニフェ

ストには、『おおむね500万円以下の職員は対

象にしない』とありますが、守られていません。

都合が悪いところは、マニフェスト違反です。

今、市政に求められるのは市民の暮らしを守

り、景気をよくすることです。その実現に全力

を尽くすことを求め討論とします。
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賞与カットは民間賃下げ、景気低迷の悪循環。民

間企業の賃上げに大企業の社会的責任求めよ

江上博之議員

繰り返される賃金カット

項目 影響額

2009年のマイナス勧告分 ６６億円

退職金の減 ３１億円

定員の見直し ２８億円

2010年度の手当見直し ３１億円

2010年のボーナスカット ２４億円

計 １８０億円

討論（5月20日）

市長等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正に反対



【山口議員】「城西病院の存続・充実を求める

請願」には1万5千を超える市民の署名が添えら

れており、請願の採択を求めて討諭します。

廃止を見直す時間はまだある
委員長報告では、議会が既に城西病院の廃止

条例を賛成多数で議決したので、審査打ち切り

だとしています。しかしこの条例では、廃止時

期は来年3月末であり、その後の見通しもいまだ

不透明です。廃止条例の見直しもふくめて検討

する時間は十分にあり、審査打ち切りには同意

できません。請願を採択すべき理由は以下の３

点です。

住民合意のない突然の廃止方針
第一は、廃止の方針が住民や病院利用者の合

意もなく突然に決められたからです。そもそも

市立病院改革プランでは、城西病院を高齢者に

やさしい病院として存続させるとしていました。

ところが、ごく限られた有識者会議の意見とそ

れに飛びついた市長の廃止発言で、いとも簡単

にこの計画をくつがえしました。私は改革プラ

ンには批判的立場ですが、真剣な論議を経て決

めた計画を住民に十分な説明もなく、存続から

廃止へいきなり百八十度変えるのはあまりに乱

暴です。

地域の信頼と安心を失う
第二に、城西病院の廃止は、地域住民の安心

して医療を受ける権利を脅かすからです。城西

病院は住民からはもちろん、開業医からも患者

の懐具合を気にせず紹介できる病院として頼り

にされています。城西病院の差額ベッドは許可

病床の12％、料金も3,150円～5,350円です。一

方、近隣の総合病院では差額ベッドが2割から

5割を占め、料金も6,300円～52,500円です。ひ

とけた違います。経営的には苦しい数字ですが、

患者の経済的負担が軽い病院なのです。これが

民間経営に変わったら、現在の料金水準の維持

はかなり困難です。経済的弱者でも安心して通

える病院こそ必要です。

市立病院こそまちづくりに貢献を
第三に、市立病院だからこそ、少子高齢化が

進む中村区のまちづくりに貢献できるからです。

高齢化がすすんでいる地域だからこそ、開業医

や保健所などとも連携し、老後も安心して地域

で暮らせる全市のモデルとなる地域医療をつく

る。少子化がすすむ地域だからこそ産婦人科や

小児科の充実で、子育て世代を呼び込む。この

ような施策の拠点となる病院を手放すことは、

とりかえしのつかない大きな損失ではないでしょ

うか。

住民から医療を遠ざける政治をかえよう
最後に、そもそも廃止理由とされる病院の赤

字は、長年続いた自公政権の医療費抑制策が最

大の原因です。ところが民主党政権も、事業仕

分けで国立病院や労災病院の切り捨てを打ち出

しました。住民から医療を遠ざける政治は国政

でも市政でも変えなければなりません。この請

願に署名された多くの市民と共に地域医療を守

り抜く決意を申しあげ、討論を終わります。
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１万５千を超える市民の願いを受け止め、城西病院

の住民合意なき「市立」廃止をやめよ

山口清明議員

城西病院の存続・充実を求める請願に賛成を

中村区内の病院 差額ベッド代比較

病院名 有料病床数/総病床数 差額ベッド代(円)

城西病院 38/305（12％） 3,150～5,250

Ａ 31/102（30％） 6,000～15,000

Ｂ 99/198（50％） 6,300～52,500

Ｃ 166/852（19％） 8,400～52,500
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５月臨時会では、正副議長選挙、常任委員会委員、特別委員会委員の選任、一部事務組合議会の議

員選任などが行われました。

19日の正副議長選挙の結果は次の通りです。

◆議長選挙 横井 利明(自民） ６７票

わしの恵子(共産） ８票

◆副議長選挙 渡辺 房一(民主） ６７票

江上 博之(共産) ８票

その他の委員については下記のとおりです。

議会運営委員会（（◎：委員長 ○：副委員長 △：理事））

名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区

△江上 博之 共 中川 日比健太郎 民 名東 前田 有一 自 瑞穂

山口 清明 共 港 山本 久樹 民 緑 渡辺 義郎 自 北

◎うかい春美 民 中村 桜井 治幸 自 千種 △小林 祥子 公 名東

梅村 邦子 民 千種 ○中川 貴元 自 東 中村 満 公 中村

斎藤まこと 民 千種 中田ちづこ 自 中 三輪 芳裕 公 天白

橋本ひろき 民 南 坂野 公壽 自 港 会派 共：日本共産党 民：民主党
自：自民党 公：公明党

種 別 議員名

議会運営委員会
△江上博之

山口清明

常
任
委
員
会

総務環境委員会
○くれまつ順子

田口一登

財政福祉委員会 江上博之

教育子ども委員会 かとう典子

土木交通委員会 さとう典生

経済水道委員会
◎梅原紀美子

山口清明

都市消防委員会 わしの恵子

種 別 議員名

特
別
委
員
会

大都市・行財政制度特別委員会 江上博之

運輸対策特別委員会 山口清明

環境生活問題対策特別委員会
◎田口一登

梅原紀美子

都市活力向上特別委員会
○わしの恵子

くれまつ順子

公社対策特別委員会 さとう典生

安心・安全なまちづくり対策特
別委員会

かとう典子

組
合
議
会

名古屋港管理組合議会
わしの恵子

山口清明

愛知県競馬組合議会 くれまつ順子

名古屋競輪組合議会 さとう典生

愛知県後期高齢者広域連合組合
議会

田口一登

◎：委員長 〇：副委員長

△：議運理事

その他の

市の機関

都市計画審議会 わしの恵子

町名・町界特別委員会 かとう典子 くれまつ順子
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常任委員会 ◎委員長 ○副委員長

総務環境委員会（13） 財政福祉委員会（13） 教育子ども委員会（12）

名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区

○くれまつ順子 共産 守山 江上 博之 共産 中川 かとう典子 共産 緑

田口 一登 共産 天白 梅村 麻美子 民主 東 おくむら文洋 民主 昭和

梅村 邦子 民主 千種 おかどめ繁広 民主 熱田 ◎鎌倉 安男 民主 守山

○岡本 やすひろ 民主 緑 ○中島 理恵 民主 中川 橋本 ひろき 民主 南

久野 浩平 民主 中川 吉田 伸五 民主 守山 山本 久樹 民主 緑

服部 将也 民主 北 吉田 隆一 民主 北 渡辺 房一 民主 瑞穂

山田 昌弘 民主 西 中川 貴元 自民 東 岡本 善博 自民 中川

東郷 哲也 自民 守山 ○坂野 公壽 自民 港 工藤 彰三 自民 熱田

丹羽 ひろし 自民 名東 横井 利明 自民 南 ○小出 昭司 自民 中村

藤沢 忠将 自民 南 渡辺 義郎 自民 北 加藤 武夫 公明 緑

◎ふじた和秀 自民 瑞穂 ◎小島 七郎 公明 昭和 ○長谷川由美子 公明 北

江口 文雄 公明 港 田辺 雄一 公明 千種 三輪 芳裕 公明 天白

木下 優 公明 中川 林 孝則 公明 瑞穂

土木交通委員会（12） 経済水道委員会（13） 都市消防委員会（12）

名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区

さとう典生 共産 昭和 ◎梅原 紀美子 共産 北 わしの恵子 共産 西

うえぞのふさえ 民主 西 山口 清明 共産 港 ○斎藤 まこと 民主 千種

小川 としゆき 民主 守山 うかい春美 民主 中村 ◎ちかざわ昌行 民主 名東

佐橋 典一 民主 南 加藤 一登 民主 港 諸隈 修身 民主 天白

○高吉 英樹 民主 中村 田中 里佳 民主 天白 安井 伸治 民主 港

岩本 たかひろ 自民 緑 ○日比 健太郎 民主 名東 桜井 治幸 自民 千種

岡地 邦夫 自民 北 浅井 日出雄 自民 中川 ○中里 高之 自民 緑

斉藤 実 自民 中村 伊神 邦彦 自民 千種 中田 ちづこ 自民 中

◎前田 有一 自民 瑞穂 ○成田 たかゆき 自民 天白 水平 かずえ 自民 昭和

こんばのぶお 公明 守山 堀場 章 自民 西 中村 満 公明 中村

○福田 誠治 公明 南 小林 祥子 公明 名東 ばば のりこ 公明 中川

杉山 ひとし 市民 緑 ひざわ孝彦 公明 西 のりたけ勅仁 民ク 中

とみた勝ぞう 社民 名東

会派 共産：日本共産党 民主：民主党 自民：自民党 公明：公明党
社民：社民党・ローカルパーティ 市民：市民会派氣魄 民ク：民主党クラブ



名古屋市政資料№167 (2010年5月臨時

- 20 -

特別委員会 ◎委員長 ○副委員長

大都市・行財政制度特別委員会（12） 運輸対策特別委員会（12） 環境生活問題対策特別委員会（13）

名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区

江上 博之 共産 中川 山口 清明 共産 港 ◎田口 一登 共産 天白

うえぞのふさえ 民主 西 梅村 麻美子 民主 東 梅原 紀美子 共産 北

うかい 春美 民主 中村 ◎岡本 やすひろ 民主 緑 梅村 邦子 民主 千種

田中 里佳 民主 天白 久野 浩平 民主 中川 加藤 一登 民主 港

○日比 健太郎 民主 名東 高吉 英樹 民主 中村 服部 将也 民主 北

◎伊神 邦彦 自民 千種 ○橋本 ひろき 民主 南 諸隈 修身 民主 天白

斉藤 実 自民 中村 浅井 日出雄 自民 中川 ○山田 昌弘 民主 西

中田 ちづこ 自民 中 ○東郷 哲也 自民 守山 岡本 善博 自民 中川

ふじた 和秀 自民 瑞穂 横井 利明 自民 南 桜井 治幸 自民 千種

江口 文雄 公明 港 小島 七郎 公明 昭和 坂野 公壽 自民 港

○中村 満 公明 中村 小林 祥子 公明 名東 ○水平 かずえ 自民 昭和

三輪 芳裕 公明 天白 杉山 ひとし 市民 緑 木下 優 公明 中川

福田 誠治 公明 南

都市活力向上特別委員会（13） 公社対策特別委員会（13） 安心・安全なまちづくり対策特別委員会（12）

名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区

○わしの 恵子 共産 西 さとう 典生 共産 昭和 かとう 典子 共産 緑

くれまつ 順子 共産 守山 おかどめ繁広 民主 熱田 鎌倉 安男 民主 守山

○小川 としゆき 民主 守山 斎藤 まこと 民主 千種 佐橋 典一 民主 南

おくむら文洋 民主 昭和 中島 理恵 民主 中川 ○安井 伸治 民主 港

ちかざわ昌行 民主 名東 ◎山本 久樹 民主 緑 吉田 隆一 民主 北

渡辺 房一 民主 瑞穂 吉田 伸五 民主 守山 中川 貴元 自民 東

◎岡地 邦夫 自民 北 ○岩本 たかひろ 自民 緑 成田 たかゆき 自民 天白

小出 昭司 自民 港 工藤 彰 自民 熱田 ○丹羽 ひろし 名東

中里 高之 自民 緑 前田 有一 自民 瑞穂 堀場 章 自民 西

藤沢 忠将 自民 南 渡辺 義郎 自民 北 長谷川 由美子 公明 北

加藤 武夫 公明 緑 ○田辺 雄一 公明 千種 ◎ばば のりこ 公明 中川

こんば のぶお 公明 守山 ひざわ 孝彦 公明 西 林 孝則 公明 瑞穂

のりたけ勅仁 民ク 中 とみた 勝ぞう 社民 名東

会派 共産：日本共産党 民主：民主党 自民：自民党 公明：公明党
社民：社民党・ローカルパーティ 市民：市民会派氣魄 民ク：民主党クラブ

組合議会（名古屋市議会選出分)

愛知県競馬組合議会議員（8） 名古屋競輪組合議会議員（8） 名古屋港管理組合議会議員（15） 愛知県後期高齢者医療広域連合謹会議員（9）

名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区 名前 会派 区

くれまつ順子 共 守山 さとう典生 共 昭和 わしの恵子 共 西 山口清明 共 港 田口一登 共 天白

うえぞのふさえ 民 西 梅村麻美子 民 東 梅村邦子 民 千種 久野浩平 民 中川 鎌倉安男 民 守山

おくむら文洋 民 昭和 諸隈修身 民 天白 田中里佳 民 天白 服部将也 民 北 ちかざわ昌行 民 名東

佐橋典一 民 南 吉田伸五 民 守山 山本 久樹 民 緑 桜井治幸 自 千種 吉田隆一 民 北

浅井日出雄 自 中川 藤沢 忠将 自 南 坂野 公壽 自 港 ふじた和秀 自 瑞穂 小出昭司 自 港

斉藤実 自 中村 渡辺義郎 自 北 堀場 章 自 西 前田 有一 自 瑞穂 東郷哲也 自 守山

小島七郎 公 昭和 木下優 公 中川 江口文雄 公 港 ばばのりこ 公 中川 中田ちづこ 自 中

こんばのぶお 公 守山 ひざわ孝彦 公 西 福田誠治 公 南 小林祥子 公 名東

会派 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ ク：民主党クラブ

長谷川由美子 公 北
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本会議場の議席をご案内します（2010年5月30日現在）

傍聴は本庁舎３階の受付で氏名・住所・年齢

を記入して傍聴券をもらい入場します。定員は

356席（障害者6席）です。

傍聴席
出入り口

３階入り口
受付

記者席

出入り口車椅子席出入口

傍
聴
席

傍
聴
席

特
別

傍
聴
席

ば
ば
の
り
こ

さ と う 典 生

山 口 清 明

く
れ
ま
つ
順子

江 上
博 之

田
口
一
登

か と う 典 子

わ し の 恵 子

梅 原 紀 美 子

ひ
ざ
わ
孝
彦

加
藤
武
夫

林

孝
則

三 輪
芳 裕

小
林
祥
子

田
辺
雄
一

福
田
誠
治

江
口
文
雄

小
島
七
郎

木
下

優

う
か
い
春
美

斎 藤
ま こ
と

橋 本
ひ ろ
き

長
谷
川
由
美
子

こ
ん
ば
の
ぶ
お

中 村 満

岡本やすひろ

おくむら文洋

ち
か
ざわ
昌
行

小川としゆき

おかどめ繁広
日 比 健 太 郎

梅村麻美子

うえぞのふさえ

久
野
浩
平

吉
田伸
五

渡
辺
房
一

鎌倉
安男

服部
将也

田中里佳

中島理恵
諸
隈
修
身

梅 村 邦 子

佐橋典一
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加藤一
登

山 本 久 樹

山田昌弘

杉 山 ひ と し

高吉
英樹

中
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和
秀

丹
羽
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横
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元
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壽

東
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岡
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邦
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堀
場

章
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井
治
幸

岡
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善
博

藤
沢
忠
将

伊
神
邦
彦

前
田 有
一

工
藤
彰
三

小
出
昭
司

中
里
高
之

と み た 勝 ぞ う

の り た け 勅 仁

議

長

事
務
局
長

速 記 者

演 壇

日
本

共
産
党

議
会
運
営
委
員

議
会
運
営
委
員

民
主
党

民
主
党

諸
派

日
本

共
産
党

(共
)

(共
)

副
議
長

議
長

当
局
説
明
員

当
局
説
明
員

当
局
説
明
員

自民党

自民党

公明
党

公明
党

当
局
説
明
員

議席を拡大

諸 派
安井
伸治



一、6月定例会は6月14日～29日の会期で行われました。

一、日本共産党市議団は雇用と景気が悪化している中、市民の

暮らしや営業を守るために論戦を展開し奮闘しました。個人

質問では、田口かずと議員、くれまつ順子議員、江上博之議

員が、中期戦略ビジョンにかかわる市政運営のありかたや公

営住宅の管理方針、国保料の引き下げや市立病院の存続・充

実、市民要求に直結したマニフェスト部分の実施や市民の願

いに沿った行財政改革の課題などについてただしました。そ

の中で、河村市長が「憲法9条2項は恐ろしい条文」と改憲発

言を議場で行ったことは、憲法遵守義務を無視した行為として重大です。一方、市長マニフェストに

ある中学卒業まで通院医療費を無料化は、「今年度着手を検討」との市長答弁を引き出しました。

一、市長提出の議案は、市長のおしつける議員報酬半減や金持ち減税をすすめる市民税減税を恒久化す

る条例案、職員の給与カット24億円を含む「地域委員会がつくった予算」の補正予算案、河村市長の

特異な政治観を盛り込んだ中期戦略ビジョンなど当初提出19案件と人事案件3件でした。このうち議

員報酬半減案は否決、市民税減税恒久化条例は継続審査に、一般会計補正予算案は附帯決議のもとで

可決、中期戦略ビジョンは自公民３党による修正可決となりました。日本共産党は議員報酬半減案や

減税恒久化、一般会計補正予算、中期戦略ビジョンなど10件に反対しました。

一、日本共産党の２件をはじめとする議員提出議案５件の条例案が提出され、本会議での提案説明・質

議が行われました。自公民３党の議案はいずれも修正可決、日本共産党提出の住宅リフォーム条例案

は、不況にあえぐ市内中小業者の仕事起こしとして提案しましたが、民主党・自民党・公明党3党は

「予算がかかりすぎる」「耐震改修助成を使いやすくすれば十分」等と言って否決。議員報酬を第３

者機関で決める条例はタウンミーティングも実施して検討し、「報酬は４割程度削減、約1000万円で

政令市最低に」との提案も行いましたが、民自公３党は「金額の提案と同時に、第三者機関設置を提

案するのは矛盾する」との理由で反対し否決しました。住民投票条例は引き続き継続となりました。

一、意見書は、各会派から12件が提案され、7案件を可決、日本共産党が提出した4件のうち2件（口蹄

疫の感染防止対策の充実強化に関する意見書・日本航空の路線廃止に関する意見書）が可決となりま

した。「普天間基地の無条件撤去を求める意見書案」には民主、自民が反対しました。

一、請願提出はなく、陳情５件が提出されました。

一、名古屋市議会基本条例に基づく議会改革を総合的かつ計画的に推進

するという口実で、議会改革推進協議会が設置され、6月22日、23日、

29日と会期中に3回開かれました。日本共産党は「第三者機関でのた

たき台として4割程度削減」を提案しましたたが、自公民３党は第三

者機関を設置せずに会派だけのすり合わせに終始、具体案をまとめる

こともできず先延ばしし、29日には、協議会であらかじめ合意した進

め方に従って会派の見解を述べた日本共産党に対し、「共産党のプロ

パガンダ」などと攻撃しながら、自らの見解も発言しない態度をとり、

会派間で合意した進め方を乱暴に踏みにじりました。
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６月定例会について

2010年6月議会日程

月日 曜 時間 会議 備 考

6/14 月 11:00 本会議
開会、提案説明
選挙予算の採決

6/17～
21

木
～月

10:00 本会議
個人質問
議員提出議案質疑

6/22～
28

火
～月

10:30 委員会
質疑
所管事務調査
意思決定

6/29 火 13:00 本会議 委員長報告、採決

議会改革推進協議会
座長 吉田伸五(民主)
副座長 中川貴元(自民)
委員 おくむら文洋(民主)

うかい春美(民主)
桜井治幸(自民)
藤沢忠将(自民)
江口文雄(公明)
ひざわ孝彦(公明)
小林祥子(公明)
わしの恵子(共産)
江上博之(共産)
山口清明(共産)

議長 横井利明
副議長 渡辺房一



名古屋市基本構想の基本理念を尊重するのか

【田口議員】中期戦略ビジョンの策定について

質問します。

第１は、名古屋市基本構想の基本理念と中期

戦略ビジョンとの関係についてです。

中期戦略ビジョンは、「名古屋市基本構想の

もと」に、「新たな総合計画」として策定され

ます。５月２６日に開かれた総務環境委員会で

当局は、基本構想が市政運営の「最高の指導理

念」であり、中期戦略ビジョンも、「基本構想

を指導理念とし、その実現をはかることを目的

として定めるもの」であることを認めました。

それでは基本構想の理念とは何か。基本構想

が定めている「まちづくりの基本理念」の冒頭

の部分を読み上げます。「わたしたちは、人間

としての真の幸せを願い、憲法の精神にもとづ

き、ひとりひとりの基本的人権がまもられ、健

康で文化的な生活のいとなめる個性豊かなまち、

名古屋の建設をめざす」。

本市のまちづくりの基本理念は、ここに凝縮

されています。そして、そのキーワードは、

「憲法の精神」であると考えます。そこで市長

にお尋ねします。基本構想を中期戦略ビジョン

の指導理念とするならば、市長は、基本構想が

掲げる「憲法の精神」にもとづくまちづくりを

進めていく立場にあると考えますが、それでよ

ろしいか、お答えください。

憲法の精神にもとづくまちづくりを進める(市長)

【市長】ほりゃ、大ありでございまして、むし

ろ憲法には主権在民の規定を持っております。

前文と思いますけど、ここに主権が国民に存す

ることを確定し・・・この憲法を発布する、と

いう規定があったとおもいます。

河村市長の改憲発言は「憲法の精神」に反する

【田口議員】市長が、「憲法の精神」にもとづ

くまちづくりを進めていく立場にあるとするな

らば、河村市長の次の発言は、この立場に反す

るのではないでしょうか。

昨年11月14日、私も参加しましたが、天白区役

所で開かれた「中期戦略ビジョン中間案」のタ

ウンミーティングで、市長は、「憲法九条は変

えた方がええ」と公言されました。市の公式行

事であるタウンミーティングでの発言ですから、

市長の立場での九条改憲発言です。市長の立場

で憲法九条の改定を公言するなどということは、

「憲法の精神」を踏みにじる行為ではありませ

んか。市長の答弁を求めます。

憲法は改正規定を持つ(市長)

【市長】憲法は改正規定を持っており、コーラ

ンではありません。ですから憲法を変えるべき

という議論をするということは、憲法の精神に

合致することであって、なんら問題もないし、

かねがね言っておりますけど、戦争を行わない

ようにするためには、やっぱり憲法9条にある、

とくに2項後段の交戦権否認規定ですね、国の

交戦権はこれを認めない、これ世界のどこにも

ありませんけど、こんな恐ろしい条文を持って、

実際は在日米軍が日本を守っているという矛盾

した、本音と建前を切り分ける姿勢ということ

こそ、平和に非常に危険であると思っておりま

す。
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個人質問（6月17日）

道理にかなった中期ビジョンこそ必要であり、憲

法の精神で市政運営を行え。公営住宅にエレベー

ター設置をすすめよ 田口かずと議員

中期戦略ビジョンについて



「地域委員会」の成果目標を掲げることは

時期尚早

【田口議員】第２は、中期戦略ビジョンの中で、

目玉の事業の一つとされている「地域委員会」

についてです。

5月26日の総務環境委員会では、地域委員会に

関する記述について議論が交わされ、本議会に

提案された議案では、一定の修正がほどこされ

ています。しかし、私が、「地域委員会の設置

箇所数を成果目標に掲げることはふさわしくな

い」と指摘した点については、変更されていま

せん。

私が、このような指摘をしたのは、地域のこ

とは地域で決める住民自治の仕組みを否定して

いるからではありません。先日開かれた総務環

境委員会とモデル実施されている８学区の地域

委員会との懇談会で、地域委員のみなさんから

住民参加・住民公開のもとに議論を重ねてきた

というお話を伺って、住民自治を発展させる萌

芽が生まれていると感じました。

しかし、現段階は、モデル実施について検証

を始めたばかりです。本格実施に向けては、地

域予算の使い道についての住民の合意形成、学

区連絡協議会との関係、地域委員を選ぶ選挙の

方法、区役所の支援体制など、検証しなければ

ならない課題が山積しています。

こうした段階で、２４年度４０学区、３０年

度２００学区という成果目標を中期戦略ビジョ

ンに掲げることは時期尚早ではないでしょうか。

市長の考えを伺います。

早く、全市に広げたい(市長)

【市長】市長選挙でマニフェストに掲げ、絶対

に実現せないかん。私は政治的責任を持ってお

ります。その1つが減税であり、その1つが地域

委員会の設定ということ。地域委員会の方と話

し合いをし、是非全区に早く広げてほしいとい

う意見は全員から承りました。それからほかの

区の方で、すでに準備しているが早くやってく

れないと困ると言って実際に申し出に来られた

方もある。早くやりたいという方も多くお見え

になられ、40、200学区というのは決して遅くな

い、早く全市に広げて住民自治、主権在民の精

神を、憲法の精神を早くいきわたらせないかん

と思っております。

モデル実施のこれまでの評価をどうみるのか

【田口議員】もう１点、モデル実施の評価にか

かわって、市長にお尋ねしたいことがあります。

それは、モデル学区での議論や提案された地域

予算の内容を見ますと、「地域委員会」に込め

た市長の意図とは逆の方向にすすんでいるので

はないのかということです。

市長の意図は、市の事業と予算の「縦割り」

を「横割り」に切り替え、市の予算を縮減する

ことにあったはずです。市長は、「縦型でやっ

てきた福祉や子育てなどを地域でやっていくこ

とで、無駄づかいのない福祉が充実される」

「公園の予算や文化、スポーツの予算など名古

屋市が行なっていたものを地域委員会にどんど

ん切り分けていく」という趣旨の発言をこの議

場でもされてきました。これは、「地域委員会」

を「構造改革」の受け皿にするという考えにほ

かなりません。ところが、提案されている地域

予算には、市が責任を持って行うべき仕事を地

域で肩代わりしようとするものは見られません。

それどころか、「乳がん・子宮がん検診受診率

向上事業」や「防災備蓄品の充実」などのよう

に、行政が進めてきた事業への上乗せを求める

事項も盛り込まれています。「地域委員会」が、

住民の要求と創意にもとづいて、地域の課題解

決に意欲的に取り組めば取り組むほど、市の予

算は増大せざるをえないでしょう。

市長は、「小さな政

府」づくりに貢献する

ものとして「地域委員

会」を考えておられる

ようですが、現実は逆

で、「地域委員会」が

「大きな政府」を要求

しつつあるのではない
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でしょうか。この点について、市長の所感をお

聞かせください。

「地域委員会」は、地域の自己決定や「共助

の福祉」を口実に、市が責任を持つべき仕事ま

で地域に押し付ける「構造改革」の受け皿であっ

てはなりません。モデル実施の検証にあたって

は、この観点を堅持されるよう強く求めておき

ます。

検証しながら自由度を高めていきたい(市長)

【市長】いろんな福祉もやっていこうじゃない

かということも期待しとったことも事実ですが、

目的を今回書いていただきましたので、それに

縛られたからまずかったという立場と、反対に

目的があったためにやりやすかったという2つの

立場があり、私とすればなんとか苦しみながら

いい方向に行けたのでなないかと思い、検証し

ながらより自由度を高めていきたいと思ってお

ります。

地域委員会の願いは地域の課題がやりたい

（再質問）

【田口議員】中期戦略ビジョンの策定について、

名古屋市基本構想の基本理念との関係で、市長

の九条改憲発言について伺いましたが、私は、

憲法9条は世界に誇れる宝だと思っています。た

だここでこの問題を議論する気はない。あなた

個人が、九条を変えたいという改憲志向を持っ

ていることを問題にしているのではありません。

行政の責任者である名古屋市長の立場としては、

憲法９９条の規定によって、憲法を尊重し擁護

する義務があります。このことをしっかり認識

しておられるならば、公の場での改憲発言はあ

りえません。市長には「憲法の精神」を堅持し

て市政運営にとりくまれるよう求めておきます。

「地域委員会」について市長に再質問します。

「地域委員会」の設置箇所を中期戦略ビジョン

の成果目標に掲げることについて、一番聞きた

かったことは、市長がこの間言ってきた「地域

委員会」に込めたねらい、意図ですね、「縦型

でやってきた福祉や子育てなどを地域でやって

いく」「名古屋市が行なっている仕事を地域委

員会にどんどん切り分けていく」というこうい

う考えでこれからもやっていくのか、それとも、

モデル実施の現実をみたら、こんな考えには立

たないのか、はっきり答えてください。

次に大きく広げていきたい（市長）

【市長】憲法について擁護義務はありますけど、

改正規定もあります。

地域委員会の議論の時も市は福祉をやめるの

かというような言い方をされた方も見えますけ

ど、それはまったく違っていて、市は市でちゃ

んとやるんです。だけど自助・共助・公助といっ

て、共助のところが看板の掛けただけで中々魂

が入らないというところで、その共助のところ

に魂を入れようというのが、減税から寄付への

誘導と地域委員会の設定ということでございま

すので、次に大きく広げていきたい。

市がやるべきことは市がきちんとやったうえ

での地域委員会だ（意見）

【田口議員】先日の地域委員との懇談会でも、

市がやるべきことは市がきちんとやってほしい、

そのうえで行政の手が届かない身近な課題解決

は一生懸命やりますという姿勢でした。やはり

市長がかつておっしゃていた「ユナイテッド・

スティツ・オブ・ナゴヤ」にしようとかいう考

えを持たずにやっていただくことが、民主主義

の“つくしんぼ”を踏みつぶさずにすむという

ことを申し上げて、質問を終わります。

公営住宅入居基準等の自治体への委任で入居

しやすくなるのか。増設が必要だ

【田口議員】公共賃貸住宅について３点質問し

ます。

１点目は、「地域主権改革」一括法案におい

て、公営住宅の入居基準および整備基準を地方

自治体の条例に委任するとされている問題につ
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公共賃貸住宅について



いてです。

「市営住宅に何回も申し

込んでいるけれども抽選に

当たらない。なんとかなら

ないか」という市民からの

相談が少なくありません。

本市の市営住宅の応募倍率

は、昨年度は２０倍、とくに単身者向けは３６

倍という高さです。

市営住宅の入居基準は、政令の改定にともなっ

て、昨年度から、それまでの所得月額20万円以

下から15万8千円以下へと引き下げられました。

基準を引き下げ、入居対象者を狭めても、依然

として市営住宅への入居は狭き門となっていま

す。

こうした現状のもとで、入居基準が地方自治

体に委任されたらどうなるか。応募倍率が高い

ことを理由に、収入基準がさらに引き下げられ、

門前払いがすすむ危険性があります。一方で、

収入基準を引き上げれば、ますます狭き門とな

ります。

「地域主権改革」の名で公営住宅の入居基準

を地方自治体に委任しても、「公営住宅に入り

たくても入れない」という現状は何ら解決しな

い。むしろ、「入りたくても入れない」現状が

さらにひどくなる懸念を、私は抱いていますが、

住宅都市局長はどのように認識しておられるの

か、お答えください。

国の住宅政策は持ち家の推進が基本であり、

公営住宅については「建てない、入れない、追

い出す」政策をとっています。この国の政策の

もとで本市でも、１９９９年度以降、市営住宅

の新規の建設はストップしています。むしろ、

建て替えによって市営住宅の戸数は減少傾向に

あります。公営住宅の大量建設に背を向けなが

ら、「地域主権改革」の名のもとに、公営住宅

の入居基準等を自治体任せにするというやり方

は、国に課せられた居住権保障の責任を放棄す

るものだといわなければなりません。

住宅都市局長、国にたいして、自治体への積

極的な支援を行うなど国の責任で公営住宅の大

量建設と整備を行うよう強く求めていだだきた

い。同時に、本市としても、市営住宅の新規建

設を再開して管理戸数を増やすべきです。答弁

を求めます。

法案が廃案になったので見守る。建て替えを

すすめる(局長)

【住宅都市局長】「地域主権改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律案」は、第

174回国会の閉会で継続審議となっており、現時

点で政令等の具体的な基準は示されていない。

今後、国の考え方を把握しつつ、適切に対応し

たい。

現在、国の住宅施策も、「きちんと手入れし

て、長く大切に使う」ストック重視の施策に転

換している。市内の市営住宅及び県営住宅の戸

数は８万戸を超えており、限られた財源の中で

は、これらの住宅ストックを長寿命化や建て替

えなどにより有効に活用していくことが重要と

考えている。国に対しても、それに必要な交付

金等を確保するよう、引き続き要望してまいり

たい。

都市再生機構の賃貸住宅事業にたいする「事

業仕分け」をうけいれるのか

【田口議員】２点目は、都市再生機構（ＵＲ）

の賃貸住宅事業、いわゆる公団住宅にたいする

「事業仕分け」の評価結果についてです。

本年４月に行なわれた「事業仕分け第２弾」

の中で、ＵＲ賃貸住宅については、「高齢者・

低所得者向け住宅の供給は自治体または国に移

行、市場家賃部門は民間に移行する方向で整理」

との評価結果が示されました。高齢者や低所得

者は自治体や国に移すといいますが、ＵＲ賃貸

住宅には子育て世帯や中堅勤労者世帯も住んで

います。バラバラにして移すことなんかできま

せん。ＵＲ賃貸住宅の家賃は、市場家賃が設定

されていますので、「市場家賃部門は民間に移

行する」とは、すべてのＵＲ賃貸住宅を民営化

することにほかなりません。

そもそも、ＵＲ賃貸住宅は、住宅セーフティ
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ネット法にもとづく国の基本方針で、「公営住

宅を補完する公的賃貸住宅」として位置づけら

れています。私が住んでいます相生山団地も、

一昨年に自治会が行なった居住者アンケートで

は、公営住宅の入居基準以下という収入の世帯

が約７割にのぼっています。公営住宅に入れる

低所得者が、ＵＲ賃貸住宅に多く住んでいるの

です。

ＵＲ賃貸住宅の民営化の実行に道を開く「事

業仕分け」結果は、ＵＲ賃貸住宅の役割も、居

住者の実態も無視した、乱暴極まりないもので

す。全国の公団住宅自治会でつくる全国公団自

治協が、「強く抗議し、その内容に断固反対」

する抗議声明を出しましたが、当然であります。

そこで、住宅都市局長にお尋ねします。本市

の住宅政策において、ＵＲ賃貸住宅をどのよう

に位置づけていますか。「事業仕分け」では、

「高齢者・低所得者向け住宅の供給は自治体ま

たは国に移行」するとされていますが、本市は、

ＵＲ賃貸住宅の管理を引き受けるつもりがある

のか、お答えください。

これまでの役割を、今後も継続して果たして

いただきたい（局長）

【局長】独立行政法大都市再生機構の賃貸住宅

は、中堅所得者向けの公共賃貸住宅として市内

で現在3万戸余りが管理され、市内の公共賃貸住

宅の約4分の1を占める。都市再生機構の賃貸住

宅にはこれまでの役割を今後も継続して果たし

ていただきたいと考えている。

都市再生機構の賃貸住宅のあり方に事業仕分

けが行われたが、これを受けた具体的な方策等

については、現段階では、国や都市再生機構か

ら示されていない。

現在、都市再生機構のあり方検討会が設置さ

れ、検討が進められている。国や都市再生機構

の動向を注視してまいりたい。

公社賃貸住宅へのエレベーター設置を

【田口議員】３点目は、住宅供給公社の一般賃

貸住宅へのエレベーター設置についてです。

公社の一般賃貸住宅には、エレベーターが設

置されていない住宅が、５階建てで５棟、４階

建てで２棟あります。私はこの数年間、公社対

策特別委員会や都市消防委員会で、公社住宅へ

のエレベーターの設置を求めて質問を続けてき

ました。

市当局および公社は、公社住宅の居住者も高

齢化が進んでいることなどから、エレベーター

設置の必要性は認めています。公社は「賃貸住

宅ストック活用検討会」を設置し、各団地につ

いて建て替えやリフォーム、エレベーター設置

などを具体的に検討し、今年度中に結論を出す

と聞いています。

そこでお尋ねします。エレベーターが設置さ

れていない公社賃貸住宅について、ただちに建

て替えを実施する予定の住宅はありますか。建

て替えないならエレベーターを設置すべきです

が、エレベーター設置の計画はどのようになり

ますか。エレベーターを設置する場合の費用は、

全額を居住者の家賃負担とするのではなく、今

年度までの５年間で１０億円を目標に積み立て

ている資金を活用するなど、公社が一定の負担

をすべきだと考えますが、その方向で公社を指

導する考えはありますか。

住宅都市局長の答弁を求めます。

必要性は認識しているが、入居者に費用負担

をお願いせざるを得ない（局長）

【局長】名古屋市住宅供給公社の賃貸住宅は、

公社において「ストック活用計画」の策定を進

めているが、今年度は長期の活用を視野に入れ

ながら、総合的に検討し、活用方法を決めてい

く最終年度になると聞いている。

住宅の長期的な活用を図るためには、適切な

維持管理が必要である。現在、建替えや大規模

修繕のための資金を積み立てているが、これは、

老朽化した住宅や設備の適切な維持管理、特に

生命の危機に関わる緊急性の高いものに、優先

的に充てていくものと聞いている。エレベーター

設置は、公社としても、入居者の高齢化が進む

中で必要性を認識しているが、利便性の向上を
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図るものであるため、入居者に費用負担をお願

いせざるを得ない。

公社の自主・自立的な経営の中で、賃貸住宅

ストックの長期的な活用を図る上でストック活

用計画が最大の効果があげられるよう、指導し

たい。

エレベーター設置は公社の「自主・自立的な

経営」努力にかかっている（再質問）

【田口議員】次に、公社賃貸住宅へのエレベー

ター設置について住宅都市局長に再質問します。

はっきりさせていただきたいのは、公社賃貸住

宅の「ストック活用計画」の中で、エレベーター

の設置についても検討されている、という理解

で間違いありませんね。

問題は、設置する場合の費用負担です。全額

を居住者負担にしますと、これは天白区にある

公社賃貸住宅「高坂センター」の場合ですが、

数年前の試算では、家賃負担は一戸あたり月額

6200円にもなると聞きました。こんな急激な家

賃値上げは、居住者の人たちには耐えられない

でしょう。

一方で、公社が５年計画で積み立てている資

金は、昨年度末までに６億５千万円余りになっ

ていると聞いています。この基金は「緊急性の

高いものに、優先的に充てていく」と答弁され

ましたが、エレベーター設置も、高齢化が進む

居住者にとって緊急の課題なのです。もちろん、

居住者も一定の負担はやむをえませんが、全額

居住者負担とするのは、市と公社の責任放棄だ

といわなければなりません。

そこでお尋ねしますが、エレベーター設置費

用の一部を公社が負担するかどうかは、公社の

「自主・自立的な経営」努力にかかっていると

いう理解でいいですね。

以上、２点について端的にお答えください。

エレベーター設置は総合的に判断されるべき

もの(局長)

【局長】公社では「ストック活用計画」の中で

エレベーター設置の検討もしているが、その実

施においては、公社の厳しい経営状況の中で、

優先順位をつけて、総合的に判断されるべきも

のと考えている。
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西部医療センター構想の破たんをどう総括し

ているのか

【くれまつ議員】第１に、名古屋市立病院改革

プランと医療体制の充実についてです。

市は、2003年に市立病院再編計画をつくり、

5つの市立病院それぞれ特色をもたせながら、

中央病院とサテライト病院という２つで一つの

医療センターとするグループと地域完結型の総

合病院に再編し、市民の高度で多様なニーズに

こたえる病院づくりをめざすとしてきました。

城北病院と城西病院で西部医療センターにす

る、東市民病院と守山市民病院で東部医療セン

ターに、緑市民病院は地域完結型病院という構

想でした。病院改革プランもこの再編計画にそっ

て2009年につくられました。

ところが、昨年12月に、赤字を理由に、城西

病院の廃止・民間譲渡と緑市民病院の指定管理

者制度導入がしめされ、住民と職員の間に不安

が広がりました。この病院の廃止や指定管理者

制度導入によって、本市がすすめてきた市立病

院の再編計画と病院改革プランは、いったいど

うなるのか。城西病院を廃止すると西部医療セ

ンターは一つの病院だけになり、センター構想

で目指した医療体制はどうなるのか。緑市民病

院の地域完結型の病院という構想はそのまま指

定管理者にひきつがれるのか。今年は、病院改

革プランの最終年度です。病院改革プランの総

括が必要だと思います。そこで病院局長に伺い

ます。

西部医療センター構想でめざした城西病院の

役割・位置づけが、譲渡先にもひきつがれるの

かどうか。

グループ化という西部医療センター構想の運営形

態は変わる（局長）

【病院局長】城西病院の民間譲渡は、医療ニー

ズや高齢者が多いという周辺地域の状況に、よ

り的確に対応するもの。赤字解消のためだけに

行うものではない。

西部医療センター中央病院と城北病院をグルー

プ化する構想の運営形態は変わるが、民間譲渡

にあたり、「高齢者にやさしく、地域の方が利

用しやすい施設の整備・運営」「現在地におけ

る医療の継続」の理念のもと、さらに一歩進め

た「地域における医療・福祉の複合エリア」の

実現をめざし、譲渡先の公募を行っている。

城西病院を民間譲渡して患者負担は増えないのか

【くれまつ議員】民間譲渡後も、城西病院にお

いて住民から期待されていた経済的負担を低く

抑える必要があると思いますが、どうなるのか、

お答えください。

病床の半数は無料を確保されている（局長）

【病院局長】経済的負担は、国が定める診療報

酬で決められ、全国一律です。診療報酬で定め

名古屋市政資料№167 （2010年6月定例会）

- 29 -

個人質問（6月17日）

城西病院の民間譲渡をやめ、守山市民病院の拡充

を。医療を奪う資格証発行はやめよ

くれまつ順子議員

名古屋市立病院改革プランと
医療体制の充実について



られていない個室料（室料差額）等は、病院独

自に設定できる料金だが、個室料は、民間病院

では病床数の5割以下とされており、少なくとも

半数は無料の病床が確保されている。

緑市民病院は指定管理制度導入後も地域完結型

の総合病院か

【くれまつ議員】指定管理者制度の導入を決め

た緑市民病院は、病院改革プランでは地域完結

型の総合病院として位置付けてきました。

緑市民病院の指定管理者制度導入後も地域完結

型を貫いていくのでしょうか。お答えください。

地域密着型の総合的な病院の役割ができる指定

管理者を選定したい（局長）

【病院局長】緑市民病院は、地域の医療機関と

機能を分担、地域全体で連携して一定の診療機

能まで完結させるという地域完結型の医療の中

核となる地域密着型の総合的な病院を目指して

いる。地域密着型の総合的な病院の役割を継続

する考えは、指定管理者制度の導入に当たって

の最優先の理念の一つに掲げている。この理念

を実現できる適切な指定管理者の選定に努めた

い。

東部医療センター守山市民病院の役割について

ーーー院内助産所の設置を

【くれまつ議員】東市民病院と守山市民病院と

で東部医療センターです。サテライトになった

守山市民病院は、現状では、簡単な手術すらで

きない。お産ができない、休診日が増えるとい

う中で、東部医療センターのサテライト病院と

して位置付けた守山市民病院をしっかりと充実

していただきたいと思います。

私は、ここでは守山市民病院が住民からの期

待にこたえて役割をはたせるように、病院局長

に３つ提案をします。

まず、守山市民病院に院内助産所を設置する

ことです。守山区は人口が市内で3番目と増えて

おり、2008年は1810人の赤ちゃんが生まれ、市

内で出生率が第一位という状況です。お産は病

気ではありませんので

正常分娩であれば助産

師さんに赤ちゃんをと

りあげてもらえます。

私は彦根市民病院の院

内助産所を視察してき

ました。産科医が少な

くなる中で、院長先生

の決断と助産師さんの

熱意、病院内でお産が

継続できるようにという市民の運動が院内助産

所の開設に実を結びました。医師１名と非常勤

医師１名、助産師さん4名でお産に対応されてい

ました。

病院局長、守山市民病院での院内助産所につ

いて設置を検討されることを要望します。お答

えください。

医師確保に困難で、院内助産所の設置は極めて

難しい（局長）

【病院局長】院内助産所は、緊急時に産婦人科

医師の対応が常時可能な病院において、助産師

主体で正常・異常の判断をして出産を介助する。

守山市民病院は平成20年4月から産科入院を中止

している。全国的な産婦人科医師不足の中、産

婦人科医師の確保に困難を生じていることから、

院内助産所の設置は極めて難しい。

健診センターの具体化を

【くれまつ議員】２つ目の提案は、健診センター

についてです。今年度本市はワンコインでがん

検診ができるようになりました。乳がん検診の

マンモグラフイがある守山市民病院の特徴を生

かし、１ヶ所ですべてのがん検診が受けられる

健診センターの具体化を早急にすすめてくださ

い。

医師の確保や専用の施設の整備などから困難

（局長）

【病院局長】守山市民病院では、胃がん、乳が

んなど6種類のがん検診を実施し、人間ドック、

名古屋市政資料№167 （2010年6月定例会）

- 30 -



特定健康診査、特定保健指導などを実施してい

る。

しかし、医師をはじめとする医療スタッフが

十分でなく、全ての検診項目を毎日実施するに

は至っていない。がん検診の実施は非常に重要

と認識しているが、守山市民病院で市民の健康

診断を行う、いわゆる健診センターの開設は、

医師の確保や専用の施設の整備など困難な課題

がある。

敷地内へのバス停設置と東市民病院との間のシャ

トルバスの具体化を

【くれまつ議員】３つ目は、守山市民病院を利

用しやすくするための提案です。

住民からの要望で病院の北側の道路を巡回バ

スが通るようになり、住民のみなさんから大変

喜ばれています。足の不自由な高齢者の方にとっ

ては、もっと利用しやすくと、病院の玄関にバ

ス停を設置してほしいと要望があります。そこ

で、是非とも病院内の敷地を整備していただき

たい。そして、守山市民病院から東市民病院に

お見舞いや、外来診療のための病院間のシャト

ルバスの設置を具体化していただきたい。

院内バス停は課題が多い。シャトルバスは具体

策を検討していく（局長）

【病院局長】守山市民病院敷地内へのバス停留

所の設置は、バス停留所の設置スペースの確保

や市バスの重量に耐え得る舗装工事、歩行者の

安全確保のための通路の整備などの課題がある。

東市民病院と守山市民病院間を移動するための

手段は、その方法、経費などについて、引き続

き検討を行っていく。

城西病院の廃止は撤回を。緑市民病院は公立で

存続を。守山市民病院の健診センターや院内助

産所の検討を（意見）

【くれまつ議員】城西病院の民間譲渡で、個室

料金、いわゆる差額ベッド代を病院独自に設定

できる、結局料金はひきあげられます。これで

は、安心して医療を受けられない人がでてきま

す。局長の答弁では民間譲渡しても西部医療セ

ンターの一翼を担う病院として位置付けるよう

に聞こえましたが、それならば患者の経済的負

担についても市立病院と同じ水準を保つべきで

す。それができないのなら、城西病院の廃止は

撤回すべきです。

緑市民病院でも地元の医師会からも公立病院

として存続してほしいという強い意見が出され

ています。

東部医療センターの守山市民病院の医療の充

実について、提案しました。健診センターは改

革プランの中にある計画ではありませんか。具

体化を強く要望しておきます。若い人が増えて

いる地域です。お産ができる医療機関が不足し

ています。守山市民病院でもお産ができるよう

に、院内助産所の検討を強く要望しておきます。

資格証明書を発行する前の生活状況の把握は

【くれまつ議員】国民健康保険制度の充実につ

いて伺います。

不況が長引き、国民保険料が払えない滞納世

帯が増えています。1997年に保険料の滞納者に

対して、特別な事情が認められない場合に限り、

国民健康保険の資格証の発行が義務化されまし

た。名古屋市はできるだけ資格証を発行しない

ようにしてきたのですが、2006年度から資格証

発行世帯数が増え始め、2007年は1084世帯、200

8年は2048世帯、2009年は3644世帯にと増加の一

方です。資格証の場合、病院の窓口で十割払わ

なければなりません。病院には行けない、病気

をがまんする、命を守れない、そんな状況をも

たらします。国保料の収納のための推進員さん

が訪ねて行って｢保険証がないから病院にいくの

をがまんしていた。｣という方が何人もいらした

そうです。資格証発行によって手遅れにならな

いか、心配です。

資格証の発行は、医療を受ける権利を奪うも

ので、行うべきではありません。私は、資格証
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を発行しないように、子どもたちの資格証明書

発行をやめよと２００８年の１１月議会で質問

をしました。今年7月から高校生までには資格証

ではなく、保険証を発行することになりました。

こどもたちだけではなく、国保加入者はみな医

療がうけられるようにすべきです。

国保の資格証の問題で、日本共産党の小池晃

参議院議員が３月４日に予算委員会で、質問を

しました。東京の29歳の男性が資格証発行後に、

自ら命を絶ったという事例をとりあげ、「こん

なやり方はやめるべきだ」と厚生労働大臣に迫

りました。これに対し、大臣は「払えるのに払

わないということが本当に証明できた場合以外

は慎重に対処するようお願いしている」と答え

ました。名古屋市ではこの資格証が安易に発行

されてはいないでしょうか。そこで、健康福祉

局長に伺います。

2009年度に発行された3644世帯のすべて、大

臣答弁の通り、｢払えるのに払わないということ

が証明できた世帯｣でしょうか。滞納者の生活状

況をどのように把握されたのか、状況が把握で

きないままで、資格証を発行された方は何人い

るのでしょうか。お答えください。

約９割の世帯は、面接などで納付約束の履行状

況を確認（局長）

【健康福祉局長】国保料の滞納額が多額になり、

滞納対策として新規滞納時の電話催告をはじめ、

書面による督促や催告、さらには訪問による催

告などを幾重にも行っている。滞納が1年以上経

過した方には、納付が困難な事情を伺う文書を

送りながら、相談にあたっている。納付相談の

中で、保険料の減免制度を適用したり、特別な

事情がある場合は、資格証明書を交付しないと

いった対応をしている。

しかし、納付資力がありながら保険料の納付

が得られない方には、資格証明書を交付してい

る。資格証明書を交付している世帯のうち、約

9割の世帯は、面接などの方法により、納付約束

の履行状況を確認しているが、約1割469世帯は

連絡がなくどうしてもお会いしていただけない

世帯です。引き続き、それぞれの世帯の状況把

握に努めながら、制度の適切な運営を図ってい

きたい。

資格証明書の増加は、払えるのに払わない悪質

が増えたのか

【くれまつ議員】名古屋市では資格証の発行が

2006年度から急増していますが、資格証の発行

世帯が増えていることについての認識を健康福

祉局長に伺います。払えるのに払わない悪質な

滞納者が増えているのでしょうか。

資格証明書は滞納対策の有効な手段だ（局長）

【健康福祉局長】国民健康保険の健全な事業運

営の観点から、あるいは相互扶助に基づき成り

立っている国民健康保険制度の理念からも、資

格証明書を交付することは、重要な方策の一つ

です。

国保に対する国庫及び県の補助金の増額をもと

め、保険料の引き下げを

【くれまつ議員】保険料が払えない。保険料が

値上がりしている問題を解決しないと、医療か

ら切り離される人が増えていきます。国保加入

者では今、高齢者や中小の自営業者だけではな

く、無職、非正規の若い人などの加入が増える

など、低所得者が増えています。国保料の値上

げが続いてきた一番の原因は、国が国保への負

担を削り続けてきたことです。さらに名古屋市

が一般会計から国保への繰り出しを削ったこと

が、保険料の値上げにさらに拍車をかけました。

現在では、夫婦こども２人世帯、所得300万円で

保険料は36万3270円。所得の一割以上の保険料

は異常です。一人当たりの保険料も2005年度7万

円から2009年度には9万円に4年間で2万円も上が

りました。今年度は、低所得者への福祉施策と

して国保の均等割を3％引き下げましたが、さら

なる保険料の引き下げが必要です。

そこで市長に伺います。払える保険料にする

ため、年間一人当たり国保料を１万円引き下げ

ることを求めます。引き下げのために県と国か

名古屋市政資料№167 （2010年6月定例会）

- 32 -



ら補助金の増額を強くもとめるべきです。お答

えください。

やりたいけど困難だ(市長)

【市長】私も一時国保でしたので、どえりゃ保

険料高いし、職員になりましてからこれだけは

非常にええなあと思わさせていただいとります。

国と県になんとか補助金を増額してくれんかと

いうけど、相変わらず、財源不足だということ

で厳しい。さらに強く求めていきますが、繰入

に頼るしかないんで１万円引き下げということ

で、私もやりたいが、なかなか困難だという状

況のようでございます

国民健康保険料の値下げを。資格証発行の実態

調査を（再質問）

【くれまつ議員】市長さんから困難だとの答弁

がありました。安心して医療にかかれるよう払

える保険料にしてほしいというのが市民の願い

です。

わが党提案のように、法人市民税減税と年収800

万以上の方の市民税減税をやめれば、70億円の

財源がうまれます。国保１万円の引き下げは約

60億円で実現できるのです。金持ち減税やめれ

ば、国保料の１万円引き下げはすぐ実現できま

す。これも市民生活応援の施策です。

資格証発行の問題です。469世帯は状況がわか

らないままに発行されているという答弁でした。

問題です。厚生労働大臣は「払えるのに払わな

いということが証明されない限り発行しない」

ようにと言っているのです。469世帯の中に、役

所に相談に行けない事情があるかもしれません。

病気の方もいるかもしれない。ぜひ、役所から

市民のもとへ足を運ぶ、家庭訪問を含めた調査

をすべきではないでしょうか。

滞納者には様々な方法で催告を行っている（局長）

【局長】資格証明書の交付までに様々な方法で

催告を行っている。しかし、中には、幾度とな

く納付相談の機会を設けても連絡がなく、どう

してもお会いしていただけない方がいる。資格

証明書を交付したあとも、引き続き、書面や訪

問などによる催告を行い、納付相談の機会が確

保できるよう、努めている。

資格証の発行は収納率の向上にはつながらない。

滞納者には会うことが大事（意見）

【くれまつ議員】文書を送りつけ、あとは役所

で待っているのではなく469世帯の家庭訪問をき

ちんと行ってください。

さいたま市では、一度発行した資格証をゼロに

しました。

さいたま市の職員がこのように言っておられ

ます。保険証はどんな人にも渡さなくてはなら

ない。市の職員が昼も、夜も、日曜も訪問しま

した。さいたま市の担当者は説明します。「資

格証の発行は収納率の向上にはつながらない。

滞納者には会うことが大事です。支払い能力が

ある人にはきちんと措置をとる。払いたくても

払えない人には事情を聞いて分納などの相談に

乗る。会えば解決するので、結果として資格証

はゼロになっているのです」

資格証発行まえに家庭訪問、名古屋でもやれ

るはずです。人が足りないというのであれば、

緊急雇用事業なども活用しましょう。保険証の

取上げをなくす。医療をちゃんとうけられるよ

うにする。安心してかかれる市立病院の充実も

行う。こうしたことをやって、名古屋に住んで

いてよかったという医療の行き届いた名古屋に

していただくように、強く要望して、質問を終

わります。
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金持ちゼロのマニフェスト

に反した市民税10％減税

【江上議員】景気が低迷し、厳しい暮らしが続

いています。生活保護は、この４月も増え続け

市民４万人近くにまでなっています。まだまだ

派遣切りは続き、商店や中小企業は売り上げが

なくて、あるいは仕事がなくて困っています。

暮らしを守る施策こそ求められています。

河村市長が言われるように、「民意に忠実に

従うことは政治家にとって何よりも大切な使命」

です。そのためには、私たちは、大企業の溜め

込み金である内部留保を取り崩し、派遣を正規

に、下請け中小企業の仕事単価を引き上げる。

これが内需拡大、景気回復にどうしても必要だ

と考え、名古屋市政でも大企業にものをいう政

治の実現を目指してきました。不要不急の公共

事業の見直し、生活改善のための公共事業など

の仕事おこしを提案してきました。しかし、今

回の議案には、そのような施策が見えません。

市長は、議案提案説明で、「市民税10％減税」、

「地域委員会」、そして、「議会改革」は、

51万票の支持してくれた市民の命令だ、これに

反対するなら、「議会の解散請求」を市民に呼

びかけるとまで言っています。

日本共産党市議団は、市民税の10％減税につ

いて、マニフェストには、定率減税（金持ちゼ

ロ）とうたっているのに、１千万円単位の減税

を金持ちに行う一方、40万人市民にはゼロ。大

企業にも億単位の減税の一方赤字中小企業には

5千円の減税。そして、その財源を福祉・市民

サービス削減。大企業にモノを言わなければな

らないのに、逆に大企業優遇で、マニフェスト

だから反対しました。地域委員会は、「自分た

ちの地域のことは自分たちで決める」というう

たい文句とは異なり、地域の保育園待機児や不

登校児を地域で面倒見ることを掲げており、行

政の責任放棄であることから反対しました。

「議会改革」は、マニフェストでは、報酬につ

いて額について何も記述していません。私たち

は、市長が議員報酬を半減という押し付けに反

対しています。このように、民意というより、

市長の思いを進めようというものであり、その

仕事が民意に反するのであれば、反対し、改善

策を提案するのが議員の務めです。これが、憲

法の二元代表制によるチェックアンドバランス

の民主主義ではないでしょうか。

そこで、市長に質問します。金持ちにも減税

したのは、法律で、市民税が所得に関係なく一

律の税率だからと説明しています。しかし、こ

れが決まったのは４年も前であり、昨年の市長

選時にはわかっていたことです。私たちは、税

額控除方式など法に反しない方法で金持ちゼロ

を提案しました。金持ちゼロのマニフェストに

反した市民税10％減税は市民の期待に反するも

のではありませんか。市長の回答を求めます。

税は簡素に。単一税率にした（市長）

【市長】正直、悩んだ。地方税が単一税率に変

わった時に、民主党は反対したもんだから、若

干累進性を維持できないかと悩んだ。マニフェ

ストにも、したがって定率、定額、子育て減税、

勤労者減税、社会保障減税、それらのミックス

もあると、悩みを正直に書いた。

その後の議論で、税は簡素というのが税法の
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大きな議論であって、この際国に反逆するのは

やめようと。金持ちのみなさんには是非、寄付

で、ゼロの精神でやってもらえんかと思った次

第です。法人におかれましてはお客様還元セー

ルとか。

保育料値上げが、市民サービス低下でないのか

【江上議員】市長は、減税の財源は、すべて行

財政改革で確保したといわれました。今年度の

予算案では、486億円の収支不足です。うち

161億円が減税によるものです。その486億円を

185億円の「行財政改革」、臨時財政対策債を80

億円ふやし、児童福祉センター用地33億円の売

却などで穴埋めしようというのです。185億円の

行財政改革の名によるものに新明小学校跡地売

却も入っています。お金に色がついているわけ

ではありません。収支不足こそ問題なのです。

161億円の減税がなければ、臨時財政対策債の増

額80億円を行わなくてもよかったことは明らか

です。

さらに、減税財源について、行財政改革によ

るといわれますが、保育料の値上げや第3子の保

育料有料化などによる3億4千万円の増収が行財

政改革として提案されました。

市民生活を守るために税金の無駄をなくすのが

行財政改革であり、保育料値上げ提案が、どう

して、市民サービス低下を絶対に招いていない

といえるのでしょうか。市長に、回答を求めま

す。

子育て手当が来ます（市長）

【市長】国から多額の、と言ってはいかんです

けど、子育て手当が来ます。現金ばかりでなく、

現物も入れてくれと長妻大臣に頼みに行った。

市のやってきた現金給付は新たなチャレンジに

しようと、保育園もたくさん作り、子どもさん

へのワクチン等、新たな挑戦に振り向けさせて

いただいた。

財政危機の原因は公債費に対する地方交付税措

置に大きな問題がある

【江上議員】さて、減税は、徹底した「行財政

改革」のためだといわれます。今までは、「行

財政改革」は財政危機だからといわれました。

私は、この「行財政改革」の内容が福祉・市民

サービス削減で、市民生活を破壊してきた改悪

であると名古屋市の仕事を見てきて感じていま

す。そこで、今日は、市民生活を守る本来の行

財政改革の実現を求めて質問します。

「行財政改革」が声高に言われたのが1991年

のバブル崩壊以後です。景気対策のために、国

は公共事業を推進しました。名古屋市でも、

1992年（平成4年）から急激に地方単独事業が増

大します。これは、公共事業中で国の補助金が

つかないものです。瑞穂、南や熱田の区役所建

設、国際展示場の整備、能楽堂、音楽プラザの

整備をはじめどんどん進められました。国は、

市債で借金しても元利償還金の一部を地方交付

税で対応すると約束しました。国の補助事業以

上に市の持ち出しが少なくて済むという仕組み

です。さらに、名古屋市では、この間に、過大

なビル開発、ささしまライブ24事業、サイエン

スパークなど大型開発事業を進めました。市債

発行はさらに増えました。

ところが、国から地方交付税が予定通りこな

くなりました。市債の元利償還金である公債費

は増大していくのに、普通地方交付税は、2000

年を境に減り始めました。2004年からの「三位

一体改革」という名で、税源移譲以上に国の補

助金や地方交付税が削られました。本来来るは

ずの交付税がこないこ

とによって、市財政が

危機的な状況になって

いるのではないでしょ

うか。2006年からは、

名古屋市の普通交付税

はゼロです。そこで、

歳出を減らすために、

「行財政改革」の名で、
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敬老パス有料化をはじめとする福祉・市民サー

ビスを削ってきたということではありませんか。

財政危機の責任は、公共事業を進めた国と市の

責任であり、市民にはまったく責任がないこと

は明らかです。

そこで、財政局長にお聞きします。今見たよ

うに、財政危機の原因が、公債費に対する地方

交付税措置に大きな問題があると考えます。ま

た、今なお財源不足の要因ではないでしょうか。

お認めになりますか。

国に呼応し単独事業を進め、公債費は増加、償

還費も増加した（局長）

【財政局長】普通交付税の算定では、一定の地

方債の償還にかかる経費を算入するが、バブル

崩壊後数次にわたる国の経済対策に呼応して、

本市も市債を発行し単独事業を進めていったこ

となどで、公債費は増加し、それに伴い基準財

政需要額へ算入される償還費も増加した。

しかし本市への普通交付税の交付額は、国の

交付税総額の削減や、平成13年度から地方交付

税の肩代わりである臨時財政対策債が創設され

たことなどにより、平成12年度の460億円をピー

クに減少し続け、平成18年度からは不交付となっ

ている。

そのため、国に対し、地方の財政需要を適切

に積み上げるとともに、地方税などの収入を的

確に見込むことで、必要な地方交付税の総額を

確保することや、地方財源不足額の解消は、臨

時財政対策債の発行等による負担の先送りでは

なく、地方交付税の法定率の引上げによって対

応することなどを強く要請しており、今後も適

宜、適切な要請活動を行っていきたい。

４大プロジェクトはじめ不要不急事業の見直しを

【江上議員】「行財政改革」の名による福祉・

市民サービス削減は、責任のない市民に押し付

けるものであり、中止すべきものです。ところ

が、河村市長は、今度は、減税で「行財政改革」

を進めるというのです。そして、現に提案した

行財政改革には、城西病院の廃止、子ども会の

キャンプ場の廃止、私立保育園へのギョウチュ

ウ検査補助廃止まであります。福祉・市民サー

ビス削減です。これは、行財政改革ではありま

せん。

市民生活を守るための税金の無駄遣いをなく

す、本来の行財政改革を進めるためには、ムダ・

浪費の大型開発、不要不急の公共事業に、まず

メスを入れることです。そして、市民に情報を

きちんと伝え、市民参加、職員参加で行うこと

です。特に、名古屋城本丸御殿再建などの４大

プロジェクト、天守閣の木造化、名古屋港の１

８ｍ大水深バース建設、中部国際空港第２滑走

路建設を始め大型開発の見直しがどうしても必

要です。

さて、市長は、「４大プロジェクトについて

現在進められている４大事業は、いったん立ち

止まって、市民に約束する諸政策との関係を検

討した上で、優先順位、実施時期、規模・内容

などを決定する」とマニフェストで約束してい

ます。

そこで、質問します。市長は、一瞬立ち止まっ

たようですが、結局、事業をそのまま進めてい

ます。これは、今述べたマニフェストに反して

いるのではないでしょうか。明確な優先順位と

か、実施時期、規模・内容などの検討が市民参

加で行われたとは思われませんが、いかがお考

えでしょうか。

非常に悩んだ。天守閣再建は名古屋人の心のよ

りどころを取り戻すため（市長）

【市長】非常に悩んだけど、本丸御殿はそのま

ま推進することとした。そればかりではなく天

守閣を木造で江戸時代のままに再建していただ

きたい。これは名古屋人の心のよりどころを取

り戻すためです。本丸御殿のためには必ずプラ

スになります。世界で初めてこういったすばら

しい建造物ができるということで、あと1000年

2000年と名古屋に住む子供たちに引き継いでい

きたい。

東山動物園も昔のものを残して樹木を切らな

いようにしようと、昔のよすがも十分味わえる
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と、こういう動物園にかえさせていただきまし

た。お金も400億と言われていましたが、これを

350億程度で出来ないかということで、子どもの

委員も入れて、中で弁当を広げて食べれるよう

な、そんな動物園になるように変更させていた

だいた。

陽子線がん治療施設は推進することとし、そ

れにとどまらず、各研究機関、ほかの行政体も

入れて、みんなで陽子線がん施設を使っていこ

うという風にさせていただいた。税の負担ももっ

と掛かるけど、みんなでシェアしていこうとそ

ういう風にさせていただいた。

名古屋港のモノづくり拠点について、JRは大

いにありがたい。あとの教育施設で、まっとみ

んなが楽しめるところに金城埠頭がなるように

今必死になって検討進めとる。

生活改善型公共事業の推進としても保育園建設を

【江上議員】一方、市民生活の充実のために、

生活改善のための公共事業の拡大が必要です。

地元中小企業に仕事を増やすことです。保育園

建設、住宅建設や生活道路、公園などの整備維

持です。1992年から急激に公共事業が増大した

ことを指摘しましたが、一方、法人市民税は、

逆に減り続けています。地元経済活性化には、

大型の公共事業ではあまり役立たなかったとい

うことではないでしょうか。

そこで、保育園の待機児童が、4月1日現在で

598人もいます。待機児童解消は市民要求であり、

そして、その建設は、地元中小業者の仕事にも

なります。このような生活改善型公共事業の推

進としても保育園建設を求めます。市長の見解

を求めます。

潜在需要も入れた保育園の建設を検討している

（市長）

【市長】保育園建設は去年までは3つだったが、

今回はコンビニ、民営化も入れ5つ作らさせてい

ただいた。当初の待機児童500数名は全部入れる

だけのものをつくらせていただいたけど、つく

りますと、人数が増えてきますので、もっと潜

在需要も入れた保育園の建設をたくさんするよ

うにと検討にはいっとる。市内に本店を有する

事業者の方にやっていただこうと地域要件も設

けている。

ただちに中学校卒業までの通院費の無料化を

【江上議員】さて、市民生活を守るためにマニ

フェストに出ていて行われていないのが、子育

ての拡充として中学校卒業までの通院費の無料

化です。

そこで、マニフェスト通りの子育て支援策と

して通院医療費の中学生までの無料化を速やか

に行うよう市長に求めます。

ちょこっとでも今年度にも着手できないかと考

えている（市長）

【市長】まことに残念です。何とかしたいが当

面は子育て手当が来ますので、それで何とか辛

抱していただいて、なんとかちょこっとでも今

年度にも着手できないものかと考えている。

納税者憲章の制定を。市税事務所を改めよ

【江上議員】次に行財政改革の名で進められた

市税事務所について質問します。

市民税10％減税の財源での「行財政改革」の

一つに市税事務所の設置がありました。各区役

所から、3箇所3出張所に再編されました。区役

所改革もはっきりしないのに、なぜ、税務関係

だけ区役所からなくなるのか、定員削減を今年

度だけでも100名以上で、住民サービスに大きな

問題を残すと日本共産党市議団は、市税事務所

設置に反対してきました。その心配がもう出て

います。

４月以降、税金のことで区役所に電話すると

それは、市税事務所へといわれた。そこで、市

税事務所へかけると、区役所窓口で行っていま

すといわれた。たらいまわしがつづいていまし

た。
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また、この４月以降、滞納処分が今までの市

民との話し合いを無視して強行され、住所地か

ら遠く離れた市税事務所まで呼び出されて大変

だ、という苦情が相次いでいます。今まで、毎

月１万円づつ支払い、残りは、退職金でと区役

所と約束してきたのに、突然、４月、全額払え、

といってきた。市税事務所へ行っても払えの一

点張り。別の人は、固定資産税について、分割

納付してきたのに、これも全額払え、といって

きた。国税の滞納があるが、これは引き続き分

割納付で認められているのにです。市民税10％

減税という一方で、まじめに滞納分を納付して

いる市民へのこのような対応は認められません。

市民生活はますます苦しくなっており、仕事を

したくても職もない。このようなときこそ、懇

切丁寧な職員対応が求められます。ところが、

職員定員削減も、市民税10％減税の財源対策と

しての「行財政改革」として行われました。市

民に怒りを呼ぶような、あるいは、不安を与え

るような施策は行財政改革ではありません。納

税者権利憲章の制定をマニフェストに掲げてい

る市長として、このような市税事務所のあり方、

対応を改善すべきと考えますが、見解をお聞き

ます。

納税者憲章はちょっと遅れる。市税事務所で苦

情はない（市長）

【市長】納税者憲章は、地方税が「賦課」なの

でなかなか仕組みが難しいということで遅れて

います。市税事務所の集約で、窓口は拠点を拡

大しており、今のところ苦情はないということ

です。

苦情はたくさん来ている（意見）

【江上議員】市税事務所に苦情がない？私も財

政局に苦情に言った。私の言ったことは苦情で

はなかったという数え方でしょうか。苦情がた

くさん来ていることは間違いない。苦情の定義

が違うようだ。とにかく大変厳しい、ひどいと

いわれていることを指摘しておきます。

「金持ちゼロ」にならなかったことを謝罪せよ

（再質問）

【江上議員】市長はマニフェストの「金持ち」

ではいろいろ言い訳をされた。厳に守ってない

と言われた。市民に謝るべきだ。謝罪があるな

ら発言してください。

謝罪をするつもりはない。寄附を誘導する（市

長）

【市長】謝罪をするつもりはありません。金持

ちのみなさんに寄付をしていただくように誘導

してまいります。やはり、税は簡素であるとい

うことを優先させていただいた。

財政危機は市民の責任ではないことを説明せよ

（再々質問）

【江上議員】謝罪はしない。他人にはマニフェ

ストの書いてあることは命令だといわれるのに、

書いてあることを守らなかったらまず謝る、そ

のうえで悩むことは結構です。しかしまず謝る

ことが必要です。自らマニフェストに反するこ

とを行っています。市民の暮らしを守るためな

ら反していても賛成することはあり得ます。し

かし金持ち大企業優遇の10％減税は景気対策に

全く反しており、市民の期待にも全く反してい

ることを指摘しておきます。

マニフェストでまだ進められていない中学生

の通院医療費無料化について残念だと言われま

した。現物給付も考えられるといわれましたが、

現物給付として大きな意義がありますので是非

進めていただきたい。

局長は財政の厳しい原因が、国と市の責任、

公共事業であったと認められました。今なお財

源不足の要因だということは明確です。今まで

財政危機だからと行政改革の名で様々な福祉サー

ビスを削ってきた、敬老パス有料化、国保窓口

負担世帯主2割負担を3割にした改悪を進めてき

たが、財政危機だから仕方ないと思わされてき

た。しかし、財政危機は市民の責任ではないこ

とを市民に明らかにすることが市長として必要
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だ。説明する気はあるか。

財政健全化法がまちがっている（市長）

【市長】前のことはよくわかりませんが、財政

健全化法によって一定の公債比率を課して地方

が起債をすることを一方的にやめさせたことは

失敗だ。それによって、その金が全部銀行であ

まって国債に行ったんです。国の権限だけ強く

している。それが今の小泉さんときの30兆、今

の44兆。ほんとに地方は国に比べるとカネがな

く、苦労していることを体現している。その分

議員さんも大変だろうなと思っている。根本的

な方針が間違えた中で、福祉を削ったかどうか

知らんが、名古屋市政も大変だったなと思って

いる。

本丸御殿と生活再建とどっちが大事か

（再々再質問）

【江上議員】国の責任、それに煽られてやった

名古屋市の責任です。90年代、こんなに借金増

やしてどうするんだ、公共事業やってどうする

んだと市長を追及した。過去の話ではあるが、

市債は30年間返済する。市長も90年代の借金が

残っている。だからまず市民に事実を伝えるべ

きです。

だから、4大事業にメスを入れる、生活改善型

公共事業をもっとすすめるべきと申し上げた。

しかし、4大プロジェクト、本丸御殿再建は何の

条件も進めずに進めている。市民生活を守るた

めに、本丸御殿の再建と市民生活再建と、どち

らが今優先順位が高いと思いますか。

名古屋の住む誇りを一つ持つということもほと

んど同じくらい大事（市長）

【市長】比較できるものではない。毎日のお子

さんやら病気の人を励ますのは決定的な意義が

ありますけど。同時に、名古屋に住む者にとっ

て、名古屋の住む誇りを一つ持つということも

ほとんど同じくらい大事なことだ。しかし政治

の最も大事なことは、やっぱり弱い人にとにか

く力を与えるということだということは紛れも

ない事実です。

くらしを守り、景気対策、オール与党政治の改

善にがんばる（意見）

【江上議員】比較できないのに本丸御殿は進め

ている。市民生活再建策は出していない。景気

が悪い時に減税だというだけ。これでは大切に

しているようには聞こえない。だから生活改善

の公共事業はじめ、市民を大切にする、減税の

財源に福祉サービス削減などとんでもないといっ

てきた。臨時財政対策債も交付税の肩代わりと

いうが、交付税ゼロなので赤字の市債だ、続け

ていいのか。

マニフェストに期待した市民は、くらしを守

り、景気対策に期待し、オール与党の改善に期

待した。この期待を実現するために全力を挙げ

る。マニフェストにあっても中身は市民の期待

に反する施策を進める市長にきっぱり反対し、

改善に努める、これが議員の使命であることを

改めて表明し終わります。
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市長の予算編成権と公開事業審査の関係は

【さとう議員】まずは、総括的にお聞きします。

この条例で行おうとする事業審査は、これまで

本市で行われてきた、予算編成や議会の審議と

の関連について、どのように理解し又機能する

のかお尋ねします。

まず、議会の提案ということで気になるとこ

ろが、市長の予算編成権との関係でどうか、市

長がこうした議案を出すことならわかるが、危

惧がある。市長の予算編成権と公開事業審査と

の関係についてはいかがでしょうか。

行政主体で、市民公開でやることが中心

【鎌倉議員】議会だけでやるならこの条例はい

らない。今でも審査はできる。結果を市長の予

算に反映させるかで、市長の予算編成権への抵

触が問題になる。今回はあくまで行政が主体と

なってやること、市民に公開し、議員も市民も

入るということで、公開という意味でやれば市

長の予算編成権に抵触することなく、予算に反

映するメリットがある。議会が中心になるので

なく、予算編成権に抵触することなく事務事業

の審査を予算に反映させる条例となっている。

決算審査と公開審査との関係は

【さとう議員】次に、議会の予算や決算審査と

公開審査との関係についてはどのように考えれ

ばよいのでしょうか。

予算に反映できるようにする

【鎌倉議員】決算審査は、あくまで予算が正し

く執行されたかどうかをみきわめるもので、１

年おくれの決算を審査することで結果が予算に

反映されないので、予算に反映できるようにす

るという意味がある。

対象としてどのようなものが予想するか

【さとう議員】具体的に3条の関係でお聞きし

ます。名古屋市の事務事業は225万の都市とし

て多種多彩な分野に及んでいる。3条の第2項、

市長が「事業審査の対象を定める」としていま

すが、対象としてどのようなものが予想される

のでしょうか。

行政評価でＣＤ評価だったものなど

【鎌倉議員】対象をどう定めるかということで

は、行政から提案されたものを、議会も議会の

意見を尊重して道いた審査をするかを決めてい

ただく。中身は具体的に、条例が成立して行政

が決めることですが、たとえば事務事業評価、

19年度に実施したが、ＡＢＣＤの評価を内部と
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市長の予算編成権と公開事業審査との関係は問題ない

か、対象事業をどの範囲にするのか

さとう典生議員

名古屋市公開事業審査の実施に関する条例案（民主党提案）

議員提出議案に対する質疑（6月21日）

【提案説明】厳しい財政の中、抜本的行財政改革

が必要。事業審査の実施が大きな役割を果たす。

これまでやってきた事務事業の見直しことは行政

内部のことで公開されていない。行政評価の効果

もわからない。議会の役割を具顕化する。民主党

は減税そのものに反対ではないんで、これによっ

て、行財政改革が一層進み、減税財源の確保につ

ながる、事業の見直しによる市民サービス向上に

もつながる。公開の場で見直しが行われ、透明性

と有効性が確保され、行財政改革委が進み、市民

の関心が高まる



外部でやった、ＣＤ評価が手つかずになってい

るのでそういったものとか、外郭団体が委託し

ている事業とかを審査会で審査して判断してい

く。

市長と議会との実施の違いは

【さとう議員】第3条第2項には、議会が「選定

し、審査を求めたときは・・・」とあるが、市

長が自分でやるのと議会が求めるのとで、範囲

がどうかわるか、どのような違いを想定してい

るのか。

市長が審判員を選定し、議員や市民が入る

【鎌倉議員】市長のほうから審判人を選定して

いただく。議会側の意見も参考人として尊重し

ていただき、そこには議会も市民も入るという

考え方になる。

本来、議会で議論すべきことではないのか

【さとう議員】行政評価は議会側がきちんと議

論してやっていくべきだったと思うが、市長の

ところで外部評価でやったことが問題だった。

このＣＤをやるという点はどうかと思います。

施策をやめるかどうかは、市長の仕分けだと

4大プロジェクトが最初から入らないことになる

し、今回の事業仕訳では最初から入らないとい

う問題もある。

市政における施策の評価と変更は本来、議会

が決算審査を通じて行ったり、議会での（一般）

質問の中で市長に施策の変更を求めたりすれば

よいと考えますが、わざわざこのような事業審

査を行う意味があるのでしょうか。

市民の民意を反映させ、それを議会で追及

【鎌倉議員】当然議会で市長の施策を追及して

いけばいいが、それより、市民の民意を反映さ

せる、条例によって民意が反映させたものを材

料として議会で質問する材料になる。（市長の

ヤジ盛ん）

第3分科会で文章化したが、なくても資料要

求ができるから削除したはずだ

【梅原議員】名古屋市議会基本条例が制定され

ました。議会は市民の期待にこたえるための模

索をしているところです。こうした中でこのた

び議会審議活性化促進条例案が出されました。

この条例案は市長が予算を議会に提出するとき、

または決算の認定にあたって説明資料の作成を

要求するにあたっての範囲をさだめています。

この条例案の疑問点について1点だけ質問します。

第2条（1)から(7)までは議会基本条例制定研

究会の第3分科会において議論の中で案として文

章化されていました。しかしその後研究会にお

いて、この部分が細かすぎるという意見が出て、

この規定を入れなくても資料要求ができるとし
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議会基本条例の制定により実行できるものをなぜあ

えてこの条例を定めるか

梅原紀美子議員

議会審議活性化促進条例案に対する質疑（自民党提案）

【提案説明】（市長のどなり声が盛ん）議会基本

条例第8条1項に基づくもの。必要とする資料の具

体的内容の範囲を明らかにし、議会の求める資料

を提供していただくもの。不透明な予算編成過程

を明らかにするとともに、重要な政策決定の過程

を明らかにしていただくことで、議会審議の活性

化にもなる。



たことから削除したものであります。議会基本

条例の制定により実行できるものをなぜあえて

この条例を定めるのでしょうか。理由を伺いま

す。

市民に明らかにするにも条例がふさわしい

【フジタ議員】いわれるようにいったんは第3分

科会でまとまり、条例化を試みたが、全体の構

成上その部分だけが具体的になるので今回はや

めとこうということになった。そのときの議論

では議会の要綱で定めてはどうかと言う話になっ

た。政策決定していく上で、議会が7項目を示す

ことでこれに基づいた議会判断を市民に明らか

にするにも条例がふさわしいという結論になっ

た。

さらに十分な審議が必要

【梅原議員】説明いただきましたが、さらに十

分な審議が必要だと感じますので委員会の審議

にゆだねます。

市長から提案されるべきものではないか

【かとう議員】ただいま提案されました議員提

出議案第１９号「予算編成の透明性の確保と市

民意見への反映に関する条例」についてお伺い

いたします。

この条例は、予算編成において透明性を確保

するために、それぞれの節毎に、市民に公開し、

市民意見を求めると言うものです。

予算編成に当たっては、市民の税金の使い道

を決めるのですから、市民の要求をどれだけ取

り入れられるかは大切な課題です。市当局は予

算編成についての情報を公開して、多くの市民

意見を取り入れるべきです。予算編成の透明化

は私たちも必要なことだと考えています。

しかし、近年、配分型予算になってから、本

市の予算編成には市民への公開、市民意見を聞

く態度が弱くなっています。

本市の昨年度の場合、1月17日に行われたパブ

リックヒアリングの場で始めて新年度予算を、

市民に発表し、市民意見を聞きました。

そこでお尋ねします。今回提案された条例は、

これまでの本市のやり方とどこがどのように違

うのか、お答えください。

これについては、市長のマニフェストにも

「予算編成過程の関係資料などの施策決定プロ

セスに関する資料、施策の執行プロセスなどの

資料も公開する」とあります。

この条例のとおり、また、市長がマニフェス

トのとおり、予算編成の透明化は私たちも必要

なことだと考えています。なぜ市長はこの公約

を実現しないのでしょうか。市長から提案すべ

き条例だと考えます。

地方自治法には、二元代表制のもと、市長と

議会のそれぞれの役割を示し、市長の役割とし

て、「予算を調整」する事務を担任する、とあ

ります。市長の予算編成権についてのこの条例

を議会から提案することについては、どうなの
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予算編成の透明性の確保と市民意見への反映に関する条例案（公明党提案）

予算編成の透明化は必要なこと、マニフェストにあ

るように市長から提案すべき条例だ

かとう典子議員

提案説明：各局からの予算要求があった段階から

予算の編成過程における情報を公開し、透明性を

高め、市民意見の募集で市民の声を反映できるよ

うにするもの。透明性の確保のために、出来るだ

け速やかに、重要事項は出来るだけ詳細に、わか

りやすく公開するもの。これにより市民の意見が

より反映される。



か。本来、市長から提案されるべきものではな

いか。と考えますが、提案者としてどうお考え

かお答えください。

市民の声を予算に反映する制度的仕組みだ

【ひざわ議員】私どものその通り、共産党の意

見は重要だと考えます。予算に関する情報、予

算編成過程における情報は市長等の執行機関側

に全部集中している。市民にわかりづらい。

22年度予算も1月17日になって初めてパブリック

ヒアリングをおこなって、予算案が固まってか

ら市民に公開している。これではほとんど意味

がない。

そのために各局からの予算編成の段階で、査

定についても、市長査定だけでなく、財政局の

途中の査定も含めて公開していく、重要だと考

える。日程的にも幅広く市民に意見募集して予

算に反映するためにも、各局からの予算要求の

段階で公開する必要がある。

市民の声を予算に反映する制度的な仕組みも

考え、提案した。

また、これは市長の予算編成権を侵すもので

はない。（市長からのヤジ頻繁に）もともと、

予算編成過程の情報の公開、そして予算に対す

る市民意見の募集の手続きを定めた条例であっ

て、市長に予算を義務付けるものではない。抵

触はない。本来なら市長側が積極的に取り組む

内容だ。他都市ではやっている。職員の事務量

が増大することはあっても市長の予算編成に支

障を及ぼすことはない。市長のマニフェストに

も予算編成過程の公開も言っている。市長が積

極的に考えている。全く問題ない。（市長がヤ

ジとばし、議場で詰め寄る）

妨害する行為は慎んで（議長）

【議長】議論をしっかりしようとしている。妨

害する行為は慎んでもらいたい。（いつまでも

続く市長のどなり声）

予算編成過程の公開は重要だ

【かとう議員】市長。私は市長の予算編成権に

抵触するのではないかという質問をしています。

聞いていてください。これは大変重要な問題で

す。予算編成過程の公開は重要だが市長が提案

すべきことではないかといている。重い問題な

ので、後は、常任委員会において、先輩、同僚

議員の議論にゆだねて、質問を終わります。
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【わしの議員】ただいま議題となりました名古

屋市議会の議員報酬の額を市民参加・市民公開

で検討し定める条例について、提案者を代表し

て、提案の趣旨を説明します。

引き下げることを真剣に検討すべき

本条例は、市民の雇用不安や所得低下は一段

と深刻化し、厳しさを増すなかで、市民の暮ら

し・市民感情を十分尊重し、名古屋市議会の議

員報酬額を特例措置以下に引き下げることを真

剣に検討することを目的とするものです。

押しつけ、お手盛りでなく、市民参加・公開で検討

名古屋市議会基本条例では、「議員報酬につ

いては、地方自治法の趣旨を踏まえ、本市の財

政規模、事務の範囲、議員活動に専念できる制

度的保障、公選としての職務や責任等を考慮し、

別に条例で定める」としています。

議員報酬の額については、市長の押しつけで

も、議会のお手盛りでもなく、第３者機関を設

置して、市民参加・市民公開で検討することが

必須だと考えます。

市民の意見は様々です

私ども日本共産党市議団は、先の６月１１日、

議員報酬をテーマにした議会改革シンポジウム

を開き、市民、学者、議員が自由闊達に討論し

ましたが、参加者のみなさんからは「1500万円

は年金生活者からみると高い」「社会的責任に

ふさわしい生活保障と議員としての活動費は保

障すべき」「1000万円に。賞与を減らしたら」

等々と、さまざまな意見が寄せられました。

マスコミの世論調査でも、議員の報酬額につい

ては、市長提案の半額の800万円は約29％にす

ぎず、1000万円、1200万円、1400万円といろい

ろです。

だからこそ、議会が議会改革を「市民主役」

ですすめるために、議員報酬の額については、

市民参加・市民公開で検討し定める条例を制定

し、真剣に検討することを提案させていただき

ました。提案の趣旨をご理解いただき、ご審議

いただきますようお願い申し上げます。
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市民の暮らし・市民感情を十分尊重し、議員報酬

を特例措置以下に引き下げることを真剣に検討す

るための提案 わしの恵子議員

議員提出議案の提案説明（6月21日）

議員報酬の額を市民参加・市民公開で検討し定める条例（共産党提案）

日本共産党は住宅リフォーム条例案と報酬に関する第三者機関設置の２条例案を提出し、

本会議で提案説明、直ちに質議が行われました。

住宅リフォーム条例案は、不況にあえぐ市内中小業者の仕事起こしとして提案しました

が、民主党・自民党・公明党3党は「予算がかかりすぎる」「耐震改修助成を使いやすく

すれば十分」等と言って否決しました。

議員報酬を第３者機関で決める条例案は、タウンミーティングも実施して検討、「報酬

は４割程度削減、約1000万円で政令市最低に」との提案も行いましたが、民自公３党は

「金額の提案と同時に、第三者機関設置を提案するのは矛盾する」との理由で反対し否決

しました。



【山口議員】ただいま議題となりました名古屋

市住宅リフォーム助成条例について、提案の趣

旨をご説明申し上げます。

暮らしと中小業者の支援が求められている

いま本市には、長引く不況のもと、市民生活

と地元業者を支援する具体的な施策が、切実に

求められています。

経済の活性化と市民の居住環境の向上に

本条例の目的は、住宅リフォームの促進で中

小事業者の仕事を増やし、市内経済の活性化を

図るとともに、市民の居住環境の向上をめざす

ものです。

助成対象となるのは、市民が、市内事業者に

依頼して行う、自己所有の住宅等のリフォーム

です。店舗付き住宅やマンションの専用部分の

リフォームも対象です。

工事対象は、屋根のふき替えやふすまの張り

替え、畳の交換などから、バリアフリー、省エ

ネ、耐震、防犯を目的としたものまで、幅広く

想定しており、既存の介護保険や耐震改修の助

成制度より、ひとまわり広い対象とします。

中小業者が受けやすく関連業種も多い

住宅リフォームは、建築業をはじめ様々な業

種の比較的小規模の事業者が請け負いやすい仕

事です。助成制度を設けて、市民の住宅投資意

欲を促進することで、市の助成額をはるかに上

回る経済波及効果をもたらします。

市長の予算編成権にも十分配慮

なお条例案には、具体的な助成金額や助成比

率、予定件数など、予算に関する条項はあえて

書き込んでいません。実施時期も来年４月とし

ています。市長の予算編成権にも十分配慮して、

条例の施行に関する詳細な制度設計は、今後の

議論に委ねています。

この提案の趣旨と背景をぜひ御理解いただき、

ご審議いただきますよう、よろしくお願い申し

上げます。

レベルの低い参院選対策だ（桜井）

【桜井議員】4つの条例はいろいろ理由がある。

河村市長になって議会のパワーアップの目的が

あるが、リフォームは次元が低い。参院選対策

以外何物でもない。

質疑通告なしを認めるなら今後も同様に

【さとう議員】議員間討論は通告にもとづいた

質問だ。このやり方が認められるなら今後、ど

んどん質問したい。議運での通告にない質問だ。

少なくとも答弁させるべきだ。

市当局から施策が出てこない。やむにやま

れぬ形で、これ以上待てない

【山口議員】質問通告があればもっときちんと

答えれますが、提案の趣旨と背景を御理解して

いただきたい。長引く不況のもとで大変に事態

です。市内の建設業者だけで10年前、13万人い

た従事者が、今は10万人を切っている。ところ

がこの分野を応援する施策が市当局から出てこ

ない。そこで、予算編成権にも配慮してこうし

た仕組み、骨格を合意していただき、予算は当

局で提案してもらうという、やむにやまれぬ形

で、これ以上待てないということで提案した。
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名古屋市住宅リフォーム助成条例（共産党提案）

中小事業者の仕事を増やし、市内経済の活性化につ

ながる具体的な施策が切実に求められている

山口きよあき議員
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主な議案に対する会派別態度(7月7日）

１、当局当初提案 19件（条例案：9件、補正予算：7件、一般案件：3件）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 民 自 公 社 市 ク

名古屋市議会の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例改正

● ● ● ● ● ● ○
否
決

議員報酬を半減。数値の根拠はなし
議長 月額 1,225,000円 → 612,000円
副議長 月額 1,078,000円 → 539,000円
議員 月額 990,000円 → 495,000円
・施行期日 2010年10月1日より

職員の育児休業等に関する条例
改正

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
可
決

配偶者が育児休業をしている職員も育児休業又は部
分休業が取得可能。子の出生の日から産後休暇の期
間内に男性職員が最初の育児休業を取得した場合、
再度の育児休業が取得可能に

名古屋市市税条例の改正 ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
可
決

個人市民税の給与所得者及び公的年金等受給者には
引き続き扶養親族申告書の提出を求める。たばこ税
の税率を引上。1000本当たり1,564円→2,190円(旧
3級品）、3,298円→4,618円

平成22年度の名古屋市市民税に
係る減税条例の改正

● △ △ △ △ △ ▲
継
続
金もち減税の市民税減税を恒久減税に改めるため

名古屋市国民健康保険条例の一
部改正

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
修
正
可
決

国保料に非自発的失業者の特例をもうける。保険料
算定には税減税条例で算定した住民税額を用いる

〃 の修正案 ○ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 〇 減税恒久化条例の継続で、条項を元に戻すため

名古屋市立学絞の授業料等に関
する条例の改正

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
可
決
公立高等学校の授業料を不徴収にする。4月から

区役所支所の設直並びに名称及
び所管区域に関する条例改正

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
可
決
区画整理の換地処分で、緑区の徳重支所の所管区域
の地名変更。

名古屋市地区計画等の区域内に
おける建築物の制限に関する条
例改正

○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
可
決

広路本町地区整備準備計画区域（昭和区広路本町
2丁目・3丁目の一部）と青山台地区整備計画区域
（守山区青山台及び大字下志段味字生下りの一部）
の建築物の制限（広路本町：高さの最高限度。青山
台：用途の御限、容積率の最高限度、建ぺい率の最
高限度、敷地面積の最低限度、壁面位置の制限、高
さの最高限度及び緑化率の最低限度）

火災予防条例の改正 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
可
決
燃料電池による発電設備の種類に固体酸化物燃料電
池による発電設備を追加

2010年度名古屋市一般会計補正
予算（第2号）

● 〇 〇 〇 ● ● 〇
可
決
補正額 △2,480,708千円。職員の期末手当の削減
24億円、地域委員会8モデルの予算7500万円

〃 附帯決議 ● 〇 〇 〇 ● ● ●
可
決
地域委員会8モデルの予算の執行について、アンケー
トをとったり、検証するまで広げない、など

2010年度名古屋市国民健康保険
特別会計補正予算（第1号）

● 〇 〇 〇 ● ● 〇
可
決
補正額 △30,327千円。職員の期末手当削減

2010年度名古屋市介護保険特別
会計補正予算（第1号）

● 〇 〇 〇 ● ● 〇
可
決
補正額 △37,853千円。職員の期末手当削減

2010年度名古屋市農業共済事業
特別会計補正予算（第1号）

● 〇 〇 〇 ● ● 〇
可
決
補正額 △605千円。職員の期末手当削減

2010年度名古屋市市場及びと畜
場特別会計補正予算（第1号）

● 〇 〇 〇 ● ● 〇
可
決
補正額 △13,901千円。職員の期末手当削減

〇＝賛成 △＝継続 ●＝反対 ▲＝継続に反対 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 民 自 公 社 市 ク

2010年度名古屋市市街地再開発
事業特別会計補正予算（第1号）

● ○ ○ ○ ● ● ○
可
決
補正額 △610千円。職員の期末手当削減

2010年度名古屋市基金特別会計
補正予算（第1号）

● ○ ○ ○ ● ● ○
可
決
補正額 △2,480,708千円。削った期末手当を財政
調整基金へ繰り戻し

契的の締結（棒町線こ道橋（仮
称）新設工事１）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
可
決

ボックスカルバート(延長84.75ｍ、幅20.205ｍ、高
さ8.07ｍ）擁壁（幅30.969ｍ、高さ13.23ｍ）。8
6億4300万円でＪＲ東海㈱に。2016年12月31日完成
予定

契的の締結（棒町線こ道橋（仮
称）新設工事２）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
可
決

ボックスカルバート(延長68ｍ、幅20.25ｍ、高さ7.
46ｍ）。94億円で近鉄㈱に。2016年12月20日完成予
定

名古屋市中期戦略ビジョンの策
定

● ○ ○ ○ ○ ○ ○
修
正
可
決

基本構想のもと、市政の基本的な方向性を示す新た
な総合計画として策定する。前政権の大型事業を推
進し、特異な政治観をテンコ盛り

〃 修正案 ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

自公民の共同修正。大型プロジェクトには手をつけ
ず、地域委員会や冷暖房の要らないまちなど特異な
部分を削除修正、ホームレス支援まで削除。

２ 追加議案 3件（同意案件3件）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 民 自 公 社 市 ク

固定資産評価員の選任 ○
＊

○
○ ○ ● ● ●

同
意

水野隆昭、1950年生、土岐市、財政局主税課などを
歴任し2010年3月理事で定年退職(＊天下り判断でま
とまらず）

固定資産評価審査委員会委員の
選任（任期3年）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
同
意

・小川文子、1948年生、名東区、東海不動産鑑定事
務所代表。国交省地価公示鑑定評価員、再再任・箕
浦憲二、1947年生、天白区、箕浦不動産代表、県宅
地建物取引業会参与、再任・岩田久美子、1958年生、
守山区、岩田久美子税理士事務所、新・鷲野直久、
1959年生、中村区、鷲野公認会計士事務所、名古屋
税理士会名古屋税務研究所研究員、新

人権擁護委員の推薦（任期3年） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
同
意

・青木仁子、1939年生、中村区、弁護士。再(6期)・
竹光子、1949年生、中村区、日本メナード勤務、再
任・三輪金久、1940年生、熱田区、泰文堂社長、保
護司、再々任・水谷昌明、1955年生、港区、真宗大
谷派善行寺住職、新・永井照久、1936年生、守山区、
三河屋酒店、保護司、再(6期)・高柳良江、1948年
生、守山区、法律事務所勤務、再々任・佐久間美親、
1945年生、緑区、緑高校教諭等、保護司、新・伊藤
豊子、1943年生、緑区、民生児童委員、保護司、再々
任・吉田惠子、1952年生、緑区、民生児童委員、再・
織田久孝、1937年生、名東区、元熱田区長、再(3期)

３ 議員提出案件 6件（議員提出議案5件、議員派遣1件）

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 民 自 公 社 市 ク

名古屋市公開事業審査の実施に
関する条例（案）

● ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 修
正
可
決

名古屋市版事業仕分け。減税財源を確保するためが
目的に入っており、住民サービス切り捨ての口実に

〃 修正案 ● ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ 対象事業を市長まかせにせず、議会に図る

◎＝提出 〇＝賛成 ●＝反対 －＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 民 自 公 社 市 ク

議会審議活性化促進条例（案） ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 修
正
可
決

議会基本条例では細かすぎるとか、議長の判断でで
きるとして削除した資料請求範囲を明確にする

〃 修正案 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ 資料提供の時期等を明確にする

予算編成の透明性の確保と市
民意見の予算への反映に関す
る条例（案）

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 修
正
可
決

各局の予算要求段階から予算の編成過程を公開、透
明性を高め、市民意見を募集し、市民の声を反映す
る

〃 修正案 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 補正予算の資料は調整の時間がないため見送る

名古屋市議会の議員の議員報
酬の額を市民参加・市民公開
で検討し定める条例（案）

◎ ● ● ● ○ ○ ○
否
決

市長のおしつけでも、議員のお手盛りでもないよう、
市民参加の第三者機関で公開して議員報酬を議論し
決める。趣旨はいいが金額を示したのはおかしい、
議会改革推進協議会にゆだねろと否決。

名古屋市住宅リフォーム助成
条例（案）

◎ ● ● ● ● ● ●
否
決

屋根や内装などのリフォームを幅広く修繕するため
の助成をする。中小の建設業者への仕事おこしと関
連事業への波及効果が大きい。予算や補助額は当局
提案にゆだねる

議員の派遣（2010年上海国際
博覧会名古屋市関連行事参加
公式代表団）（議員提出）

○ ○ ○ ○ ○ ● ○
同
意

8月2日～7日。副議長と各会派幹事長（渡辺房一、
うかい春美、中川貴元、ひざわ孝彦）。上海万博名
古屋市行事に参加、南京市訪問。共産党は不参加

４ 議員提出案件 （継続分） 1件

議 案 名
各会派の態度 結

果
備 考

共 民 自 公 社 市 ク

住民投票条例（案） △ △ ◎ △ △ △ ●
継
続

常設型住民投票条例。現行の1／50を1／10の署名で実
施できるが、議会の2／3の反対があると出来ない。ま
た、市長や議会も実施できる。見直し求めて審議中

◎＝提出 〇＝賛成 ●＝反対 －＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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請願・陳情審査の結果（2010年4月～2010年6月の委員会審査）

請願新規分（2月定例会で受理され、6月議会開会までの委員会で審議されたもの。6月議会で受理された請願は、9月議会で採決され
ます。ただし保留や打ち切りになったものは本会議での採決は行われません。）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成22年
第1号

障害者自立支援法の利
用料の応益負担、報酬
の日額払い方式に係る
国への意見書提出に関
する請願

福保労東海地本

新法制定までの措置として、障害者自立
支援法の利用料の応益負担を応能負担に、
報酬の日額払い方式を月額払い方式に変
更する意見書を

保
留

財福
2010.
5.10

平成22年
第2号

民間保育所運営費国庫
負担金の一般財源化に
反対する意見書提出に
関する請願

福保労東海地本
民間保育所運営費国庫負担金の一般財源
化に断固反対する意見書を

保
留

教子
2010.
5.17

平成22年
第3号

城西病院の存続・充実
を求める請願

「城西病院をよ
くする」地域医
療を考える会

1 城西病院の廃止・民間への譲渡をやめ、
市立病院として存続する

○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
打
切
り

財福
2010.
4.26

2 高齢者にやさしい病院としてふさわし
い診療体制の充実を図る

3 小児科、産婦人科や健康を保持・増進
するための体制を整える

平成22年
第4号

環境科学研究所の存続
を求める請願

名古屋かわを考
える会

1 環境科学研究所を存続する

○ ○ ○ ○ - - -
採
択

総環
2010.
5.142 名古屋市民の健康と安全・安心を守る

研究を充実する

平成22年
第5号

市長の品位の保持と議
場の品位の回復を求め
る請願

名古屋市会を傍
聴する市民の会

1 市長は議会中に品位を欠いた不規則な
発言を行って議事を妨げない

日本共産党は請願にそ
ぐわない内容として棄
権を表明。他会派は採
択予定を変更、保留に

保
留

総環
2010.
5.142 名古屋市のトップという自覚を持って、

自らが損なった議場の品位を回復する

平成22年
第6号

時間保育料の新設、第
３子以降の保育料無料
化の段階的廃止、子育
て支援手当の段階的廃
止の撤回を求める請願

保育をよくする
ネットワークな
ごや

1 長時間保育料の区分を新設しない 趣旨実現で打切り

（3は議会意思決定済）

打
切
り 教子
2010.
5.17

2 第3子以降保育料の無料化の継続を

3 子育て支援手当の現行通り継続を ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
打
切
り

請願保留分（2月議会以前に保留となっていた請願。委員会の日付は最終審議日）

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成19年
第8号

学童保育制度の拡充を求める
請願

名古屋市学童保
育連絡協議会

1(1)すべての土曜日も実態に即し
て午前中から補助を

趣旨実現
打
切
り

教子
2010.
5.17

(2)助成対象児童を小学校の４・５・
６年生まで拡大を。4年生までは、
早く拡大を

平成19年
第16号

アレルギー疾患、特にアトピー
性皮膚炎を学校病に指定する
ことを求める意見書提出に関
する請願

新日本婦人の会
愛知県本部

アレルギー疾患、特にアトピー性
皮膚炎を学校病に指定を

保
留

教子
2010.
5.17

平成19年
第17号

子どもの医療費無料制度の対
象年齢を中学校卒業までに拡
大し、所得制限を廃止するこ
とを求める請願

新日本婦人の会
愛知県本部

1 中学校卒業まで拡大を
保
留

教子
2010.
5.17

平成19年
第18号

30人以下学級の実現を求め
る請願

新日本婦人の会
愛知県本部

1 名古屋市立の小・中・高校に30
人以下学級の計画的な実施を 保

留

教子
2010.
5.172 各学級には常勤の教員配置を

〇＝賛成 ●＝反対 ◆＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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請願保留分 続き１

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成19年
第22号

守山市民病院の縮小再編計画
の見直しと充実を求める請願

地域医療を考え
守山市民病院を
守る会

2 今後も災害医療活動拠点と位置
付け、必要な整備、充実を 保

留

財福
2010.
4.26

3 救急医療体制を充実させる

平成19年
第23号 守山市民病院に関する請願

地域医療を考え
守山市民病院を
守る会

守山市民病院に通じる道路を早急
に整備し、巡回バスを走らせる

おおむね趣旨実現
（２時間に１本）

打
切
り

土交
2010
5.10

平成19年
第28号

障害児保育の充実を求める請
願

名古屋市公立保
育園父母の会

1 保育所入所中に障害認定を受け
た３歳未満児の障害児保育を

保
留

教子
2010.
5.17

平成19年
第31号

政務調査費の領収書について
全面公開を求める請願

瑞穂区住民
政務調査費の領収書を直ちに全面
公開する

採択を求めましたが
趣旨実現で打切り

打
切
り

総環
2010.
5.14

平成20年
第1号

75歳以上の高齢者に対する
新たな福祉制度を求める請願

愛知県社会保障
推進協議会

後期高齢者医療制度の対象者に対
し、保険料軽減措置に相当する
市独自の新たな福祉制度を

保
留

財福
2010.
5.10

平成20年
第２号

すべての障害を持つ子の行き
届いた教育の実現を求める請
願

障害児教育の充
実を願う会

1 市の知的障害特別支援学校新設
を

保
留

教子
2010.
5.17

2 市立の肢体不自由特別支援学校
の早急な新設を

3 普通学級に在籍する発達障害の
子どものための教育条件整備を

4 現状の特別支援学級を継続・充
実し、障害種別に応じた特別支
援学級の設置を

5 医療ケアが必要な子どものため、
看護師を別枠定数で正規採用を

6 小学校・中学校・高等学校の30
人以下学級を早急に実現を

平成20年
第7号

後期高齢者医療制度を選択し
ない65歳以上の障害者に対
する医療費助成の継続を求め
る請願

愛知県障害者(児)
の生活と権利を
守る連絡協議会

後期高齢者医療制度を選択しない
障害者も医療費助成制度の対象
に

保
留

財福
2010.
5.10

平成20年
第8号

行き届いた名古屋の学校教育
の実現を求める請願

名古屋市学校事
務職員労働組合

2 愛知県に働きかけつつ、正規職
員の充実を図る

保
留

教子
2010.
5.17

平成20年
第17号

障害者授産施設の直営存続と
障害者施策の拡充を求める請
願

障害者施策の充
実をすすめる会

4 自立支援法での契約になじまな
い障害者施策の体系の整備を 保

留

財福
2010.
5.105 (3)親亡き後の高齢者施策等につ

なげるシステムの具体化を

平成20年
第18号

介護保険制度の抜本的改善・
充実及び後廟高齢者医療制度
の廃止を求める請願

介護の充実を求
める会愛知連絡
会

1(4)後期高齢者医療制度の廃止の
意見書を

○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
打
切
り

財福
2010.
5.102 特別養護老人ホーム等の基盤整

備を進め、待機者の解消を
保
留

平成20年
第21号

障害児保育の充実を求める請
願

名古屋市公立保
育園父母の会

2 実態に応じて加配保育士をつけ、
保育時間を制限しない

保
留

教子
2010.
5.17

平成20年
第23号

国民健康保険と高齢者医療の
改善を求める請願

名古屋の国保と
高齢者医療をよ
くする市民の会

4 後期高齢者医療制度の廃止を国
に要望する

○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
打
切
り

財福
2010.
5.10

平成20年
第25号 短歌会館の存続を求める請願 新日本婦人の会

中支部
短歌会館を存続させる

保
留

経水
2010.
5.17

平成20年
第29号

名古屋市民御岳休暇村の存続
を求める請願

名古屋市民おん
たけ休暇村の存
続を求める「お
んたけを考える
会」

1 名古屋市民御岳休暇村の存続を

○ ○ ○ ○ - - -

財
堪
採
択

経水
2010.
5.172 市民ニーズにあわせ、施設の大

規模改修を

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切 －＝欠席等 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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継続審査 続き

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成21年
第1号

若松寮の公立施設として
の存続を求める請願

名古屋市若松寮を
守る会

若松寮に指定管理者制度を導入しな
い。若松寮を民営化しない。

保
留

教子
2010.
5.17

平成21年
第9号

学童保育制度の拡充を求
める請願

名古屋市学童保育
連絡協議会

1 (1)障害のある子ども1人あたりの
補助金を現行68万7000円から、国
の補助金額142万1000円以上に

○

＊

●

＊

●● ○ ○ ○
不
採
択 教子
2010.
5.17

(2)障害のある子どもに必要な施設・
設備を整える施策を実施する

＊

紹介議員は賛成？
保
留

平成21年
第10号

妊婦健診費用の補助を求
める意見書提出に関する
請願

新日本婦人の会愛
知県本部

1 妊婦健診14回分の無料化を平成
23年度以降も継続する 保

留

教子
2010.
5.17

2 産後の健診1回分を無料にする

平成21年
第11号

子育て支援に係る公の施
設利用に関する請願

新日本婦人の会愛
知県本部

子育てサークルのスポーツセンター
や生涯学習センター、女性会館など
の使用料を無料に

保
留

教子
2010.
5.17

平成21年
第14号

生活保護の母子加算復活
を要求する国への意見書
提出を求める請願

愛知県生活と健康
を守る会連合会

生活保護の母子加算を復活する意見
書を

趣旨実現
打
切
り

財福
2010.
5.10

平成21年
第15号

地域委員会制度の検討を
慎重に進めることを求め
る請願

名古屋市区政協力
委員議長協議会

地域委員会制度は、地域団体等へ十
分な説明を行い、名古屋市区政協力
委員議長協議会及びその他の各種地
域団体等の理解が得られるまでは、
モデル地域の公募を始めない

８区で実施しており、
打切を求めるが保留に

保
留

総環
2010.
5.14

平成21年
第16号

障害者（児）福祉の拡充
を求める請願

愛知県障害者（児）
の生活と権利を守
る連絡協議会

1 新年度予算では、障害者（児）福
祉関連予算を削減せずに拡充する

○ ▲▲▲ ○ ▲ ▲
打
切
り

財福
2010.
5.10

2 応益負担による地域生活支援事業
の利用料を廃止する

保
留3 障害者自立支援法を廃止し、障が

い者総合福祉法を制定する意見書
の提出を

平成21年
第21号

障害児保育の充実を求める
請願

名古屋市公立保育
園父母の会

1 ３歳児未満の障害児が、十分な体制
の下で保育を受けられるように

保
留

教子
2010.
5.17

平成21年
第22号

公的保育制度の堅持を求め
る請願

天白区住民

2 公私間格差是正制度を守る 趣旨実現
打
切
り

教子
2010.
5.17

3 保育料を値下げする
保
留

（2)送迎用の車が停められる駐車場の
確保を

保
留

（3)園舎のトイレを改修し、園庭の水
はけが良くなるように老朽化対策を

6(1)学童保育とトワイライトスクール
事業を統合しない。放課後子どもプ
ランモデル事業を実施する際は事前
に地元の学童保育所の同意を

（2)助成対象児童を小学校6年生まで
拡大する

趣旨実現
打
切
り

（3)すべての土曜日に長期休業中と同
様の補助を

（4)基準単価の対象時間を午後６時ま
でとし、それ以降は時間延長手当て
として助成を

（5)障害児の受入れ人数に応じた補助
金交付を。補助金は国の基準に沿う
ように増額する

○ ●●● ● ● ●
不
採
択

7(1)一時保育実施園を増やす
保
留

〇＝賛成 ●＝反対 ◆＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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新規請願 続き

請願
番号

請願名 請願者 請願項目
各会派の態度

結
果

備考
(委員
会)共 民 自 公 社 気 ク

平成21年
第22
（続き）

公的保育制度の堅持を
求める請願
（続き）

（天白区住民）

（3)ニーズの高い地域に休日保育実施園
を設置する 保

留

教子
2010.
5.17

（4)育休あけ・産休あけ入所予約の実施
園を増やす

（5)公立保育所の早朝保育時間を午前
7時30分から

趣旨実現
打
切
り

（6)ア 障害児の認定の年齢枠を撤廃し、
希望者が入所できるよう人的配置及び
財政的支援をする

保
留

平成21年
第24号

安心して子どもを産み
育てられるよう保育の
公的責任の堅持と保育・
学童保育施策の拡充を
求める請願

愛知保育団体連
絡協議会

1 認可保育所の整備で待機児童解消を
保
留

教子
2010.
5.17

（後段）一時保育や休日保育などを公
立保育所でも実施を

4 民間社会福祉施設運営費補給金制度の
堅持・拡充を

おおむね趣旨実現 打
切
り5 保育所の予算を増額する 5と6は趣旨実現

6 学童保育所への補助金を増額する ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲
打
切
り

平成21年
第26号

子どもたちが健やかに
育つために北区内の市
立保育園の延長保育実
施園、一時保育実施
園及び子育て支援セン
ター事業実施園の拡充
を求める請願

北区住民

1 西味鋺保育園と大野保育園の延長保育
を早急に実施を

保
留

教子
2010.
5.17

2 北区の市立保育園で一時保育事業・子
育て支援センター事業の早急な実施を

平成21年
第27号 議会改革を求める請願 市政研究プロジェ

クトチーム愛知

1 議員定数を現行の半分に

不採択を求めましたが
議会意思決定済み
として打切り

打
切
り

総環
2010.
5.14

2 市長・議員は4期以上の在職自粛を

3 議員の報酬を現行の半分に

4 政務調査費を廃止、議員の費用弁償は
実費支給を

5 会派拘束をなくす

6 議員年金は廃止。年金制度の一本化を

7 議員の条例案提出、調査研究及び行政
の監視活動に、人員の配置、予算の計
上など必要な措置を

平成21年
第28号

市民税の10％減税を早
期に実施することを求
める請願

市政研究プロジェ
クトチーム愛知

1 市民税10％減税は福祉・医療・教育の
予算を削らず早期に実施を

不採択を求めるが
審査打切り

打
切
り

財福
2010.
5.10

平成21年
第29号

各委員会や本会議の場
において、市民が直接
市に対して提案できる
制度を条例で制定する
ことを求める請願

市政研究プロジェ
クトチーム愛知

1 委員会や本会議で市民が市に対して提
案できる制度の条例化を

採択を求めましたが
おおむね趣旨実現で

打切り

打
切
り

総環
2010.
5.14

2 提案者は18歳以上の市民とする

3 発言時間はおおむね3分間とする

平成21年
第31号

汐見が丘保育園を公立
で建て替えることと緑
区の待機児童をなくす
ことを求める請願

汐見が丘保育園
を守る会

1 （2)保育要求の高い地域に、新設の保
育所をつくる

保
留

教子
2010.
5.17

平成21年
第32号

国民健康保険と高齢者
医療の改善を求める請
願

名古屋の国保と
高齢者医療をよ
くする市民の会

3 保険料減免制度及び一部負担金減免制
度を拡充する

保
留

財福
2010.
5.10

〇＝賛成 ●＝反対 ◆＝退席 ／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ
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陳情新規分（9月定例会で受理されたもの）

陳情
番号 陳情名 陳情者 陳情項目

各会派の態度と結果
結
果 備考

共 民 自 公 社 気 ク

平成22年
第1号

地下鉄駅の通路を右側通行に
統一することを求める陳情

天白区住民
地下鉄駅の通路を全駅で右側通行
に統一すること

聞きおく
土交
2010.
5.10

平成22年
第2号

名古屋市子ども会キャンプセ
ンター施設の利用存続を求め
る陳情

名古屋市子ども会
ボランティア協議
会

名古屋市子ども会キャンプセンター
施設の利用を存続する

議決済み（存続せず）
のため打切り

教子
2010.
5.17

平成22年
第3号

自動車図書館の貸出サービス
の存続を求める陳情

自動車図書館の存
続を求める利用者
の会

自動車図書館を廃止せず、貸出サー
ビスを存続する

趣旨実現で
審査打切り

教子
2010.
5.17

平成22年
第4号

障害者自立支援法の廃止に伴
い、真に利用者本位の施策を
実現し、あわせて福祉労働者
の労働条件を改善することを
求める陳情

ゆたか福祉会労働
組合

１ 障害者自立支援法に代わる真
に利用者本位となる法律の創設
に向けて、国に対して私たちの
声を届けること。

２ 障害者とその家族の基本的人
権が守られ、生きがいのある暮
らしが実現できるよう、名古屋
市として恒常的な独自の施策を
講じること。

３ 人材を確保し、雇用の安定を
図るために、正規職員の大幅な
増員のための施策を講じること。

４ 雇用安定対策の一環として、
民間社会福祉施設産休・病休代
替職員雇上補助金制度を復活さ
せること

聞きおく
財福
2010.
5.10

平成22年
第5号

天白公園の大根池に水門を作
り管理することを求める陳情

天白区住民
天白公園の大根池に水門をつくり、
水量・水位を管理する

不採択
土交
2010.
5.10

〇＝賛成 ●＝反対 ▲＝打切／ 共：日本共産党 民：民主党 自：自民党 公：公明党
社：社民党・ローカルパーティ 市：市民会派氣魄 ク：民主党クラブ



【田口議員】私は、日本共産党名古屋市会議員

団を代表して、中期戦略ビジョンの策定につい

て、原案にも修正案にも反対の立場から討論を

行います。

前市長時代と同じ大型事業推進計画で

中部財界に応える大型開発も目白押し

反対する理由の第１は、不要不急の大型事業

を推進するという点では、前市長時代の総合計

画と変わらない計画となっていることです。

名古屋城本丸御殿の復元などの４大プロジェ

クトは、基本的にはそのまま推進され、それば

かりか、市長が先の本会議で、「ぜひ昔の江戸

時代のままに再建していきたい」と意欲を示さ

れた推計約５００億円といわれる天守閣の木造

復元まで盛り込まれています。

中部国際空港の２本目滑走路の建設促進や、

いわゆる「ハイパー中枢港湾」をめざす名古屋

港の整備など、「国際競争力向上」を名目にし

た中部財界の要求に応える大型開発も目白押し

です。伊勢湾の「ハイパー中枢港湾」化に必要

な事業費は、名古屋港管理組合が公表した『計

画書』では１６４９億円にのぼります。こうし

た巨額の税金を投入する不要不急の大型事業に

ついては、修正案でも何ら修正されていません。

意図的な収支不足で市民サービスカット

第２は、大企業・大金持ち優遇の市民税減税

で意図的に税収不足をつくり出し、「行財政改

革」の名のもとに市民サービスが削減されるお

それのある計画となっていることです。

本ビジョンでは、市民税減税は、「効率的な

行財政運営」を実現する事業として位置づけら

れていますが、大企業・大金持ちへの減税の大

盤振る舞いで税収に大穴をあけ、それをテコに

行財政改革が進められたらどうなるか。公立保

育園の民営化やごみ収集の民間委託化など、市

民の暮らしに重大な影響を与える福祉・市民サー

ビスの削減が加速されるでしょう。

十分な検証もないまま地域委員会を拡大

第３は、地域委員会を拡大する数値目標につ

いてです。住民参加・住民公開で地域課題の解

決のための予算を決める仕組みというは、住民

自治の発展に役立つと考えますが、本格実施に

向けてはモデル実施の十分な検証が必要であり、

数値目標を掲げることは時期尚早であります。

社会的弱者への就労支援に逆行

最後に、修正案では、「ホームレスの自立と

生活の安定をはかり」という文言をわざわざ削

除していますが、これは、社会的弱者への就労

支援に逆行するものです。

以上、反対の理由を申し上げて、討論を終わ

ります。
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大型事業を推進、意図的な収支不足で市民サービ

ス削減、十分な検証もないまま地域委員会の拡大

などは認められない 田口かずと議員

反対討論・賛成討論（6月29日）

名古屋市中期戦略ビジョンの策定及び修正案に反対

総務環境委員会でのべた、その他の反対理由

・「冷暖房のいらないまち」という表現は、地球温暖

化対策を「日本の風土」の問題に矮小化するものであ

り、「『日本一空気のおいしいまち・なごや』への挑

戦」を施策展開の表題に掲げることは、公害対策を後

景に追いやりかねないこと。

・この他、職員御用聞き営業大作戦、放課後子どもプ

ラン（仮称）の創設・推進、子育てバウチャー制度が

盛り込まれ、なごや教師養成塾や民間人校長の検討な

ど教育の効率化が進められようとしていること。



【くれまつ議員】私は、日本共産党と社民党・

ローカルパーテイを代表して、名古屋市議会の

議員報酬の額を市民参加・市民公開で検討し定

める条例について、賛成の立場から討論を行い

ます。

更なる報酬引き下げを

市民生活が厳しさを増す中で、市民感情を十

分尊重し、議員報酬を現在行われている10％削

減よりさらに引き下げる必要があります。

市民参加・公開の第3者機関で決める

私どもは、市長からの押し付けではなく、議

員のお手盛りでもなく、第３者機関を議会に設

置して、市民参加で専門家の意見も入れて、報

酬額を決めることを提案しました。

議員だけで決めればお手盛りだ

市民３分間議会演説では、「議員が自分で報

酬を決めるのではなく、市民が決めるべき」と

の意見がありました。議員だけで報酬を決めれ

ば、どうしてもお手盛りだと市民からの批判は

まぬがれません。

市長も「1つのやり方」と認める

委員会の審議では市長からも、議会の側で第

３者機関の設置をすることについてそういう方

法があってもよい、公募市民について、幅広い

市民の考えが取り入れられるならばそれも一つ

のやり方という発言もありました。

政令市最低額を第3者機関での議論の

たたき台として提示した

一方、今６月議会に議会としても報酬の引き

下げを提案していきたいという議長からの強い

要請がありました。その要請にこたえて、私ど

もは、議員報酬は４割削減の1000万円、政令市

で最低の水準にすることを市民的討論のたたき

台として発表しました。各会派が発表した案を、

市民参加の第３者機関で検討して、報酬額を決

定していくことが最も民主的であり、市民の願

いにこたえるものであると確信します。

以上の理由をのべて、賛成討論を終わります。

【わしの議員】名古屋市住宅リフォーム助成条

例について賛成討論を行います。

住宅の建設は、大幅に減少

深刻な不況により住宅の建設は、大幅に減少

し、国交省の調査では、最高時の約半分以下で

す。また、名古屋市では市営住宅の建て替えは

行っても、新規の建設はないため、住宅戸数は

減っています。「住まいは人権」、市民の安心・

安全で快適な住宅確保はみんなの願いです。

名古屋市政資料№167 （2010年6月定

- 55 -

各会派が発表した案を市民参加の第３者機関で検

討し、報酬額を決定していくことが最も民主的

くれまつ順子議員

議員報酬の額を市民参加・市民公開で検討し定める条例に賛成

中小業者の仕事確保と、不況打開の大きな力にな

る助成制度の実現を

わしの恵子議員

名古屋市住宅リフォーム助成条例に賛成



中小業者の仕事を確保してほしい

また、住宅の建設が進まない中、住宅リフォー

ム助成制度の創設で中小業者の仕事を確保して

ほしいと切実な声も上がっています。

市民からは大きな期待

日本共産党市議団の「名古屋市住宅リフォー

ム助成条例案」は、市民が地元の中小業者に依

頼して、住宅のリフォームを行う際に、工事費

の一定割合にあたる助成金を支給する制度です。

この制度があれば、屋根のふきかえや、ベラン

ダの改修、畳の交換など模様替えがしたい等々、

市民が大きな期待をもって、この条例成立を待

ち望んでおられます。

３０都道府県、１５４自治体で実施

「住宅リフォーム助成制度」は、全国商工新

聞調査によれば、今年3月31日現在、30都道府県、

154自治体に広がっています。すでに実施されて

いるところでは、建設業者をはじめ多岐にわた

る中小業者の仕事確保と同時に、原材料などを

はじめ、投じたお金の15倍から20倍の経済波及

効果を生み出すものといわれています。

市民の安心・安全で快適な住生活に寄与

住宅リフォーム助成制度の創設こそ、市民の

安心・安全で快適な住生活を求める声に応える

ものであり、中小業者の仕事確保と、不況打開

の大きな力になるものと考えます。

以上の理由を述べて、住宅リフォーム助成条

例の賛成討論を終わります。

ただちに廃止と公約した民主党政権

【かとう議員】平成20年度に導入された後期高

齢者医療制度は、現代版「姥捨山」と言われ、

小手先の「見直し」や「改善」で解決できるも

のではなく、廃止する以外に道はないことが誰

の目にも明らかです。そして、昨年の総選挙で

「後期高齢者医療制度をただちに廃止する」と

公約に掲げ、誕生した新政権に、高齢者・国民

の期待が大きく広がりました。

廃止方針は先送りなのに「趣旨実現？」

ところで、この請願は、すでに国において廃

止方針が打ち出されているということで、審査

打ち切りとなりました。しかし、高齢者の願い

に反して、見直しを4年後に先送りし、さらに

65歳以上までを対象にすることを検討していま

す。これでは改悪であり、「廃止方針」とは言

えません。

先送りで保険料値上げ・負担増に

保険料は2年ごとに見直されるため、今年の

4月には保険料の値上げが行われ、高齢者の負担

が一層増えました。年金が目減りし、厳しい暮

らしの中で耐え忍んでいる高齢者をこれ以上苦

しめることは許されません。制度の廃止は待っ

たなしです。

直ちに廃止を

この請願を採択し、意見書を国に提出するこ

とを求めて討論を終わります。
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後期高齢者医療制度の廃止を求める請願の採択を

高齢者の願いに反して見直しを4年後に先送り、

さらに65歳以上までを対象にすることを検討

かとう典子議員
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６月定例会に請願受理はなく、陳情5件が受理され、7～9月の閉会中委員会で審議されます。

◆陳情

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第6号

平成22年

6月10日

子ども手当の廃止を求める意見書提出に

関する陳情
日本の子供の未来を・守る会愛知支部

平成22年3月26日に国会で成立した子ども手当は、満額であれば防衛費を超える巨額の財源を要する。今の赤字財政の状

況では、子ども手当の財源をすべて国債に依存することになる。いわば子どもや孫の世代にお金を借りて今の親を支援す

るということに他ならず、このまま恒久施策として続けていけば、国の財政は完全に破綻する。厳しい財政事情の下、財

政破綻を回避するために、子ども手当は廃止されるべきである。

子ども手当の政策目的は全く不明確である。例えば少子化対策を考えるなら第2子、第3子への支援を強化すべきである。

子育てに対する経済的支援なら所得の低い家庭により手厚い支援をすべきである。子どもの給食費や医療費の無料化、保

育サービスや幼児教育の充実等の政策をとるべきである。子ども手当は、少子化対策や子育て支援のために有効な政策で

あるとは思われない。このような効果が不明確なばら撒き政策は、子どもたちの将来への負担のつけ回しということに他

ならず、言うならば「財政での児童虐待」というようなものである。

また、子ども手当には所得制限がないため、今まで児童手当が支給されなかった高収入世帯にも子ども手当が支給され

ることになる。従来の児童手当の政策目的からかなり後退している。

子ども手当の受給資格は国籍を問わず、ただ「日本国内に住所を有する」、とあるだけである。受給対象者の要件とし

て「日本国籍を有する者」という文言がない点が問題で、このままでは日本を危うくする。すなわち日本国に滞在する外

国人には、本国に子どもが居ても子ども手当が支給される一方、海外赴任中の日本人は、例え日本国内に子どもが唇でも、

子ども手当を受給することができない。これは、日本人として納得できることではない。海外には子どもが十人以上居る

家庭等が数多くある。日本と貨幣価値の差が大きい国に住む人ほど、日本に出穆ぎに来たいという誘惑にかられる。子ど

も手当目的で外国人が来日する例が増える可能性がある。厚生労働省は、外国人に関しては、少なくとも年2回以上の本国

の子どもたちとの面会をパスポートで確認することとしたり、4か月に1回送金証明書の添付を義務付けたりしているが、

このような事後的規制だけでは、子ども手当目的の外国人の来日を止めることはできない。受給対象者を日本人に限定で

きなければ、日本を守るために子ども手当の制度自体をなくすべきである。

民主党政権は、参議院議員通常選挙前の6月に第1回目の子ども手当の支給をしようとしている。このため、事務を担当

する市町村は大変な負担とならている。加えて、母国に子どもを残してきている外国人への子ども手当の支給については、

市町村が公的証明書等による確認手続きをすることになるため、市町村はより負担が増えている。さらには国が負担する

としてきた財政的負担も地方に押し付けられている。このように、子ども手当は地方公共団体に大きな負担をかける制度

であり、その負担を考えても廃止すべきである。

いずれにしても、子育ては、一義的には家庭でなされるべきである。子どもを社会全体で育てるという考え方の民主党

政権は、家庭における子育てというものを軽視していると言っても過言ではない。このような考え方からできた子ども手

当は、家庭を守るために廃止されるべきである。

ついては、私たちの子どもたちや孫たちの利益を考えて、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるよう

お願いする。

1 子ども手当を廃止すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第号

平成22年

6月10日

選択的夫婦別姓制度の法制化に反対する

意見書提出に関する陳情
日本の子供の未来を・守る会愛知支部

夫婦同姓制度は、一般の人が疑問を抱いたり、不都合を感じることのない、日本では極めて普通の家族制度である。婚

姻後も旧姓で仕事を続けることを望む女性は、旧姓を使用することが一般化しているし、婚姻に際し氏を変更しても、関

係者・知人に告知することで何も問題は生じない。また、氏を変えることにより自己喪失感を覚えるという意見があるが、

それよりも婚姻に際し同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦の方が圧倒的多数であり、それは

極めて普通の感覚である。現在の日本の社会において、選択的夫婦別姓制度を導入しなければならない合理的な理由は、

請願・陳情 2010年6月議会に受理されたもの
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何もない。

現在、家族や地域社会等の共同体意識が薄れ、けじめのない無責任な結婚・離婚が増え、離婚率が上昇し、悲しい思い

をする子どもたちが増えている。選択的夫婦別姓制度だから良いのではないかという意見があるが、この制度の導入は、

一般大衆が持つ氏や婚姻に関する習慣、社会制度自体を危うくする。すなわち、夫婦別姓を望む人は、家族や親族という

共同体よりも、個人の嗜好や都合を優先する考え方を持っており、この制度を導入することにより、このような個人主義

的な考え方を社会や政府が公認したようなことになる。選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都

合を尊重する流れを社会に産みだし、結果としてそういった社会の準しい風潮を助長することになる。

選択的夫婦別姓制度の導入は、子ともへの影響について何も考慮されていない。家庭には、次代を担う子どもたちを立

派に育て上げるという大切な機能がある。一体感を持つ強い絆のある家庭に、健全な心を持つ子どもが育っものである。

子どもの心の健全な成長のことを考えると、夫婦・家族が一体感を持っ同一の姓であることが良いということは言うまで

もない。

ついては、社会の基盤となる一体感のある家庭や家族を守り、子どもたちの健全な育成を願い、子孫に良き社会を残す

ため、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるようお願いする。

1 逮択的夫婦別姓制度の導入に反対すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第8号

平成22年

6月10日

訪問カットに介護保険の適用を求める意見書提

出に関する陳情
全日本訪問美容支援協会

わが国では、今後、人口に占める高齢者の割合がさらに増えることが確実である。介護保険の給付対象である居宅での

訪問介護や訪問入浴介護等と同じように、疾病その他の理由により、理美容所に行くことが困難で身体上または精神上の

障害がある高齢者等に対する訪問カットの必要性が増大することが予想される。

現在、多くの市町村及び特別区が行っている訪問理美容サービス助成事業では、身体上または精神上の障害がある在宅

高齢者に対し、訪問カットの一部費用が助成されている。しかし、市町村や特別区によって、身体上または精神上の障害

の程度により助成対象者に格差があり、また助成額も統一されていないのが現状である。こういった実情を踏まえ、住ん

でいる地域による格差を是正した助成事業の制度化を考え、社会保障の一環として訪問カットに介護保険を適用するよう、

緊急に見直す必要があると思われる。

ついては、身体上または精神上の障害がある高齢者に対して、介護保険の給付基準を緩和し、受絵者の心身の健康保持

や生活改善に不可欠な訪問カットに介護保険を適用するよう、貴議会が次の事項を内容とする意見書を国に提出されるよ

うお願いする。

1 介護保険の給付基準を緩和し、受給者にとって生活習慣として不可欠な訪問カットに介護保険を適用すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第9号

平成22年

6月17日

地下鉄の車両内にスタンデイングポールを設置

することを求める陳情
天白区住民

揺れる車両内で確実につかまるところができ、安全・安心で乗れる。乗客が7人掛けの座席に5～6人で座っていること

があるが、座席前にスタンディングポールを設置することでこ 7人掛けになるように誘導することができる。東京では

既に実証済みである。

ついては、次の事項の実現をお願いする。

1 地下鉄の車両内に、スタンディングポールを設置すること。

陳情番号 受理年月日 陳情名 陳情者

平成22年

第10号

平成22年

6月25日

名古屋市議会が、議員報酬を半減する政策を理

解し、その実現に協力することを求める陳情
埼玉県和光市 住民

河村市長の政策の中でも、名古屋市議会の詰員の議員報酬を半減する政策は、本丸中の本丸である。河村市長が指摘す

るように、名古屋市議会が特権階級並みの高額な議員報酬を今後も継続する限り、名古屋市政と日本の未来はない。議員

報酬があまりに高額であれば、それを当てにする者が選挙に立候補してくるであろう。そうなると議員は、常日頃から選

挙対策の活動を行い、特定の支援団体や行政職員との癒着も生じやすくなる。場合によっては、議会と行政が裏で手を結

ぶ状況も起こりうる。週刊誌に掲載された地方公務員の平均700万円の年収、平均2500万円～3000万円の退職金、月額

25万円以上ある共済年金等が放置され続けるのは、このような理由によるものである。高額な議員報酬と、高額な正規行

政職員の給与を互いに堅守すべく、地方議会と行政は裏で協力し、議員報酬増額の議案は通過させても、議員報酬減額の
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議案は提出しないのが、今日までの傾向である。全国の地方議員の議員報酬をボランティア並みへと限りなく縮減しない

限り、我が国の役人天国は今後も野放しのままとなるだろう。名古屋市は、正規行政職員の期末・勤勉手当を5％～9％削

減した。これは大きな第一歩であり、今後のさらなる名古屋市の努力が期待される。

ギリシャにおいては、全労働人口の20％以上が公務員で占めるという過剰な役人天国が、財政をひっ迫させる要因となっ

た。高額な議員報酬と高額な役人への給与がギリシャ財政を破綻させたと言っても過言ではない。河村市長の著書によれ

ば、公務員の人件費は年間35兆円にもなる。これに加え、全国で約6万人の地方議員・国会議員の人件費が、我が国の財政

破綻に拍車をかけ、1ドル200円～300円台まで円が大暴落することになるかもしれない。

本来、議員には、落選を恐れず限りなくボランティア精神に近い志のある公僕こそが着任すべきである。大久保利通は、

金銭に潔白で私財を成すことなく、逆に予算のつかない公共事業に私財を投じ、死後、破格の借金が残った。河村市長は、

着任早々自ら率先し、市長報酬の大幅減額を実施したことは周知のとおりである。彼らのように、真に故郷を憂う公僕こ

そが義貞に着任するべきである。名古屋市議会の議員報酬の年収が約1513万円から約817万円に引き下げられたとしても、

余りある議員報酬と言えよう。議員報酬が庶民と同等の額になることで、しがらみに左右されない候補者が立候補するこ

とが予想され、地方議員の質もより高くなると思われる。

高額な議員報酬に固執する者たちは、政界から直ちに退場し、民間の世界で汗まみれ泥まみれとなり、多額の血税を国

と地方へ納める方が明らかに世のためとなろう。大多数の議員や役人は、血税からより多くの恩恵を受ける立場を継続す

る方が楽であることを知っている。恐らく、本件陳情が採択され、名古屋市議会の議員報酬の年収が約817万円となり、名

古屋市の正規職員の給与や退職金が大幅にダウンしても、ほとんどの役人や議員は、民間の世界へ飛び込むことを選択せ

ず、現状にしがみつこうとするであろう。まず、議員報酬を庶民と同等の額にしなければ、議員は多くのしがらみから抜

けきれず、抜本的な給与法改正や公務員制度改革は、永遠に断行できないだろう。

ギリシャの極端な役人優遇政策を長年継続してきたがための混迷を他山の石とするならば、数年後に懸念される我が国

の財政破綻、円の大暴落を阻止するためには、全国的な視点に立ち、議員報酬を大幅に減額すること以外に解決策はない。

ついては、名古屋市議会が自ら全国の議会改革の模範となるべく、本件陳情の議会改革を全国に先駆け、何が何でも早

急に断行するよう、次の事項の実現をお願いする。

1 名古屋市議会が、議員報酬を半減する政策を理解し、その実現に協力すること。



日本共産党をはじめ各会派から提案された12件について、議会運営委員会理事会で協議が行われ、7件は適切

な修正や調整を行って、成立しました。

そのうち、日本共産党の提案した4案件については2件が可決しました。

《採択された意見書》

社会福祉施設における防火安全体制の強化に関する意見書

近年、急激な高齢化の逸展に伴い、認知症高齢者グループホームなどの小規模な社会福祉施設が増加傾向に

あり、こうした施設における火災が社会問題化している。

平成21年3月の群馬県渋川市の老人ホーム火災や平成22年3月の札幌市北区の認知症高齢者グループホーム火

災など、小規模な施設において多数の入所者が死傷する惨事が発生している。

これらの惨事を未然に防ぐための対策としては、防火管理体制を含めた夜間の運営体制の強化及びスプリン

クラー設備などの消防用設備の設置強化などが挙げられる。特に、消防用設備については、規制の対象となら

ない施設での惨事も発生している状況であり、さらなる対策が求められている。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、早急に高齢者施設や障害者施設等のうち小規模な社会福祉施

設における運営体制の強化やスプリンクラー設備の設置補助制度の拡充など、防火安全体制を強化するよう強

く要望する。
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意見書・決議

意見書案に対する各会派の態度（議会運営委員会に提出された意見書・決議案）

意 見 書 案
原案
提出

各会派の態度 結
果

共産 民主 自民 公明

地方議会議員の職務実態に即応した法改正に関する意見書（案） 民主 ● ○ ○ △ ×

社会福祉施設における防火安全体制の強化に関する意見書（案） 民主 ○ ○ ○ ○ ◎

ばらまき政策を排した財政健全化を求める意見書（案） 自民 ● ● ○ ● ×

選択的夫婦別姓制度の導入反対に関する意見書（案） 自民 ● ● ○ ● ×

司法修習生に対する給費制の維持に関する意見書（案） 自民 ○ ○ ○ ○ ◎

未就職新卒者の支援策実施に関する意見書（案） 公明 修正 ○ 修正 ○ ◎

マルチメディアデイジー版教科書の普及促進に関する意見書（案） 公明 ○ ○ ○ ○ ◎

機能性低血糖症に係る国の取り組みに関する意見書（案） 公明 ○ ○ 修正 ○ ◎

口蹄疫の感染防止対策の充実強化に関する意見書（案） 共産 ○ ○ ○ 修正 ◎

日本航空の路線廃止に関する意見書（案） 共産 ○ ○ ○ ○ ◎

普天間基地の無条件撤去を求める意見書（案） 共産 ○ ● ● △ ×

国民健康保険への県補助金の増額などを求める意見書（案） 共産 ○ ○ 修正 ● ×

結果の◎は可決された意見書。×は一致しなかった意見書。意見書名を修正した場合は修正後の件名を掲載。
議運に提案された段階での態度です。○＝賛成 ●＝反対 △＝保留
●が１つでもあれば議案として本会議に上程されません。
会派名 共産：日本共産党 民主：民主党 自民：自民党 公明:公明党



司法修習生に対する給費制の維持に関する意見書

平成16年に成立した改正裁判所法の施行により、本年の11月から、これまで司法修習生に対して行われてき

た給費制が廃止され、国が修習資金を貸与する貸与制が導入されようとしている。

司法修習生のアルバイトは禁止されており、貸与制が導入されることになれば、財政的に余裕のある者以外

は、必然的に生活費の貸し付けを受けざるを得ず、債務を抱えた状態で法律家としてのスタートを切らなけれ

ばならないことになる。

同法の改正に当たっては、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことがないよう関係機関と十分

な協議を行うこととの附帯決議が明記されているが、財政支援の具体的なあり方についてはいまだ示されてい

ない。

また、弁護士人口の増加などにより、深刻な就職難となっている状況の中で給費制が廃止されることとなれ

ば、優秀な人材が経済的事情により法律家となることをあきらめざるを得なくなるおそれもある。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、改正裁判所法を見直し、司法修習生に対する給費制を維持す

るよう強く要望する。

未就職新卒者の支援策実施に関する意見書

平成21年度大学卒業者の就職率は、ことし4月1日時点で91．8％であり、過去2番目に低い値となった。社会

人としての第一歩となる就職ができないことは、日本の将来を担うべき若者にとって厳しい問題であり、経済・

社会の活力低下という点からも大変憂慮すべき事態である。

こうした中、大企業を中心に新卒優先採用の雇用慣行が存在することから、あえて留年する「希望留年者」

が増加しており、実質的な未就職者は相当数に上ると考えられる。

若者の厳しい雇用情勢に対応するため、速やかに国を挙げて雇用確保のための成長戦略を初め、未就職新卒

者の支援策が必要である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、未就職新卒者を支援するため、次の事項を実現するよう強く

要望する。

1 大企業を中心とした新卒優先採用の雇用慣行や就職活動の早期化を見直し、卒業後3年間は新卒扱いとする

など、企業、大学の間で新しいルールを策定すること。

2 大企業志向を強める学生と人材不足の中小企業を結びつけるための情報提供を行う「政府版中小企業就活応

援ナビ」を創設するなど、雇用のミスマッチを解消すること。

マルチメディアデイジー版教科書の普及促進に関する意見書

平成20年9月の「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」の施行を

機に、（財）日本障害者リハビリテーション協会が、ボランティア団体の協力を得て、通常の教科書と同様の

テキストと画像を使用し、テキストに音声をシンクロ（同期）させて読むことを可能にした「マルチメヂィァ

デイジー版教科書」（デイジー教科書）の提供を始めた。

デイジー教科書は、平成21年12月現在で約300人の児童生徒に活用され、保護者などから学習理解が向上した

との効果が報告されるなど、普及推進への期待が大変に高まっている。

しかし、デイジー教科書は無償給与の対象となっていないことに加え、製作に多大な時間と費用を要するた

め、必要とする児童生徒の希望に十分にこたえられていないのが現状である。このような現状を踏まえ、教科

用特定図書等の普及促進のための予算の拡充が求められているが、平成21年度の同予算が1．72億円であったの

に対し、平成22年度は1．57億円と縮減されており、不十分であると言わざるを得ない。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、必要とする児童生徒、担当教員等にデイジー教科書を安定し
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て配布・提供できるように、その普及促進のための体制の整備及び必要な予算措置を講ずるよう強く要望する。

機能性低血糖症に係る国の取り組みに関する意見書

すい臓の機能失調等による血糖値の調節異常によって発症する機能性低血糖症は、医師ですらまだ認知度が

低い病である。

機能性低血糖症は、食生活の乱れやストレスなどにより血糖値が急激に低下したり低い状態にとどまったり

する疾患で、近年、研究が進むとともに、患者の数もふえてきている。しかし、脳への血糖補給不足に加え、

アドレナリンなどの内分泌系異常や自律神経にも影響し、慢性疲労やうつ状態など、身体面、精神面ともにさ

まざまな症状が引き起こされることから、精神疾患や神経疾患などと誤った診断をされるケースも少なくない。

また、妊産婦の低血糖症は、新生児低血糖症の要因となり、脳障害を引き起こすことが知られており、発達障

害（自閉症スペクトラム）の危険因子の一つであると指摘されている。

機能性低血糖症と正しく診断されたことで、治療により症状が改善し、社会復帰する事例は数多くあるが、

診断に必要な5時間の耐糖能精密検査は保険適用されていないため、高額な自己負担が必要となるだけでなく、

実施する医療機関も少ないのが問題となっている。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、病名の認知及び意識啓発等を図るため、機能性低血糖症につ

いての医学研究の進展と診断・治療法の普及に向け、国として調査研究を進めるよう強く要望する。

口蹄疫の感染防止対策の充実強化に関する意見書

ことし4月に宮崎県で確認された口蹄疫は、殺処分対象の牛や豚が30万頭を超えるとも言われる過去最悪の被

害となっている。

政府の初動対応のおくれは極めて遺憾であるが、同時に、政府が緊急になすべきことは、殺処分した家畜の

埋却地を確保し、人的資源と機材も投入して感染防止に全力を尽くすとともに、被害農家が趣営再建するまで

の営農・生活資金の直接支援に踏み出すことである。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、口蹄疫の感染防止に向けて、次の事項を実現するよう強く要

望する。

1 殺処分した家畜の埋却が迅速に行われるよう、処分地の確保から埋却まで国が責任を持って進めること。ま

た、宮崎県内の発生地外への感染を拡大させないために、あらゆる人的体制をとって徹底的な防疫措置を行

うこと。

2 直接補助や交付金などにより、畜産農家への速やかな補償と営農再開の支援を行うとともに、畜産関連産業

に関係している人々の生活を守ること。

3 全国の畜産農家への調査を徹底し、口蹄疫の封じ込めに全力を挙げること。

4 今後のパンデミック（感染爆発）などの緊急自体に備えた体制づくりを検討すること。

日本航空の路線廃止に関する意見書

日本航空は4月28日、今年度未までに国際線15路線と国内線30路線の計45路線から撤退する方針を発表した。

中でも県営名古屋空港では帯広など4路線を10月未までに、秋田など5路線を来年3月までに廃止し、同空港から

全面撤退する方針が明らかにされた。また、中部国際空港でも10月末までに国際線2路線、国内線3路線を廃止

するとしている。

この航空路腺の撤退は地域経済に大きな影響を与えるとともに、国内の公共交通網に大きな穴をあけるもの

であり、容認できるものではない。公的資金の導入により日本航空を再建することが検討されているが、公共

交通である航空路線の維持が公的支援の前提である。

よって、名古屋市会は、国会及び政府に対し、日本航空の路線廃止に関して、地域経済への影響に十分配慮
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する観点から慎重に検討し直し、責任ある対応をするよう強く要望する。

日本共産党が提案し、採択されなかった意見書（案）

普天間基地の無条件撤去を求める意見書（案）

日米両政府は年5月28日、米軍普天間基地（沖縄県宜野湾市）の移設に関して、「1800ｍの長さの滑走路を持

つ代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する」との共同声明を発表し

た。これは、沖縄県民の総意よりも、アメリカの意思を最優先し、それを県民と国民に押し付けるやり方であ

り、沖縄県民の怒りをいっそう増幅させている。

日本にある米軍基地の７割が沖縄県に集中し、県民の暮らしは日夜脅かされ、広大な米軍基地によって経済

活動も妨げられている。こうした基地があるが故の苦しみは、基地を何処へ移設しても解決するものではない。

もはや沖縄県内はもとより、日本国内のどこにも基地の「移設」を受け入れる地元合意が得られる場所はなく、

移設先探しは完全に破綻している。「海兵隊は抑止力」という呪縛から抜け出し、普天間基地の無条件撤去を

求めることこそ解決の道である。

よって名古屋市会は、政府及び国会に対し、日米共同声明を撤回し、普天間基地の無条件撤去を求めて米国

政府と交渉するよう強く要望する。

国民健康保険への県補助金の増額などを求める意見書（案）

市町村の国民健康保険に対する都道府県の独自支出金は、この１０年間で約４分の１に落ち込んでいる。な

かでも愛知県の市町村国保に対する国民健康保険事業費補助金は、1997年度には約28億円あったものが、2010

年度当初予算では1億7千万円余へと激減した。同補助金の削減は、市町村の負担を増すとともに、保険料の値

上げにつながる恐れがある。

よって名古屋市会は愛知県に対し以下の事項を要望する。

1.国民健康保険に対する県支出金を増額すること。

2.国民健康保険への国庫支出金の大幅な増額を国に要望すること。
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国際戦略港湾の選定はだれがどのような

基準できめるのか

【山口議員】国は、国際競争力を強化するため

として、コンテナ貨物の集約を図るコンテナ国

際戦略港湾を1ないし2港へと絞り込むとしてい

ます。今、伊勢湾初め4地域が応募し、6月中の

選定目指した作業の真最中です。ところが、民

主党政権は国民の期待を裏切り、厳しい批判を

浴びて首相を交代せざるを得ない状況になりま

した。国土交通大臣は留任するようですが、港

湾政策はどうなるのでしょうか。

戦略港湾の選定は、10人の選定委員が幾つか

の項目について採点評価し、国交省の政務三役

が最終的に決定すると言われています。この選

考レース最終盤でジャッジするメンバーが変わ

る可能性について、ある新聞では、関係者の声

として、「これまで時間をかけて選定に向けた

話し合いを国としてきた。内閣の顔ぶれが変わ

るのに、すぐに結論を出せるのか」「現在の国

交省の政務三役には関西出身者が多く、関西び

いきの選定が行われるのではと心配していたが、

三役が交代すれば、選定に絡む力のバランスが

変わると期待する声もあった」、こう報道され

ました。政治主導は民主党政権の売りの一つだ

そうですが、政治的な思惑で選定がゆがめられ

るのは問題です。

国際戦略港湾の選定はだれが行い、どうやっ

て決まるのでしょうか。選定委員の採点結果は

公表され、その得点で決定するんですか。それ

とも、それはあくまで参考で、政務三役の政治

判断で選ぶんでしょうか。もし政務三役の政治

判断だったら、メンバーはまだわかりません。

6月中の選定は無理だと思いますが、一体どうい

うルールでいつ選定されるのか、改めて現時点

で管理組合としての見通しと現状認識をまず伺っ

ておきたいと思います。

検討委員会が評価を行い、国土交通省が

成長戦略会議の意見を踏まえ決定

【企画調整室長】国際コンテナ戦略港湾検討委

員会が、港湾管理者等の計画の内容に基づき、

選定基準との適合性を、優位性、具体性、実現

性等の観点から評価を行い、国土交通省が国土

交通省成長戦略会議の意見を踏まえて決定され、

選定時期は、平成22年6月ごろ、となっている。

名古屋市政資料№167 (2010年6月定例会）

- 64 -

ハイ中・国際戦略港湾の選定は名古屋港にふさわし
いか／新庁舎建設運営事業の金利負担や事業展開へ
の不安 山口きよあき議員

国際戦略港湾の選定をめぐる

諸問題について



スーパー中枢港湾構想の総括が大前提。

コンテナ取扱いのコストダウンはどうか

【山口議員】コンテナ国際戦略港湾への絞り込

み、この新たな政策を進める前提は、スーパー

中枢港湾政策の総括です。3月定例会で、私の質

問に対し、山田専任副管理者からは、「2月に出

された国の総括によると、スパ中のコスト3割削

減の目標については2割弱の低減、リードタイム

は目標の1日を達成した。名古屋港では、リード

タイムは約1日を達成したが、コストについては、

民間事業者間の取引費用が把握しづらいが、国

の試算の考え方を踏まえて検討していきたい」、

こういう答弁がありました。

私が国土交通省からもう少し聞き取りをした

ところ、国がいうコストの2割減の根拠として、

京浜港のデータが示されました。京浜港のコス

トを100とすると、釜山港は79、釜山新港では

59、こういう数値も示されました。コストの比

較というのは、端的に言って、40フィートコン

テナ1個当たりの取扱料金の比較、こういうこと

でした。ところが、不思議なことに、スーパー

中枢港湾の阪神港や伊勢湾港のコストについて

も、またそれ以外の港湾のコストについても、

国土交通省ははっきり答えません。

一方で、輸入貨物のリードタイムについては、

財務省関税局による輸入手続の所用時間調査結

果によるとして、スーパー中枢港湾以外の港湾

も含み、全国の港でリードタイムがほぼ1日に短

縮できた、こう国交省は言うんです。スーパー

中枢の港湾だからリードタイムが短縮したわけ

でもありません。こんな総括しか出てこないスー

パー中枢港湾とは一体何だったのか。そこで伺

います。

副管理者が検討したいと答えた名古屋港のコ

ンテナ取り扱いに係るコストの試算結果はどう

なりましたか。釜山港に伍する港を目指す戦略

を立てたんだったら、当然名古屋港と釜山港と

のコスト比較をしたと思いますが、名古屋港の

コンテナ取り扱いのコストについて、はっきり

数値で示していただきたい。

スパ中港湾全体で2割弱のコスト低減だが、

個別港湾ごとには不明

【企画調整室長】スーパー中枢港湾の総括にお

ける港湾コストの試算の考え方は、京浜港のみ

ならず、伊勢湾を含めたスーパー中枢港湾全体

のもの。それによると、平成20年時点における

コストは2割弱の低減となっており、個別港湾ご

とのコストは、現在のところいまだ明らかにさ

れていない。国の試算の考え方が明らかになっ

た段階で、その考え方を踏まえ、検討する。

スーパー中枢港湾構想による名古屋港へ

の貨物集約の進展はどうか

【山口議員】コスト削減には、コンテナ取り扱

いの絶対量をふやして、だから1個当たりのコス

トを削減する、こういうことも重要です。しか

し、もうそもそもスーパー中枢港湾の指定を受

けなくとも、国内では、京阪、伊勢湾、阪神、

この3港湾で既に圧倒的なコンテナ取り扱いのシェ

アを占めています。スーパー中枢港湾構想によっ

て、この3港湾への貨物の集約がどれだけ進んだ

のか。また、名古屋港への貨物の集約がどれだ

け進んだのか。産業の発展に伴う貨物の増加で

はなくて、スパ中政策により貨物をどう集めた

のか、この実績をそれぞれの数値でしっかり示

していただきたいと思います。

産業の発展に伴う増加分を別にして貨物

の集荷実績をはかることは困難

【企画調整室長】産業の発展に伴う増加分を別

にして貨物の集荷実績をはかることは困難。一

つの目安として、日本の実質GDPと本港の基幹航

路のコンテナ貨物量の伸びを比較すると、日本
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の実質GDPは平成15年から平成20年で8.1％増加、

これに対し本港の基幹航路のコンテナ貨物量の

伸びは14.2％と増加しており、経済成長率を上

回る貨物量の伸びが見られます。

ハイパー中枢港湾戦略での国際競争力強

化とは何か

【山口議員】国の重点投資先をスーパー中枢港

湾の3港湾に絞ったものの、この間の圧倒的なア

ジアの経済発展の中で、日本の港湾の地位は相

対的に低下してきました。危機感を持った国は、

さらなる国策として国際戦略港湾、ハイパー中

枢港湾へと重要港湾の絞り込みを進め、港湾の

国際競争力を維持強化しようとしています。次

に、この国策と名古屋港との関係について、幾

つか伺います。

まず、港湾でいうところの国際競争力の強化

とは、一体何のことなんでしょうか。具体的な

目標は、日本での基幹航路の維持と聞いていま

す。港湾コストを下げて、釜山港へ流れたフィー

ダー貨物を奪還し、特定のハブ港、トランシッ

プ港にその貨物を集約させることで基幹航路を

維持する、これが国際競争力の強化だ、まずこ

ういう理解でよろしいですか、伺います。

コスト低減、効率性・利便性の向上

【企画調整室長】コスト低減、効率性・利便性

の向上を図ることで、地域産業の国際競争力強

化とともに、県民・市民生活を支えていくこと

と考える。

選定にはずれたら他港に貨物を集中するのか

【山口議員】港湾の国際競争力を強化するため

には、このように1～2カ所の特定港湾に貨物を

集中させることが国策として必要だ、このこと

を仮に認めるとしても、問題は地域の産業経済

との関係です。端的に伺いますが、名古屋港が

選定から外れた場合でも、この国策に従って名

古屋港、つまり中部経済圏からの貨物を国が選

んだハイパー港湾に集中させるおつもりですか。

また、逆に選ばれたとき、選に漏れた京阪、

阪神、北九、ほかの地域から名古屋港に貨物を

集中させることができるんですか。国はそうい

う誘導をするんでしょうか、あわせて答えてい
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計画書の概要（平成２２年５月７日）

1.目指すべき位置づけ

輸出力でモノの流れを倍増させる「国際産業ハブ港」

【「官」から「民」へ そして、「伊勢湾」から「世界」へ】

（1）輸出の価格競争力を伊勢湾の総合力で支える。

（2）特区制度の導入等（1国２制度、免税等）により、

釜山と渡り合える国際産業ハブ港を目指す。

（3）日本の真ん中と産業物流ネットワークを活かし、

国内外の広域からの貨物集約を強力に推進する。

（4）「官」から「民」を加速させた一元的管理経営体

制、IT自働化ターミナルなどの先駆的な取組をさらに

進化させ、アジア主要港に対抗しうる国際競争力のあ

る港を目指す。

（5）名古屋港と四日市港は、一港化を視野に入れて、

両港の連携施策を進める。

2.目標貨物量

3.実現のための主な方策

基幹航路維持・強化のためのコスト低減

・公設民営化の推進による施設使用料の低減

・世界展開を視野に入れたIT自働化ターミナルの拡大

基幹航路維持・強化のための広域からの貨物集約

・内航定期船ネットワークの活用

・高速道路ネットワークの活用

・敦賀港との連携

・国内配送拠点の立地促進

戦略的な港湾経営

・コンテナターミナルの一元的管理経営体制の構築

・戦略的なポートセールスの実施

4.実現のための体制

（1）一元的管理経営体制

（財）名古屋港埠頭公社を株式会社化し、各ターミナ

ル経営体による一元的管理経営体制を検討する。

（2）四日市港との連携

名古屋港と四日市港の一開港化の早期実現。一港化を

視野に入れた、連携施策の推進を図るための協議会の

設立。

現状（2008年） 2015年

→

潜在能力

外貿コンテナ
貨物取扱量

280万TEU 365万TEU

1100万TEU
内、北米航路
貨物取扱量

40万TEU 62万TEU



ただきたい。

外れても港湾の国際競争力強化に取組む

【企画調整室長】選定されなかった場合でも、

引き続き、背後のものづくり産業を物流で支え

るため、港湾の国際競争力強化に資する施策に

取り組んでいく。

基幹航路及びトランシップ機能は必要か

【山口議員】国がどんなに港湾の絞り込みを図

ろうとしても、背後地の産業にとっては、近く

の港を利用するのが一番便利です。貨物がある

限り船はやってきます。国策上の重要港湾の絞

り込み結果にかかわらず、名乗りを上げた4港湾

の存在価値は変わらず、それぞれの地域の産業

に見合う貨物の需要はあります。戦略港湾に選

定されるかどうかではなく、後背地の産業に見

合う港づくりこそが必要ではないでしょうか。

ハブ港として中継貨物の取り扱いをふやすこ

とが地域産業の発展に本当につながるのか、私

にはよくわかりません。基幹航路の維持やハブ

港、トランシップ港が、本当に今日本や名古屋

に必要なのかが問われていると思います。そも

そも基幹航路とは何を指すんでしょうか。

基幹航路が名古屋港の貨物需要に占める位置

は、アジア経済の発展の中でどう変化してきた

のか、これを答えていただきたい。ハブ港が釜

山ではなぜいけないのか。背後地の産業構造と

は直接関係のない貨物の積みかえ、トランシッ

プ機能がなぜ名古屋港に必要なのか、答えてい

ただきたいと思います。

基幹航路は大変重要、トランシップ機能も必要

【企画調整室長】欧州・北米の基幹航路におけ

る本港の貨物需要に占める変化は、最近10年間

では中国を初めとするアジアの荷動きは急拡大

していますが、基幹航路も75万TEUから88万TEU

に増加している。基幹航路の維持は、ものづく

り産業を守るためには大変重要であり、トラン

シップ機能も貨物集荷のために必要と考えてい

ます。

コスト、環境面で問題が多い高速道路網

による自動車輸送の計画でいいのか

【山口議員】国際戦略港湾の新方針に、私は余

り右往左往する必要はないと考えます。そのこ

とを前提にしながら、名古屋港の計画書、計画

書といっても私たちには概要しか見せられてい

ませんが、この計画書を見ると、首をかしげざ

るを得ない点が幾つもあります。以下、問題点

を指摘し、当局の見解を求めたいと思います。

第１に、国の方針とのずれです。まず、モー

ダルシフトに関する点です。港湾政策というか

らには、当然ながら内航フィーダーの重視が一

つのポイントになってきます。ハブ港というの

なら、全国各地から船で貨物を集めてくること

が選定上も大きな比重を占めるポイントになっ

ています。自動車輸送から鉄道や船舶の輸送へ

と切りかえていくことは、環境負荷を減らすた
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めにも有効な施策です。

ところが、名古屋港の集荷戦略は、ほかの3港

の計画に比べても極端に高速道路網による自動

車輸送に頼っているのではありませんか。日本

海側からの集荷も敦賀で一たん高速道路の自動

車輸送に切りかえ、名古屋に運ぶ。この計画は、

コストはもちろん、環境面でも問題です。しか

も、高速道路の無料化推進が名古屋港の計画の

前提ではないんですか。自動車輸送の比率を幾

ら減らすかが欠如した計画は、環境重視の時代

にはふさわしくないと考えますが、この点はい

かがでしょうか。

特定区間、特定車両の高速料金無料化を要望

【企画調整室長】広域からの新たな貨物集荷と

しては、内航船による集荷及び自動車輸送によ

る集荷を考えており、このうち8割ほどは内航船

による集荷を考えています。また、自動車輸送

による貨物集荷の促進を図るため、特定区間、

特定車両の高速道路の料金の無料化を国に要望

している。

国の絞り込み戦略こそ無意味ではないか

【山口議員】二つ目に、産業、貿易の総合力で、

管理者がよくおっしゃいますが、総合力で名古

屋港を売り込む姿勢についてです。

名古屋港は確かにこの地域の産業を総合的に

支える港であり、それを誇りに思うことは何ら

問題はありません。ところが、国の今回の選定

方針は、あくまでコンテナはコンテナ、バルク

はバルク、しかも、バルクは穀物や石炭、鉄鉱

石など品目ごとに戦略港湾を選定する、こうい

う可能性が高まっています。残念ながら、総合

力は全く評価の対象になっていないのではあり

ませんか。

とりわけ、河村管理者が先ほどもお話しされ、

「広報なごや」6月号にもわざわざ書かれていらっ

しゃる、マイナス18メートルバースのコンテナ・

バルク共用構想は、全く評価の対象とはならな

い。私は国交省の担当者からそう聞きました。

本気で選定されるおつもりだったら、国のねら

いに沿った計画を提案すべきですが、そうなっ

ていないと私は思います。

伊勢湾は中部の産業経済の力と一体でこそ価

値がある、そういう総合港湾だと言うんだった

ら、国の絞り込み戦略こそ無意味だとはっきり

主張すべきです。国の方針と名古屋港の計画書

はずれているとは感じませんか。

総合港湾としての重要性を国に訴え

【企画調整室長】以前から、総合港湾としての

重要性を国に訴えてきた。今回の選定基準に総

合力は定量評価の対象にはなってないが、総合

的な評価を行う場合の考慮事項となっており、

伊勢湾の強みであるバルク貨物を含めた総合力

を訴えています。また、5月17日に国土交通大臣

に面会した際、航路をコンテナ・バルクで共用

することについては、「大事なことであり、検

討委員会委員の前できちんと説明してほしい」

との発言がありました。

貨物の伸びと開発計画が過大ではないか

【山口議員】第２に、貨物の伸びと開発計画が

過大なことです。選定のポイントの一つが、港

が発展する余地、いわゆる伸び代だと言われた

からといっても、余りにも極端。釜山港のコン

テナ取扱量は名古屋港の4.7倍です。将来構想と

はいえ、コンテナ貨物で釜山港並みを目指す、

1,100万TEUと言いますが、それだけふえる根拠

が本当にありますか。はっきり示してください。

国は貨物の集約については経済成長を見込ま

ず、貨物の全国からの集約能力を比較するのが、

経済発展でふえるのではなくて全国からどれだ

け集めて貨物をふやすかが、今回の選定方針の

ポイントではないんでしょうか。

あわせて、ポートアイランドを「平成の楽市

楽座」と位置づけているようですが、まだどこ

の自治体に帰属するのかも定かでない土地の開

発計画を一部事務組合の提案として国に出して

よいものでしょうか。関係自治体の合意形成も

ないままの提案には同意できません。これは国

も戸惑うんじゃありませんか。伊勢湾の真ん中
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に新たな産業拠点を形成することは、環境面で

も大きな影響があり、単純に「夢があってええ

じゃないか」、これでは済みません。結果的に

公害をまき散らしてしまった一時代前の臨海部

の大型開発とどう違うのか、この点もきちんと

説明をいただきたいと思います。

伊勢湾の将来的な開発空間の潜在能力を算定

【企画調整室長】計画書は、貨物の集荷につい

ては経済変動による影響は見込まないこととし

ており、計画書に記載している1,100万TEUは、

伊勢湾における将来的な開発空間の潜在能力を

算定したものです。ポートアイランドは、将来

の構想として、1国2制度や免税等を活用した経

済特区による大規模な開発空間としての利用の

可能性を提案したものです。

コストを下げる戦略を具体的に示せ

【山口議員】第３に、コストを下げる戦略につ

いてです。初めにスーパー中枢港湾の名古屋港

での港湾コストについて質問しましたが、釜山

港並みのコスト低減を目指すとするならば、名

古屋港のコストの構造を分析し、どこに問題が

あり、どこをどう下げるのか、これを具体的に

示していただきたい。

例えば、港湾で働く労働者の労働コストが高

いのか、入港料や岸壁使用料などの公共料金が

高いのか、具体的な分析は聞いたことがありま

せん。この現状分析もあいまいなままで「コス

ト、コスト」と言って民営化と規制緩和ばかり

言われても、的外れな戦略になるのではありま

せんか。京浜港の計画書では、国がこれだけ支

援してくれたらこれだけコストが下げられる、

国策でコストダウンせよと言うんだったら、そ

の分国がしっかり支援しなさい、と書いてあり

ます。本港はこの点でも、国に支援を求める点

で余りに消極的ではないでしょうか。

民間事業者間の取引費用は把握しづらい

【企画調整室長】港湾コストについては、公共、

民間にわたるさまざまな構成要素があり、特に

民間事業者間の取引に係る費用は把握しづらい

ところがある。伊勢湾の計画書では、飛島ふ頭

南側コンテナターミナルや鍋田ふ頭第3バースで

採用している岸壁などの下物は公共側、荷役機

械や舗装などの上物は民間側とする公設民営化

を他の既存ターミナルへも展開し、さらに施設

の最大活用を図ることにより、コストの低減を

目指すことを提案している。この施策を実現す

るために必要な国の支援は計画書の中でしっか

り記載し、要請している。

民主的な合意形成への努力が足りない

【山口議員】第４に、この計画書、言いかえれ

ば名古屋港の将来構想を国に提案するというの

に、議会への説明も、そして港湾労働者や中小

の事業者との協議も、管理組合内部の職員との

協議も不十分で、民主的な合意形成への努力が

余りにも足りないんじゃありませんか。

国際競争力の強化だ、選択と集中だと脅かさ

れて、際限のない大型開発と規制緩和の悪循環

にはまり込むのは問題です。国とも対等に議論

して、選定方針そのものに問題があれば、遠慮

なくこれは指摘する。そういう強い構えを関係

者の合意のもとに確立することこそ大切だと私

は考えます。

国策に振り回されることなく、名古屋港の将

来発展の方向は、すべての関係者と落ちついて

協議を重ね、丁寧に民主的につくり上げること

を強く求めるものです。

関係機関との十分な議論の上、進める

【企画調整室長】計画書は、愛知県、名古屋市、

地元経済界、荷主企業、港湾関係者等による検

討会で取りまとめられた。具体化に当たっては、

本組合議会を初め、関係機関との十分な議論の

上、進めていく必要がある。国から提示された

スケジュールの中、どうすることが将来の名古

屋港、中部地域の発展のためになるのかを第一

に考え、選定に向けて、政府等への積極的な働

きかけも含め、全力で取り組んでいる。
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この地域と経済を支える役割を果たして

いけるのか（再質問）

【山口議員】国際戦略港湾の選定をめぐる問題

ですけれども、冒頭に答えられましたが、選定

方法も、結局専門家による採点結果は公表する

ともしないとも言われなかった。参考にするだ

けで、政治的に決定するわけです。だから、私

はこの点で公平性への疑問が消えません。選定

作業そのものが信頼できない。こういうときで

すから、国のオウム返しで、国際競争力のため

の選択と集中が必要だと呪文のように繰り返す

のは、もうやめたらいいんじゃないか。山田専

任副管理者に、以下３点伺います。

室長の答弁は、結局のところ、この戦略港湾

に選定されてもされなくても、国の政策だから

といって無理やり特定の港湾に貨物が集約され

ることはあり得ないし、名古屋港ももちろん他

港へ貨物を回すつもりはない、どこまでもこの

地域の経済と産業を支える、それが名古屋港の

役割だ、こういう答弁だったと思いますが、そ

ういう理解でよろしいか、これは1点、まず確認

をしたいと思います。

選定されるよう最大限の努力をしていく

【専任副管理者】仮に伊勢湾が選定に漏れた場

合、これからの新たな施設整備に支障が生じた

り、あるいは選定された港湾に一層基幹航路の

集約が促進されることによって、背後産業の国

際競争力が低下することが非常に懸念される。

今回の国際コンテナ戦略港湾に選定されるよう

最大限の努力をしていく必要があり、ぜひ議員

の皆様方にも力強い御支援をいただきたい。

現状分析もないままでは科学的な根拠を

もった港湾政策ではない

【山口議員】２つ目、残念ながら、国際競争力

の中身を幾ら尋ねても、明快な答弁は出てきま

せん。答弁では、背後地の産業の競争力が問題

なんであって、港湾独自の競争力については、

貨物をどれだけ集める力があるかとか、コスト

をどれだけ安く下げることができるか、こうい

う肝心の指標を聞いても、明確な答弁は出てこ

ない。この総括なしに新たな方針は立てられな

い。釜山港とのコストの比較もできないまま、

現状分析もないままで、ひたすらコストの低減

を図ってまいりますと、こういう答弁を続けら

れても、これは科学的な根拠を持った港湾政策

にはならないと思うんですが、副管理者、この

点はどうお考えなのか、答えていただきたい。

港までの輸送費と港湾のターミナルコス

トの低減について検討

【専任副管理者】日本発着貨物の中で、釜山港

を経由してフィーダーされている貨物をどうやっ

て日本に奪還するかということが求められ、港

までの輸送費と港湾のターミナルコストの低減

について検討を行った。港までの輸送費は、地

方港から釜山港までのフィーダー輸送費と地方

港からこの伊勢湾まで持ってくる内航輸送費あ

るいは内陸輸送費について、これは民間からの

ヒアリングも行ってコストの比較分析を行って、

具体的にコスト低減のための手法についても検

討を行った。

また、ターミナルコストの低減には、公設民

営化を推進するなど、施設使用料の低減策とい

うものを打ち出しています。これらのコスト低

減策の実現に向けて必要となる支援も、国にしっ

かりと訴えたい。

アジア各港との新たな強調、共存共栄を

真剣に考えるべき時ではないか

【山口議員】３点目に、アジア航路の成長、ア

ジアの各港湾の発展という状況を踏まえたとき

に、日本の港湾政策はどうあるべきか。この10

年間ですけれども、港湾におけるコンテナ取扱

貨物量は、全世界で3倍にふえました。ところが、

アジアの伸びは3.6倍。世界じゅうで扱うコンテ

ナ貨物の約5割を今アジアで担っています。その

中で、アジアの伸びは3.6倍ですが、日本のコン

テナの伸びは1.8倍どまりです。アジアの各港と

北米・欧州への基幹航路の地位を競争し合うよ
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りも、この成長著しいアジア各港との新たな協

調、共存共栄ということを真剣に考えるべきと

きが来ていると私は考えますが、この点はどう

お考えなのか。

急成長するアジア諸港との物流も重要

【専任副管理者】欧州・北米向けの基幹航路の

維持拡充は非常に重要なことだが、急成長する

アジア諸港との物流も重要と考えています。現

在、この貨物の伸びに対応するために、鍋田ふ

頭コンテナターミナル第3バースの整備を推進し、

今回の提案書の中でも、成長著しいアジアの成

長を積極的にこの地域の発展に取り込んでいく、

そういった施策を提案している。

中部経済圏の身の丈に合った名古屋港の

運営を（要望）

【山口議員】コスト低減とまた言われたんだけ

ど、本港のコストが一体幾らなのか、幾つなの

か。高いのか、低いのか。どこが他港と比べて

問題があるのか。やっぱりこの数字が具体的に

出てこない。分析がまだできていないんじゃな

いかなというふうに、残念ながらこの点は指摘

せざるを得ません。これは私は、是か否かはと

もかく、競争をするとしても大前提の問題だと

思います。

その上で、今もお話がありましたが、名古屋

港はどこまでいっても背後地の産業を支えるの

が仕事であって、このポジションが国の特定の

政策で左右されることがあったら困るんです。

国の政策によって、名古屋港が外れたとしたら

ここが、名古屋港が選定されたとしたらほかの

地域が、要するに特定地域の産業の競争力が国

の政策によって大きなマイナスの影響を受ける、

こういうことがあっていいのか。こういう国策

自体がやっぱりおかしいんじゃないのと。

河村管理者が言うとおり、私も名古屋港は総

合力で勝負する港だと思っていますので、国の

こういう選定方針がおかしい。国策として基幹

航路の日本寄港を維持するための戦略だったな

らば、自治体が管理する港湾に必要以上の競争

を強いることはおかしいんだ。

これも国交省の担当者と話をしていたときに

出ましたが、基幹航路が日本で一つでもあれば、

釜山の料金は今のまま抑えられる。日本が全然

飛ばされちゃったら、釜山もきっと上げちゃう

んで、そっちに幾ら貨物を持っていっても、日

本の外航のフィーダーも貨物料金が上がる。だ

から日本では基幹航路が必要なんだと、この理

屈は私もよくわかります。ただ、特定の地域の

産業の競争力をそぐようなやり方で特定の港湾

に支援を集中する、これはおかしい。

もしも国策でそういうことをやるんだったら、

国の責任と負担を明確にして選定をするべきだ

し、国がしっかり負担をして、国の責任で基幹

航路を維持する戦略港湾をつくるべきだと思い

ます。それぞれ後背地の産業を背負っている各

港湾のポジションを無理やり変えるような国の

戦略には賛同しない方がいいのではないか。あ

くまでも名古屋港は中部の経済圏の身の丈に合っ

た、そういう名古屋港の運営に努めることを強

く要望いたします。

埋立事業会計からの資金借入による一括

払いで利払い節約を

【山口議員】PFI方式による新庁舎建設運営事業

について伺います。

さきの議員総会で説明されたとおり、新庁舎

の整備費用は約65億2,000万円、維持管理費用は

約27億3,000万円、合計約92億5,000万円を名管

本庁舎PFI株式会社に25年にわたって支払う予定

となっています。この支払い金額には、確定し

た額だと2.463パーセントの利息も含まれており、

その金利負担は約8億3,000万円となります。公

債も発行せず、支払いも平準化でき、PFIは財政

的にも有効だと説明されてきました。

ところが、予算審議の中で明らかになったの

が、本港の埋立事業会計にある資金約170億円か

名古屋市政資料№167 (2010年6月定例会）

- 71 -

PFI方式による新庁舎建設運営事業

について



ら180億円の存在です。

私は、幾らならこのう

ち一般会計に貸し付け

が可能なのかと尋ねま

したら、この資金の半

額程度、つまり85億円

から90億円程度なら貸

し付け可能だと、予算

の委員会では答えていただきました。

一般会計では、既にこの埋立事業会計から約

19億円を借りて、この新庁舎の建設費用の支払

いの一部に充当しています。こちらの金利は１

パーセントです。この金利差は大きい。PFI事業

者へ高い金利を支払い続けるよりも、埋立事業

会計から思い切って資金を調達して一括現金払

いにすれば、少なくとも金利の差額分、約4億7,000

万円が節約できると思うのですが、いかがでしょ

うか。

財政が苦しいんだったら、どうして高い利息

を支払い続けるのか、理解に苦しみます。今さ

らPFI契約を解除せよとは、私は今は言いません

が、管理運営はきちんとやっていただくとして

も、支払いは一括でも問題ないんじゃありませ

んか、答弁を求めます。

金融機関の監視が機能しなくなる

【総合開発担当部長】一括発注、性能発注によ

りコストを削減できること、かつ、割賦払いに

より財政支出が平準化できること等より、議会

の議決を得てPFI方式を採用している。PFI事業

は、PFI事業者が金融機関から資金調達をするこ

とが基本で、金融機関が事業期間にわたってPFI

事業者の財務状況を監視するスキームとなって

いる。埋立事業会計から資金を調達して一括払

いすることは、金融機関の監視が機能しなくな

る。

現本庁舎の跡地利用の見通しは

【山口議員】当初の計画にあったホテル事業は

いまだに頓挫したままですが、経済情勢が大き

く変わってきた中で、ほかの計画も心配です。

とりわけ、現庁舎跡地を利用した複合施設に関

して、当初の計画どおり、有料老人ホーム、商

業施設、賃貸マンションの入居が見込めている

のか、この点で現状と見通しを示していただき

たいと思います。

有料老人ホームと商業施設を秋ごろをめ

どに事業計画確定したい

【総合開発担当部長】住友林業株式会社が、当

初の計画どおり、複合施設の開発に向けて、愛

知県に有料老人ホームの申請を行い、商業施設

においてはテナント事業者と調整を行っている。

今後は、平成23年3月の敷地貸付本契約締結に向

けて、本年秋ごろをめどに事業計画を確定でき

るよう協議を行っていく。

PFI事業は金融機関に新たなもうけ口を提

供するための仕掛けにすぎない（意見）

【山口議員】新庁舎の建設と管理運営について、

金融機関から資金を調達した営利企業にゆだね

ますが、そのPFIの会社がちゃんと仕事をするか

どうか、金融機関に監視させるために、結果的

に相対的に高い金利を支払う、こういうお答え

だったと思います。

イタリア村のときに十分監視ができなかった、

こういう反省があるかと思うんですが、イタリ

ア村じゃありません。本庁舎です。直接役所が

管理運営すれば、こんな金融機関に監視させる

手間と費用はかかりません。これだけ見ても、P

FI事業は、結局のところ、こういう金融機関に

新たなもうけ口を提供するための仕掛けにすぎ

ないと言わざるを得ないと思います。埋立事業

会計の資金を有効に活用することを強く要望し

ておきます。
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旧庁舎と新庁舎建設予定地（下）
新庁舎（右）
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閉会中の委員会の概要

トワイライトスクール事業者選定問題調査特別委員会 さとう典生議員、田口一登議員

市長、藤岡元アドバイザーの「圧力」問題の解明を
２月議会で設置が決まったトワイライトスクール

事業者選定問題調査特別委員会は、これまでに３回

開催されています（3月30日、4月6日、15日）。委

員会で明らかになった問題について、その概要をお

知らせします。

異常な藤岡元アドバイザーの行動

トワイライトスクールの運営は、これまで市外郭

団体の教育スポーツ振興事業団が一括して受託して

きましたが、河村市長の強い意向により昨年秋に民

間公募する方針が示され、昨年１２月から公募・選

定作業が行われました。結果は、全学区でこれまで

通り事業団が運営することになりましたが、事業者

選定に際して、元市経営アドバイザーの藤岡喜美子

氏が、自らが関係した団体に受託させることを目的

に、市当局に圧力をかけたのではないか、という疑

惑が新聞で報道され、２月議会で調査特別委員会

（地方自治法第100条に基づく調査委員会、いわゆ

る百条委員会）が設置されることになりました。

市経営アドバイザーとは、市長の委託を受け、行

政経営に関する事項を調査し、意見・提言をする専

門委員。藤岡元アドバイザーは、主に子育て関係の

施策などについてアドバイスを行っており、トワイ

ライトスクールについても昨年10月28日にアドバイ

ザー会議で助言を行いました。

ところが、1月8日にトワイライトスクールの応募

受付が終了すると、藤岡氏は14日に来庁し、応募団

体の一つであり、藤岡氏が関係する「一般社団法人

地域社会活性化推進協議会」（以下「地域協」）が

市長あてに提出した文書を持参して事実確認。それ

以降、「審査委員の審査能力に問題がある」などと、

選定過程に疑義をはさむ内容の６通の文書・メール

を市当局に提出し、直接来庁して意見を述べたこと

もありました。意見の中には「審査方法の変更を」

「少なくとも５０以上は事業団以外が採択を」など

と選定結果に圧力を加えるような内容も含まれてい

ます。

さらに、河村市長は、選定作業の終盤となる2月

11日に選定委員５名と面談。選定結果が2月23日に

公表される以前の2月19日、市長への選定結果報告

の場に藤岡氏を同席させるということまでおきてい

ます。

藤岡氏と団体との関係、市長の関与は？

疑惑の焦点は、藤岡氏の行動が一般的な助言の範

囲なのか、それとも特定の団体の利益を図るための

「圧力」なのか、また市長の関与はどの程度あった

のかなどです。藤岡氏がアドバイザーとしての地位

を利用して、自らの関与する団体が事業を受けられ

るように働きかけたとすれば、事態は重大です。

藤岡氏は、２月議会での参考人招致の際「応募団

体の理事がうちのNPOの評議員だといっても、深い

関係ではない」などと述べていました。しかし、百

条委員会での田口一登議員らの質問によって、藤岡

氏の異常な行動が、1月12日に地域協が市長にあて

たとされる文書を作成の2日後の14日に持参して来

庁していることが明らかになり、地域協と藤岡氏は

相当に親密な関係であることがうかがえます。また、

2月19日の結果報告の際の藤岡氏同席は、市長の指

示であることも明らかになり、市長サイドの影響力

も大きかったことが判明しました。

今後は、藤岡元アドバイザーや市長を百条委員会

に招致して質問するなどして、真相解明が進められ

る予定です。

藤岡元アドバイザーが関係する団体
「一般社団法人地域社会活性化推進協議会」

藤岡氏が関係する団体とは一般社団法人地域社会活性化推

進協議会」で、法務局への登記によれば、設立は２０１０年

１月６日。トワイライトスクール運営への応募締切の２日前

です。理事の一人が藤岡氏が事務局長を務める「市民フォー

ラム２１NPOセンター」の評議員であり、別の理事は、同じく

藤岡氏が事務局長を務めていた「河村サポーターズ」の世話

人です。理事の多くは、派遣会社や広告会社の経営者で、青

年会議所（JC）の役員もいます。
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5月14日 総務環境委員会 梅原紀美子議員 くれまつ順子議員

請願審査 「環境科学研究所の存続」を採択
５月14日に行われた総務環境委員会で、環境科学

研究所の存続を求める請願が全会一致で採択されま

した。河村市長の行財政改革の目玉の一つとして環

境科学研究所は24年度をめどに廃止される方針でし

たが、日本共産党や住民などの運動もあり、２月議

会で市長が「廃止ではなく見直し」と明言、今回の

請願採択となりました。市は、市民の健康と安全を

第一に、今年度中に再編計画を検討し、24年度から

新体制でスタートするとしましたが、行革路線は変

えておらず今後も注視が必要です。くれまつ議員は

「市民の生活環境を保全し環境行政を推進、科学的

なデータを作ってきた役割は重要で、一層の充実を

もとめる」と採択を求めました。

そのほか、日本共産党は政務調査費領収書公開の

請願は採択を、議員定数半減、報酬半減の請願は不

採択を主張しましたが、すでに決まっていることと

して「打切り」となりました。

２月議会で自民党が提出した「住民投票条例」案

の審査では、くれまつ議員が「有権者の１/10＝約18

万人の署名があれば住民投票実施の市民要望がある

ということであり、議会同意は必要ない。投票項目

に制限は不要であり、永住外国人も投票できるよう

にするべきだ」と提案しました。自民党議員は「議

員の過半数でなく1/3の同意にハードルを下げた。外

国人参政権は国が検討しており市が率先してやるこ

とではない」と聞く耳を持ちませんでした。他党は

だんまりで、質疑したのはくれまつ議員だけでした。

「品位」は人格問題、議決すべきでない
日本共産党が主張し採択から「保留」に
市長の議場での不規則発言等による議事妨害に関する

請願について、くれまつ議員は「言いたいことはわかる

が、市長の行動、発言を議会として拘束するようなこと

は請願審査になじまない」と指摘し、審議打ち切りを求

めました。しかし、採決することになり梅原、くれまつ

両議員が棄権する旨を告げ退席したところ、他会派から

も採択に慎重な意見が出され、その後の審議の結果「保

留」となりました。

5月17日 教育子ども委員会 かとう典子議員

中学卒業までの通院医療費無料化採択を！

５月１７日の教育子ども委員会では、２月議会で

受理された新規請願・陳情４件のほか、保留分１７

件を含めた請願・陳情審査が行われました。

保育関係の請願では、保育関係者の運動によって、

公立保育所での早朝保育の時間変更（７時３０分か

らに）が実現。民調費については、制度は維持され

ているものの、人勧による給与引き下げの影響や公

立保育所での管理費削減などが金額に影響していま

す。かとう議員は「管理費など公立を減らしたから

民間もというのでは、保育の質の低下になる。公民

ともに充実させるべき」と求めました。

学童保育関係では、補助基準を国にあわせたこと

で土曜日午前中や高学年対象、障害児加算の増額な

どの要求が実現。しかし補助基準額の見直しで少人

数の学童保育所の補助基準額は切り下げられていま

す。かとう議員が「予算修正で今年度は１００％の

緩和措置がとられるが、次年度以降はどうなるのか」

と質したところ、当局は「今年度１年間状況を見さ

せてもらい来年度どうするかを検討する」と答弁し

ました。

医療費無料化 民主は後ろ向き

また中学校卒業までの通院医療費無料化について、

かとう議員は「中学校卒業までの医療費無料化は、

市長の公約であり、全会派が要求していることだ。

請願を採択して必ず実施できるようにすべき」と主

張しました。一方、民主党の日比議員は「医療費無

料化はできればいいが、財政状況からいってできる

のか」などと後ろ向きの発言。自らの会派の予算要

求に責任を持たず、市長の公約違反を擁護する態度

は許されません。かとう議員は採択を求めましたが、

結果は保留となりました。

請願審査
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5月26日 総務環境委員会 田口一登議員 くれまつ順子副委員長

「中期戦略ビジョン」 憲法の精神を市政運営にいかせ
名古屋市の総合計画「中期戦略ビジョン(案)」に

ついて、６月市議会での議決に先立って各委員会で

説明があり、それぞれ委員から意見が出されました。

このうち総務環境委員会では総論をはじめ４５に

区分された施策のうち、総務局と環境局に係る施策

の現状や課題、目標値などについて議論が行われま

した。

基本構想での「憲法の精神」堅持を

名古屋市は、「憲法の精神」を「まちづくりの基

本理念」とする「基本構想」を市議会の議決を経て

定めています。田口議員は、「基本構想」と中期戦

略ビジョンとの関係について質問。当局は、基本構

想が市政運営の「最高の指導理念」（総務局企画課

長）であり、中期戦略ビジョンも、「基本構想を指

導理念とし、その実現をはかることを目的として定

めるもの」（堀場企画調整監）であることを認めま

した。

田口議員は、市長が「憲法の精神」にもとづくま

ちづくりを進める立場にあることを確認。ところが、

河村たかし市長は、タウンミーティングの場で「憲

法９条の改定」を公言していると指摘し、「『憲法

の精神』を踏みにじる行為ではないか」と追及。市

長が基本構想の理念である「憲法の精神」を踏みに

じることは許されないと念押ししました。

地域委員会の目標箇所数はふさわしくない

具体的な施策のうち、地域委員会について田口議

員は、「住民自治を発展させる側面もある」と述べ

つつ、まだモデル実施の検証が済んでいない段階で

あり「実施箇所数を成果目標に掲げることは、現時

点ではふさわしくない」と見直しを求めました。

田口議員はまた、市長マニフェストにある「冷暖

房のいらないまちづくり」が施策の柱に掲げられて

いることについて、「ＣＯ２削減を目標とする地球

温暖化対策と自然をいかしたヒートアイランド対策

がごっちゃになっており、施策体系の整合性がとれ

ていない」と指摘。他の委員からも「冷暖房のいら

ないまち」の削除を求める意見が出されました。

日本共産党が
シンポジウム
（6月11日）

議員報酬について市民と激論

押しつけも、お手盛りもダメ
日本共産党名古屋市議団は11日、市教育館講堂で

「市民の皆さんと議会改革を考えるシンポジウム(第

２弾）」を行いました。

江上博之議員が議員活動の実態や日本共産党の報

酬についての考えを報告。池住義憲さん（立教大学

大学院教授）は、「議員活動に専念できる報酬が必

要で、第三者機関で検討を」と発言。本秀紀さん(名

古屋大学教授)は、ドイツの国会議員歳費を紹介し、

「歳費は議員と家族の『扶養費』と『経費保障』か

らなり、区別して議論を」などと話されました。

会場からは、市民１０人が発言。「市民の意見を

聞く姿勢がいい」「報酬削減ありきでなく、議員活

動とはどうあるべきかが理解されていない」「ボー

ナスは不要」「３割くらい減らしたら」などの意見

が出されました。



2月議会閉会後、６月議会終了までに市議団が行った申し入れや見解、声明、談話などは次の通りです。

１ 名古屋市会臨時会についての見解（4月12日）

２ 河村市長の「愛知県護国神社」への公的な参拝中止を求める申し入れ（4月15日）

３ 名古屋市議会運営等の改善についての申入れ（5月26日）

名古屋市会臨時会についての見解

2010年4月12日
日本共産党名古屋市議団
団長 わしの恵子

河村たかし市長が4月19日に招集する名古屋市会臨時会について、日本共産党名古屋市議団の見解を述

べます。

第１に、今回の臨時会は市民の立場から見て開催する必要性や大義がありません。２月定例会において

今年度当初予算をはじめ必要な決定はおこなわれており、あえて臨時会を開いて予算や条例を決定しなけ

れば市民生活と行政執行に困難や支障がおきるという問題はありません。

今臨時会の招集は、市長が「市民と議会の対立」構図をつくり、市民犠牲と民主主義破壊を推進しようと

するためのものであり、言語道断です。

第２に、議員報酬のあり方は、首長と議会の２元代表制のもとで、市長が議会に押し付けるべきことで

はありません。わが党議員団は、「名古屋市議会の改革推進のための提言」を示し、議員報酬は市民参加

の報酬調査検討会（仮称）を議会に設け、市民感情を十分尊重して引き下げることを提案しました。

私たちは、議員報酬のあり方は、議会制民主主義の役割を十分果たさせるために、市長による「報酬半減」

押し付けや議会のお手盛りでなく、市民の意見を十分に聞き検討すべきものと考えます。

第３に、河村市長の「市民税減税」の恒久化は、大企業・金持ち優遇減税の仕組みを固定化し、その財

源捻出のために福祉・市民サービスの削減・後退を継続的に強行するものです。この「減税」は、１年限

りであっても公約違反の金持ち減税という本質は変わりません。

第４に、８地域で始まった地域委員会のモデル事業は、様々な問題が指摘されており、実施拡大には慎

重さが求められています。いま必要なことは８地域のモデル事業の実践と効果を検証し問題点と課題を明

らかにすることです。

この間の一連の市長提案は、憲法の２元代表制を否定して議会の権限を弱め、福祉や市民サービスにた

いする市の責任を大きく後退させる危険なものです。

日本共産党市議団は市長の強権的な市政運営を許さず、市民の暮らしと民主主義を守るために全力で奮

闘するものです。

河村市長の「愛知県護国神社」への公的な参拝中止を求める申し入れ

2010年4月15日
名古屋市長
河村たかし様

日本共産党名古屋市会議員団
団長 わしの恵子

河村市長は、4月29日に愛知県護国神社の春の例祭に名古屋市長として参拝することを明らかにしてい

ます。新聞報道によれば、河村市長は、「（軍人に）市長として感謝の気持ちを表したい」として、「名
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声明・申し入れ など



古屋市長」と記帳するとのことです（「中日」4月9日付）。

歴代市長が参拝した際は、「遺族会顧問」などの肩書で参拝しており、市長の肩書きではなかったとい

われています。これは「政教分離」を定めた日本国憲法を遵守するならば、守るべき最低限のことです。

宗教は個人の内面の問題であり、国家・政治はどんな宗教にも特権をあたえたり、差別的にあつかったり

してはならず、信仰に対するいかなる政治的介入も許されません。「政教分離」の原則は、戦前の日本が、

国家神道を全国民に強制する政教一致政策によって国民を戦争に動員したという痛苦の教訓からも導き出

される民主的原則です。

河村市長が憲法遵守義務を冒して、あえて「市長の肩書」で参拝することは、憲法と民主主義を乱暴に

踏みにじる許されざる行為です。

河村市長は、衆議院議員時代から９条改憲・軍隊保持・靖国参拝を表明しており、市長となってからも、

市議会で、日本がおこなった戦争を「侵略戦争」と認めず、南京大虐殺の事実そのものを否定しています。

今回の河村市長の護国神社参拝は、このような侵略戦争肯定の歴史観にもとづく政治アピールであること

は明瞭です。

河村市長は名古屋市政の最高責任者であり、市長としての公的な立場で行う行為は、225万人市民を代

表する行為となります。市長の特異な歴史観にもとづく護国神社参拝を、公的な肩書で行うことは、市民

に特定の思想を押し付けるもので、断じて許されません。

よって次のことを強く申し入れるものです。

記

１、河村市長は、市長として愛知県護国神社に参拝しないこと。

名古屋市議会運営等の改善についての申入れ

2010年5月26日
名古屋市会議長 横井 利明 様
同 議会運営委員長 中川 貴元 様

日本共産党名古屋市会議員団
団長 わしの恵子

日頃からの議会運営に敬意を表します。

さて、名古屋市議会基本条例が制定され、新たな議会運営がスタートしました。「日本一市民に開かれ

た議会」をめざし、下記について申入れます。

記

１ 議会基本条例の具体化のための組織を立ち上げる。一人会派も含める。

２ 具体的項目

(1) 議会後の報告会を16区で行う。

(2) 議員報酬は、市長の押しつけでも、議会のお手盛りでもなく、市民参加・市民公開で引き下げを

実行する。

そのために、公募市民、学識経験者が参加した「報酬調査検討会（仮称）」を議会に設け、議員

の役割や市の財政事情を踏まえ、市民感情を十分尊重し、報酬の引き下げ額を検討する。

(3) 「議員平等の原則にのっとり」（議会基本条例第9条）会派別持ち時間制を廃止する。

(4) 議員の任期中に一回を予算化している海外視察旅費（１人120万円）は廃止する。

(5) 市政調査旅費（委員視察＝年間１人３０万円）は廃止する。
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資料１ 名古屋市議会の改革推進のための提言（4月7日）

資料２ 日本共産党市議団が政務調査費の収支報告書を発表（6月1日）

資料３ 議員報酬に関する日本共産党の提案（6月23日）

資料４ 住宅リフォーム条例・議員報酬の第3者機関条例（6月議会に提出）

（１）提言の立場

名古屋市議会の民主的改革は昨年秋以降、急速に進展しました。費用弁償の廃止と政務調査費の領収書全面

公開が実現し、「名古屋市議会基本条例」が制定されました。

こうした議会改革をすすめた原動力は、「政治を変えたい」という市民の世論と運動です。新しい政治を求

める市民の力は、2009年4月の名古屋市長選挙ではわが党をのぞく「オール与党」体制をくずし、同年8月の衆

議院議員選挙では自民・公明連立政権を退場させ、名古屋市議会を動かしています。

日本共産党市議団は、名古屋市議会の民主的改革に大きな役割を果たしています。政務調査費の減額と領収

書全面公開、議会出席１日１万円を一律支給する議員費用弁償制度の廃止、議員報酬の引き下げ、４年に１回

の慣例的な海外視察の廃止、議員の発言時間の十分な確保、議会審議の充実と市民傍聴の拡大、企業・団体献

金の禁止など、議会改革の課題を提言してきました。日本共産党市議団は提言するだけでなく、政務調査費領

収書の自主的な全面公開や費用弁償の受け取り拒否など、自ら率先して実行してきました。

昨年秋にはじまった名古屋市議会の自主的な改革の取り組みのなかで、委員会審議のインターネット中継の

実施、費用弁償の廃止、政務調査費の領収書全面公開が議会の合意となり、今年の２月定例会では「名古屋市

議会基本条例」が決定されました。日本共産党名古屋市議団は、先進的な議会基本条例になるように内容を提

案し、市議会の条例検討作業は“密室”ではなく、市民公開・市民参加でおこなわれるよう努力しました。

「名古屋市議会基本条例」は、議員と市長が市民から選出され、それぞれが市民を代表するという憲法の２

元代表制をあらためて確認しました。２元代表制を否定し、議会のチェック機能を弱め、市長の権限強化をは

かる動向が一部にあるだけに、２元代表制という憲法原則のもとでの議会・議員の役割の発揮をめざす名古屋

市議会の立場は重要です。

議会基本条例の制定は、議会改革のゴールではなく、スタートです。市民は、住民福祉と地方自治の拡充の

ために議会がしっかり役割を果たすよう求めています。名古屋市議会は市民の負託に応え、「日本一市民に開

かれた議会」「市民の願いに応える議会」をめざし改革をさらに前進させることが期待されています。

日本共産党名古屋市議団はこうした立場から議会改革の新たな課題を提言するものです。

（２）「議会基本条例」の具体化で生かすべき教訓

この間の議会改革の取り組みから学ぶべき教訓は次の点にあると考えます。今後、「名古屋市議会基本条例」

を具体化するうえで、十分に生かし発展させるべき点でもあります。

①議会経費の透明性と説明責任

教訓の第１は、市民の税を使う議会経費は住民福祉の増進のため「最小の経費で最大の効果を挙げること」

（地方自治法）が要請され、その使いみちには説明責任がともない、透明でなければならないことです。

議会出席１日１万円が交通費等として一律に支給される費用弁償制度が廃止されたことや政務調査費の領

収書等の１円からの提出と公開が義務づけられたことは、この教訓の重要性を示しています。

②従来の審議の慣行打破

第２は、従来の議会慣行にとらわれず、市民公開のもとでの審議を徹底することです。

国政と地方政治の激動のもとで、国民の政治的関心はかつてなく高まり、議会の動向に注目しています。

「オール与党」時代に横行した議会与党と行政の「なれあい」、「予定調和」、「密室審議」と批判される

ような議会運営の慣行は改めるべきです。

「全会一致議案」についても、会派間で合意されているからと審議を省略するのではなく、市民公開の委

員会での審議や本会議での質疑をおこなうことが求められます。
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また、本会議だけでなく、委員会審議にも市長の出席を求め、大いに討論すべきです。

③市民公開・市民参加の拡大

第３は、「市民が主人公」の立場をつらぬき、議会活動の市民公開・市民参加を拡大することです。

「名古屋市議会基本条例」の制定をめざす超党派の研究会活動は市民公開でおこなわれ、市民公聴会（パブリッ

ク・ヒヤリング）や市民からの意見聴取（パブリック・コメント）が実施されました。

委員会審議のインターネット中継、「３分間市民発言」、市民や学識経験者の意見を直接聞く公聴会・公

述人・参考人制度の活用は新しい取り組みです。

④政策提案・条例提案の活発化

第４の教訓は、議会の政策提案、条例提案の活発化です。

２月定例会では、各会派から予算の組み替え提案と動議、予算修正案、住民投票条例案などの議案が議員

から提出され、議員間の政策論議が活発になりました。

（３）さらなる改革の重点課題

日本共産党名古屋市議団は、名古屋市議会が次の重点課題に取り組むよう提言します。

①議員報酬の引き下げ

第１は、市民から「高すぎる」との批判の強い議員報酬の引き下げです。

現在、名古屋市議会は、現下のきびしい市民生活や市の財政事情を考慮し条例で定められた報酬額（月額

99万円）を特例措置として89万円に、10％減額しています。しかし、市民の雇用不安や所得低下は一段と深

刻化しており、条例報酬額そのものを特例措置以下に引き下げることが真剣に検討されなければなりません。

地方自治法第203条は議員報酬の支給を定めています。「名古屋市議会基本条例」は議員報酬について「議

員活動に専念できる制度的な保障が必要」と明記しています。市会議員は、市民の要求にもとづいて地方自

治を守り発展させる任務をもっています。そのためには、議会開会中にとどまらず、日常不断に市民との結

びつきを強め、調査研究や政策学習に励み、市政と市民を結ぶ活動に事実上専念しなければなりません。こ

のような議員活動を保障する報酬は、市民の意見を市政に反映させ、市民の参政権を生かすために必要な民

主主義の経費といえます。

議員を「政治ボランティア」として「無償化」すべきだとか、「報酬は低ければ低いほうがよい」という

主張がありますが、それでは一定の資産のある者以外は議員になることが困難になるという事態を生み、民

主政治の発展を妨げることにもなります。

議員報酬の基準は法律で決まっていません。「報酬半減」や「800万円」に合理的な根拠があるわけではあ

りません。議員報酬の額は、市長の押し付けでも、議会のお手盛りでもなく、市民参加・市民公開で検討す

ることが大事ではないでしょうか。

日本共産党市議団は、公募市民、学識経験者が参加した「報酬調査検討会（仮称）」を議会にもうけ、議

員の役割や市の財政事情をふまえ、市民感情を十分尊重し、議員報酬の引き下げを検討することを提案しま

す。

②参政権を保障し多様な民意を反映する定数が必要

第２は、市議定数については市民の参政権を保障し多様な民意を市政に十分反映する立場をつらぬくこと

です。

河村市長が２月定例会に提出した「市議定数半減」案にたいし市民から「乱暴すぎる」「議会破壊」「ファッ

ショ」などの強い批判がおきました。当然です。市長の議会攻撃の根底には、憲法の定める２元代表制を否

定する立場があります。

名古屋市議会の議員定数は現在75。「議員が多すぎる」という意見がありますが、地方自治法による名古

屋市の法定上限定数は88です。これが定数を考える基準です。現行75はすでに法定上限定数を13下回ってい

ます。定数の削減は、民意の削減であり、市民の参政権を弱めることにつながります。

日本共産党市議団は、少数意見をはじめ多様な民意を切り捨てる定数の削減や小選挙区導入、２人区拡大

に反対します。人口増には定数増で対応すべきと考えます。

③政務調査費の減額と使途適正化を

第３は、議員１人当たり月額50万円の政務調査費の減額と使途の適正化です。

日本共産党名古屋市議団は、かねてから政務調査費の領収書など使途を証する帳票類を自主的に全面公開
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し、残金を市に返還しています。

いよいよ政務調査費の１円以上の領収書の全面公開が実施されます。各会派と議員には政務調査費の使途

の説明責任を果たすことが求められます。市民の批判に耳を傾け、政務調査費の使途適正化と減額にすすむ

べきです。

④慣例的な海外視察や委員会個人視察の廃止を

第４は、慣例的な海外視察制度や委員会の委員視察制度の廃止です。

日本共産党市議団は議会・議員の海外調査や友好親善活動のすべてを否定するものではありません。それ

らは必要に応じて適切におこなわれるべきです。しかし、全議員を対象にした任期中に１度の慣例的な海外

視察（４年間に120万円）は廃止すべきです。

また、市議会の委員会でおこなわれている所属委員の個人視察（年間30万円）も、政務調査費を充当すれ

ばよいことであり、廃止すべきです。

⑤議会の広報活動の強化を

第５は、議会の広報活動の抜本的強化です。

議会に対する市民の最大の不満は「何をやっているのか分からない」ということです。市議会は情報公開

を徹底し、「議会基本条例」の規定を速やかに具体化し、広報活動を抜本的に強化すべきです。マスメディ

アやインターネットを利用した議会としての広報の拡充や議員の編集委員会による「市会だより」の発行な

どにより「議会が変わった」と市民が実感する議会の努力が求められます。

⑥企業・団体献金の禁止・自粛

国政でも地方政治でも、政治をゆがめる大もとには政治家への企業・団体献金があります。市政でも、献

金でつながった企業に公共事業受注の便宜をはかることや違法な企業献金を隠すための“回し献金”など不

明朗・不公正な問題がありました。

日本共産党の市会議員は企業・団体献金禁止を主張し、いっさい受け取っていません。公正で民主的な名

古屋市政を実現するため、すべての市会議員に企業・団体献金の禁止・自粛をよびかけます。

（４）ご意見、ご要望を

市民のみなさん。この「名古屋市議会の改革推進のための提言」についてご意見、ご要望をお寄せください。

日本共産党名古屋市議団は、「提言」を練り上げ、市民のみなさんと力を合わせて議会改革に取り組みます。
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日本共産党名古屋市議団は、

2009年度の政務調査費収支報告
を議長に提出、公表しました。

交付額4,800万円に対し支出4,200
万円余。594万円余を返還しま
す。日本共産党の要求で09年度
から議員一人当たり月額５万円

減額が実現し、領収書の公開も、

今回（09年度分の使途）は１万
円以上だけですが、今年度分の

使途は全面公開となりました

（来年６月に公開予定）。

2009年度政務調査費（日本共産党）

(収入の部)

政務調査費 48,000,000

利 息 2,728

合 計 48,002,728

(支出の部）

科 目 決算額(円) 摘 要

調 査 費 1,560,540

市政アンケート。省庁からのヒアリング：国交省(高潮防潮堤)、厚労省
（無料低額診療）、他都市調査：豊田市（地域委員会）、横浜市（ズー
ラシア）、三重県議会（議会基本条例）、彦根市（病院）、福岡市（食
肉市場）、神戸（非核「神戸」方式）等の調査に伴う交通費など

研 修 費 160,640
自治体学校（岐阜）、東海自治体学校、市区町村議会議員研修会、議会
改革団内学習会など

会 議 費 313,415
「子どもの貧困」シンポジウム、議会改革シンポジウム、市政懇談会、
市政報告会などの会場費、講師謝金など

資料作成費 1,422,750
予算要望書印刷、「子どもの貧困」シンポジウム報告・資料集、市政報
告会用減税パネル、議員定数半減資料集

資料購入費 1,403,809
各種新聞、「時事行財政情報」「介護保険法令集」「地方自治関係実務」
「高齢者の権利擁護」「環境六法」「環境事典」「社会福祉六法」月刊
「介護保険」「介護保険情報」「六法全書」その他書籍、住宅地図など

広 報 費 19,578,899
「市議団ニュース」（定期号12回）の発行、市議団ニュース特別号（議
会改革シンポジウム報告など）、市議団ホームページ作成・更新、議員
別市政ニュース印刷・紙代など

事 務 費 4,733,930
議員控室の電話使用料、コピー機のリース料、パソコンリース料、コピー
用紙、文具、議員事務所の賃借料など

人 件 費 12,885,686 事務局員(３人)の給料および社会保険料・労働保険料など事業主負担分

合 計 42,059,669

（収入支出差引残額） 5,943,059円 ※残額は市長に返還します。



わが党市議団は、４月７日、「名古屋市議会の改

革推進のための提言」を発表し、議員報酬引き下げ

について、以下の基本的な考え方を示してきた。

○市民の雇用不安や所得低下は一段と深刻化し、条

例報酬額そのものを特例措置以下に引き下げるこ

とが真剣に検討されねばならない。

○議員活動を保障する報酬は、市民の意見を市政に

反映させ、市民の参政権をいかすために必要な民

主主義の経費である。

○「政治ボランティア」や無償化、「低くければ低

い方がよい」という主張では、一定の資産がある

者以外は議員になることが困難になる。

○「半減」「800万円」に根拠はなく、市長の押し付

け、議会のお手盛りを排して、市民参加・公開で

議員報酬引き下げに向けた検討を行う第３者機関

を議会に設置する。

わが党議員団は、この提言発表以降、議長をはじ

め各会派に報酬引き下げのための第３者機関＝「報

酬調査検討会（仮称）」設置を呼びかけてきた。し

かし、部分的に賛同の声はあるものの、今日まで議

会に正式に第３者機関を設置する動きはできておら

ず、民主・自民・公明はそれぞれ会派内での検討を

行うとともに、横井利明議長は、「6月25日には一定

の結論を出す」と表明している。

報道によれば、6月18日、民主党市議団が20％削減

（月額792,000円、年額1306万円）との案を決め、自

民・公明の3党はこの線で調整する動きがある一方、

民主・公明の市議からも「拙速・非公開は市民の理

解を得られない最悪の選択」との声も伝えられてい

る。

＜６月定例会における党市議団の提案＞

（１）議員報酬額の考え方

市民の生活は不景気と雇用の悪化で厳しさを増

しており、具体的なデータや市民感情を考慮して

暫定案を決める。

『逐条地方自治法』の解釈では、議員報酬は議

員の「一定の役務の対価として与えられる反対給

付」とされている。

名古屋市議会基本条例では、「議員報酬につい

ては、地方自治法の趣旨を踏まえ、本市の財政規

模、事務の範囲、議員活動に専念できる制度的保

障、公選としての職務や責任等を考慮し、別に条

例で定める」としている。

こうしたことを前提としつつ、６月11日の議会

改革シンポジウムで示された考えも参考にする。

議員報酬＝「議員及びその家族の扶養費」+「経費

補償」

○具体的な金額

暫定案 ４割程度削減

（２）報酬額決定過程を市民参加で行うために第３

者機関設置は必須

報酬額は、今議会では「暫定」（＝特例）にとど

め（または継続審議）、わが党議員団提案の「名古

屋市議会の議員の報酬の額を市民参加・公開で検討

し定める条例（案）」による第３者機関（報酬調査

検討会）を設置することが必須である。その検討を

受けて本則の改定を９月または１１月議会で行う。

（３）議員報酬削減で生まれる財源は市民の生活支

援策に回す。

「議員報酬問題タウンミーティング」を行い、方

針案説明と意見聴取する（6月22日都市センター）

（目的）

第1条 この条例は、市民が市内事業者によって自己

の所有する住宅等の改良・改善工事（以下「住宅

リフォーム」という。）を行った場合、市がその

経費の一部を助成する等の支援策を行うことによっ

て、市民の安心・安全で快適な住生活に資すると

ともに、市内中小事業者の受注機会を拡大し、もっ

て市内経済全体の活性化を図ることを目的とする。

（対象工事）

第2条 この条例における助成等の対象となる住宅リ

フォームは、市内に住所を有する者が、市内に存

する自己の所有する住宅等（個人の居住の用に供

する家屋又は付属する施設とし、集合住宅にあっ

ては専有部分に限る。）を改良・改善するもので、

その工事が市内事業者（市内に本店を有する法人

事業者又は市内に住所を有する個人事業者をいう。）

によって実施されたものとする。

2 前項に掲げる住宅リフォームは、次の各号に掲げ

る工事のうち規則で定めるものとする。ただし、

市が実施する他の助成制度をあわせて利用する場

合は、その助成対象となる工事部分を除くものと
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する。

(1) 屋根のふきかえ、外壁の改修、ベランダの改

修、玄関フードの設置及び補修等の工事

(2) 壁紙、天井、ふすまの張り替え、カーペット、

フローリング、畳の交換等の工事

(3) バリアフリー対応型住宅改修工事、環境配慮

型の改良・改善工事、耐震、防犯等の工事

(4) その他市民の住生活向上に資する改良・改善

工事

（市の助成）

第3条 市は、住宅リフォームの促進を図るため、住

宅リフォームに要した経費の一部を助成する等必

要な支援策を行うものとする。

2 市は、前項に定める助成等を実施するときは、市

内中小事業者の受注機会拡大に資するよう、必要

な措置を講ずるものとする。

（委任）

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。

附 則

この条例は、平成23年4月１日から施行する。

(目的)

第1条 この条例は、名古屋市議会の議員の議員報酬

（以下「議員報酬」という。）に関して、民意を

反映した適正な額に定めることによって、議員が、

名古屋市議会基本条例（以下「議会基本条例」と

いう。）の定める議員の活動原則を踏まえた、真

に市民の代表としてふさわしく活動することを保

障することを目的とする。

（報酬調査検討会）

第2条 議会は、議員報酬の額に関する条例を制定し、

又は改廃しようとするときは、議会基本条例第

16条第1項の規定による民意を聴取するため、名古

屋市会議員報酬調査検討会（以下「検討会」とい

う。）を設置し、定めるべき議員報酬の額につい

て、必要な調査をさせるものとする。

（検討会の構成及び選出）

第3条 検討会は、議会基本条例第16条第3項に規定

する考慮に必要な知見を有する学識経験者（以下

「学識委員」という。）及び公募により選出され

る名古屋市民（名古屋市会議員を除く選挙人名簿

登録者に限る。以下「公募委員」という。）から

なる委員10名以内をもって構成する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

3 学識委員及び公募委員は、議長が委嘱する。

（検討会の調査）

第4条 検討会に会長を置き、委員の互選により定め

る。

2 会長は、検討会が議会基本条例第16条第3項の趣

旨を踏まえた客観的・多面的な調査を行えるよう、

会務を総理する。

3 検討会は会長が招集し、委員の半数以上の出席に

より開催する。

4 検討会の会議は、公開するものとする。

（公募委員の役割）

第5条 公募委員は、検討会の調査に市民意識を反映

させるため、客観的・多面的な調査をふまえて、

調査に協力し、発言する。

（検討会の調査結果の取りまとめ及び報告）

第6条 会長は、議員報酬の額について、検討会の調

査結果を取りまとめ、議会に報告する。

（検討会の報告の尊重）

第7条 議会は、検討会の報告を尊重し、議員報酬の

額について、速やかに議員報酬の額に関する条例

を制定し、又は改廃するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が

定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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(北区)

梅原紀美子
℡ 915-2705

(西区)

わしの恵子
℡ 532-7965

(昭和区)

さとう典生
℡ 853-2801

(中川区)

江上博之
℡ 363-1450

(港区)

山口きよあき
℡ 651-1002

(守山区)

くれまつ順子
℡ 793-8894

(緑区)

かとう典子
℡ 892-5190

(天白区)

田口かずと
℡ 808-8384
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℡052（972）2071 fax 052（972）4190

e-mail dan@n-jcp.jp
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